
 

１．件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（再処理施設（1-148）、MOX

燃料加工施設（1-152））」 

 

２．日時：令和４年７月２８日（木） １０時００分～１２時２０分 

１３時３０分～１６時３０分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV 会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、大橋上席安全審査官、岸野主任安全審査官、津金主任安全

審査官、羽場崎主任安全審査官、藤原主任安全審査官、武田安全審査官、髙

梨安全審査専門職 

日本原燃株式会社 大柿 専務執行役員 再処理・ＭＯＸ燃料加工安全設計総括 

          他 24 名 

東京電力ホールディングス株式会社  サイクル技術グループ  

グループマネージャー 他 1名 

関西電力株式会社 原子力事業本部 原子燃料部門  

原燃計画グループリーダー  他１名 

北海道電力株式会社 原子力事業統括部 原子燃料サイクルグループ  

担当 他１名 

 
５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 

  なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和２年１２

月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更の認

可申請を受理」 



https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html 

・ 日本原燃株式会社 ＭＯＸ燃料工場 規制法令及び通達に係る文書（令和２年１

２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX 燃料加工施設の設計及び工事の計画の 

変更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html 

・ 令和４年７月２１日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX 施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和４年７月２２日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX 施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和４年７月２６日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX 施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和４年７月２７日 

「日本原燃(株) 再処理施設、MOX 施設の設工認申請に関する資料提出」 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:02 規制庁の竹田です。それではただいまから日本原電とのヒアリングを開
始いたします。 

0:00:07 本日のヒアリングは、令和 2 年 12 月に申請があった。 
0:00:12 設工認申請につきまして、これまでに受理している資料をもとに事実確

認を行うものになります。 
0:00:20 まず規制庁側の出席者紹介いたします。 
0:00:24 ウェブからの参加ですが、コサク、 
0:00:29 オオハシ、ツガネ、キシノ以上になります。 
0:00:33 本庁側の出席がタカナシａハバサキカミデフジワラ。 
0:00:40 タケダ以上になります。 
0:00:42 それでは日本原燃の方から、出席者の紹介と議題の構成達成目標、 
0:00:48 組版について説明をお願いいたします。 
0:00:53 はい。日本原燃中浜でございます。 
0:00:56 日本原燃側の箇所を紹介いたします。 
0:01:01 スダ。 
0:01:02 村山。 
0:01:04 小松。 
0:01:05 谷口。 
0:01:07 伊藤。 
0:01:08 石原。 
0:01:10 カサモ。 
0:01:12 キクチ。 
0:01:13 トヨカワサトウ。 
0:01:16 オオハシ。 
0:01:17 ヒロタニおかしい。 
0:01:20 アッセ 
0:01:21 後、 
0:01:23 お話。 
0:01:24 内野。 
0:01:26 中浜。 
0:01:28 以上となります。 
0:01:30 本日ご確認いただきます資料でございますけれども、現在画面共有させ

ていただいてございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:01:37 次、長滞事故の 00－02。 
0:01:41 十時 02。 
0:01:43 通信 0002 の 1.2Ｓｓ 
0:01:48 新 1 と 2 節の 01。 
0:01:53 続けて一番の 00－02。 
0:01:57 津波 00－02 となります。 
0:02:01 それでは重大事故側からの方、説明を実施させていただきます。 
0:02:08 はい、上西原でございます。 
0:02:10 土井 0002 レビジョン 17、7 月 24 日に提出をさせていただきました。 
0:02:21 この資料ですが、まず別紙 1 とですね、別紙 4、1 まで説明して、説明

を一旦区切らせていただきたいと思いますあと 1 点ＳＥＳ関係の設備と
いうことでＢＣＭ日報、 

0:02:36 1102 ですかね、ここでつなげていきたいと思います。よろしくお願いし
ます。 

0:02:42 はい。十時 02025 でございますが、前のヒアリング影響にございまして
あとは、基準値 01 でのやりとりというのも踏まえた上で記載の 

0:02:55 見直しというのをさせていただいてございます。右下 6 ページから別紙
1 の本体が始まってございます。宇部ＣＴＯ2 社 6 ページでございます
が、 

0:03:06 これ言葉遣いの修正ということで構造等と書いてあったところこれは直
接的に読めるように、木製の加工施設を設定する事業所ということで、 

0:03:18 加古再処理事業所と対象が明確になるように記載を修正をさせていただ
いてございます。またこの下、6 ページと 7 ページに跨って、6 ページ
の部分は青井入江強化本部。 

0:03:31 2 ページからと書いてありますところでございますが 017 と、これと許
可本の最終丹を合体させた形で基本的方針の構成というのを、 

0:03:44 やっているものがよりわかるようにということであと主、この基本設計
方針の修文というのをさせていただいていると、いうことでございま
す。 

0:03:52 はい。 
0:03:54 同じようなところが何かクソがございますが右下 9 ページ、 
0:04:01 協会の本部を見ていただきます。一番 4 番のところで、鍵括弧の個別の

括弧（1）①重大事故の発生を仮定するというテーマに、許可のとき
に、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:13 事故選定の過程でやっていた内容これが前提として、既設工認では、い
ろんな条件を用いているということもありますので、当該箇所について
は、 

0:04:25 設工認上特段記載をしておりませんので、行政投資のところ見ていただ
きました。いずれ申してございます事業括弧変更確保とじ許可を受けた
ということで、 

0:04:36 許可でも確認していただいた場合を受けた形でも、料金設定にするとい
うのがわかるように終了させていただいてございます。それは 10 ペー
ジ以降の準備の方でありますということでございます。 

0:04:51 続きまして、右下 11 ページでございます。これは十時 01 のところで、
許可からの展開ということで、先ほどの見解を受けた通りといったとこ
ろで同じでございますがそこの部分で、 

0:05:07 重大事故の共通設備がないということの説明の中でも、国会でのやりと
りがわかるんだということで、記載を拡充させていただいた箇所がま
た、滝井所。 

0:05:19 小田島。はい。 
0:05:22 続きまして、同じようなところが二十三、四ページございます。 
0:05:28 はい。 
0:05:31 別紙につきましては、 
0:05:36 あとは、 
0:05:41 下 64 ページでございます。 
0:05:48 すいません何か飛ばした気がします。右下 64 ではないです。 
0:05:53 右下 55 ページです。すいません。 
0:05:56 右下 57 ページ、後で一遍に載せて話が出ると思いますが、下司医師の

ところの本文のところで、反転項目、実施要領とする重大事故等に対す
る 

0:06:09 施設の耐震設計のところでございます。許可の方も、（4）とあって 12
と、 

0:06:17 一番、重大事故等の金等の請負者の選定において、数をする設備が書い
てあるところ、これが何を言いたいのかが、よりわかるようにというこ
とで記載を拡充をさせていただきました。 

0:06:32 ＶＯＧのところでございますが事業括弧変更括弧閉じ許可における重大
事故の発生を仮定する際の条件の設計に、重大事故の発生筧スズキの特
定において、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:06:44 基準地震動Ｓｓ－1 の場合の実施要領を、を考慮した際に、金日置布施
設計とした設備だということで、記載を拡充をさせていただいてござい
ます。 

0:06:56 合わせて 5 分のところじゃ、適正化ということで、 
0:07:01 ａポツについては重大事故等が発生しないということの条件になります

ので語尾を適正化させていただいたと、いうことでございます。 
0:07:10 はい。なし。 
0:07:14 下の表見て現行同じような表現のところは、このように修正をさせてい

ただいてございます。59 億 10、 
0:07:22 62 と違うところが同じような見解でございます。 
0:07:27 はい。 
0:07:30 63 名ですかね。20 のところがございます。 
0:07:33 続きまして右下 64 ページ 8.2．7 可搬型重大事故等対処設備内部火災に

対する防護設計ということでの方針ということで、 
0:07:45 4、47 日の議論の中で出た話ではありますが、全体の中での内部火災に

対するせんでここでブルーの役割分担で打っていること。 
0:07:57 いうことで、ＤＳＦ設備に対する内部火災の設計方針というのは多く

は、基本設計方針にいきますと、5 ポツの火災等による損傷の防止、こ
ちらで、 

0:08:10 このように設計を示しております。8.2．7 では、今後これを踏まえて設
計することは、当然ながら、常勤役ある方、重大事故対処設備に求めら
れる設計方針を達成するための内部火災に対する防護方針を、 

0:08:25 もう 1 回示すということで、ここでの役割を明確にさせていただいたと
いうことでございます。 

0:08:33 はい、別紙 1 の修正意見としては、説明は以上になります。 
0:08:37 別紙銀行は、なので 7 の修正ですとか、前回の下の 11 等の構成の話を

反映して、 
0:08:48 修正をさせていただいてございます。 
0:08:52 はい。右下 144 ページ、 
0:08:56 阿部ＣＭのスタートのところの絵でございます。これ 
0:09:00 用地の改訂版を出させていただいてもええけどですね、こちらにも反映

させていただいてございます。12 条 1 でのポイントは、 
0:09:12 別紙 1 本で資料のうちの中で、クローズするものと、個々の店舗に預け

るもの、これは 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:09:21 資料の一部変更するための前提として、 
0:09:26 外から入ってくる員そのものＡとして、他のところの店頭に設計を預け

るものということで整理をさせていただいたということでございます。 
0:09:36 この委員、ある程度、そこでのクローズといったことの整理の結果の方

に、の支援の位置につきましては、 
0:09:44 の名称構成なり、記載を、 
0:09:47 適正化をさせていただいてございます。 
0:09:50 はい。資料のうち 145 ページから始まってございます。先ほども 
0:09:57 これは先ほど野辺ＣＭＯ言った別紙 1 の修正を反映したものということ

になります。 
0:10:04 例えばですが、先ほどの、 
0:10:07 頭のところでこちらは 150 ページ、50 ページで主になっているところ

ですし、 
0:10:16 これは重大事故カミデの経営の話については実際 155 ページで青字にな

っているところ、譴責融資受けた形での記載の変更というのをさせてい
ただいてございます。 

0:10:28 はい。 
0:10:30 別紙の 1 の一番大きく直してますのは、 
0:10:35 これが内部発生飛散物の話でございます。183 ページの内部発生飛散物

の具体の話を展開するための紐付けを、 
0:10:47 記載を拡充しております中澤瀬下については当然この健全性説明書を見

ますと、一つのところで、ＤＢの話が出てきますので、ＤＢ側とも同じ
ようなことがあれば、ＤＢ側の設計でお持ちですよと。 

0:11:01 いろいろご存じ記載を、紐づけをして、展開をさせるという形で修正を
させていただいてございます。 

0:11:09 また加えまして、 
0:11:11 右下 990 本にですね、対抗上、かつ記載をこの中で、小店舗を使えばい

いか。 
0:11:20 なしをクローズするという意味で、記載を確認をさせていただいてござ

います。 
0:11:28 はい。 
0:11:30 あと、 
0:11:32 内部発生 3 月のやつを続けて 
0:11:35 今日、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:11:36 利用していただきますあと 201 ページには、右下 201 ページ。 
0:11:41 他の話でございます。 
0:11:44 はい。あとは、戻っていただいて恐縮でございます。 
0:11:51 こういうのを忘れてました。ですね。 
0:11:54 ただ、 
0:11:58 西田 181 ページ、これが医事課他配送の見解でございまして十条市出

野、真壁がありましたインセンティブがあるとする部分も含めて、 
0:12:08 総合環境を明確にしましたので、その相互関係がわかるように、研究会

の糸井が、それぞれ必要な箇所に盛り込ませていただきましたというこ
とでございます。 

0:12:21 はい。 
0:12:23 続きまして、右下 104 ページ、 
0:12:30 でございます。記載としては、 
0:12:35 今日条件下でもですね、以前はこれ丸々工事会で取ってましたが結局は

一つの方針になりますので、そこを拡充をさせていただきました。 
0:12:51 現在事項につきましては 204 ページがグーッと関係メートル続けますも

ともと設置されている場所で、そもそも機能喪失に至らないような環境
条件であることということに加えて、 

0:13:02 両大事故発生時にその勤務を損なわない、もしくは有効に発揮できるこ
とと、いうことが条件になりますのでその全体がカバーできるというこ
とで、環境条件の記載を拡充をさせていただいてございます。 

0:13:15 はい。 
0:13:18 4－1 の修正点の説明としては、 
0:13:23 はい、以上になります。 
0:13:27 説明を一旦ここで切ります。 
0:13:32 規制庁武田です。それでは衛藤ＳＥから、4－1 までですかね、ここまで

の範囲で、規制庁側から確認がありましたらお願いいたします。 
0:13:43 規制庁の藤原です。本日、説明のあった、前回のヒアリングを踏まえた

修正といったところで説明があったかと思うんですけど、8 ページの 6
ページのところの、 

0:13:55 許可本文で言うと、①の－1 と①のわかるんだなっていうところを江藤
がっちゃんこして、今回の基本的方針のところに記載をされたというこ
となんですけれども。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:14:07 前回のヒアリングで、そっちを講ずる設計とするっていう言葉だけがあ
って、 

0:14:14 ①－7 の、 
0:14:16 代謝性を設けるという話が記載されてなくてすべてが入っているわけで

はないっていう話をさせていただいて、対応していただいてはいるんで
すけども、今度はその設備を設けるというだけで、 

0:14:28 さっきをこうするという話がないと、説明あげると、必要な措置の内容
を明確にしたというふうにされているんですけど、必要な措置っていう
のは、対処設備を設けるだけだったっていう理解なんでしょうか。 

0:14:41 私の理解としては、この後、ワーキ系とかに飛ばしていくような、そう
いった措置が必要な措置としても、検討されていて、 

0:14:51 なのでここは両方とも書かれるのかなと思っていたんですが、今回こう
いった説明なんですけど、原因としてどう考えているのか説明してくだ
さい。 

0:15:00 はい、弓削西浦でございますすいません説明しようとして忘れてまし
た。おっしゃっていただいてる通りでございます 

0:15:07 梶本田井設備を設けるだけが設計としてのいわゆるオージェベースの異
常な水準の放出を防止するためのＩＳＯ向上措置ではございませんで、 

0:15:18 設備を設けた上でのその設備の維持管理であったりその前提となるよう
なというのを組み合わせて全体として必要な機能を発揮すると、いうこ
とだと思ってますので、 

0:15:29 そういったことを一連含めた形での設計であると、設計方針であるとい
うことがわかるように、記載を見直しをさせていただきたいと思いま
す。 

0:15:42 規制庁の藤村ですよろしくお願いします。 
0:15:46 規制庁コサクです。今、具体的にどう書くかっていうと、 
0:15:50 設備を設け、必要な措置を講ずる設計とするって感じでいいですか。 
0:15:58 はい。西田でございます。 
0:16:01 ミクロの 2 と振ったパターン考えた一つがコサクさんがおっしゃってい

たパターンでして、そうした時にですねちょっと個人的に気になったの
は必要な措置の中に、 

0:16:11 拠点も設けると運用も含めて全体でカバーをすると思ったときに、 
0:16:18 いろいろとそうなってしまうと儲けの後も、必要な措置を講じウノがリ

ンクしなくなるかなというちょっと、 
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0:16:25 自分では悩んでまして、重大事故等対処設備を設けると必要な措置を講
ずる設計とするっていうことではどうかなと思ってたところでした。以
上です。 

0:16:39 はい。規制庁コサクです。等っていうのが、文言として綺麗に収まるの
かはよくわかりませんけど、 

0:16:47 イメージはわかりました。先ほど私が言ったやつでも同趣旨で書いてる
と、あれば、よく言い張れるかなとは思いますけど、整理をしていただ
ければと思いますで、それでそっちが入ってきたときに保安規定に飛ば
すっていうのはどう考えてますか。 

0:17:06 はい。飯野マネージャーでございます。現状 
0:17:10 それぞれのタイミングで保安規定に定める事項がある場合は書いてます

そうなった時におっしゃっていただいて趣旨として、私が考えてますの
は、 

0:17:21 いわゆる外部衝撃のように必要な措置というのが設計と運用との組み合
わせといった場合には、今それぞれのタイムで書き上げてですね何回も
同じような保安規定に定めるって出てきますので、 

0:17:34 ある塊で一番最後の保安検査部常勤超えて、こういったことを保安金定
めて管理するという運用の措置を講じますよということを、 

0:17:44 菅改革書き分けることによって全体がカバーできるということになるか
なと思ってました。以上です。 

0:17:53 規制庁コサクです。そうすると、はちに一井の最後に、保安規定に飛ば
すと再保管してると。 

0:18:01 お話してはい。そうですねはい。 
0:18:05 はい、規制庁不足ですわかりましたよろしくお願いします。藤原さんど

うぞ。 
0:18:10 規制庁の藤原です。 
0:18:12 あとですね、少しページ飛んで 01 の話。 
0:18:17 聞いていた表になるんで、数になるんですけど、104 と言ってんです

か。 
0:18:21 そこのところでのための確認をさせていただきたいんですけども。 
0:18:26 今回いろいろとわかるように工夫をしていただいて、箱ちょっと波打っ

た方で、 
0:18:33 説明を追加していただいてますんで、外部衝撃とかでここで欠けている

ものについては、すべて記載というふうな形で、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:18:43 増設カーンと両方ともそういった説明があるんですけども、プラスで追
加されてる津波のところで、 

0:18:51 片方は保管場所って言ったところについては、この 1－1－1－6 でって
いうふうにわかるんですけど、その下に書かれている。 

0:19:00 衛藤スズキ部署に対する津波の考慮って書かれているところでここで書
くのかどうかっていうところまで書き切れてないので、その辺りはきち
んと書いていただきたいなと思うところと、あと 

0:19:11 左側の一番下に大きく追加されていて、今回、別の 
0:19:17 マンションの該当箇所で説明されたと思うんですけど、この可搬型の内

部火災に対する防護方針というところも、あまりこちらも文章としては
書き切れていなくて、ただ単にこの 1－1－6、 

0:19:30 この矢印でポンポンと書かれているだけなので、菅先生がわかるように
ここ、このあたりの記載の復習をお願いしたいんですか。よろしいでし
ょうか。 

0:19:40 はい。宮城西田でございます葛西の方はすいません。 
0:19:43 大分開発が近づいてましたねはい。文章でわかるようにしますと、あと

津波がすいませんユレーションでわかった気になってたので、はい。言
葉でわかるようにします。以上です。 

0:19:53 規制庁の藤村ですよろしくお願いします。 
0:19:56 私からは以上です。 
0:20:00 あとすいません規制庁コサクですけど、今のところも、 
0:20:04 何ですかね。 
0:20:05 体系をわかるようにっていう、 
0:20:09 結果を示すという意味ではまだいいのかもしれないんですけど、何でこ

うなってんのっていう。 
0:20:15 フォローの理解もしていかないとなと思う。 
0:20:20 出まして、あれですよねＡに飛ばしていって、上に書いてあるやつは、 
0:20:30 基準で要求された個別条文で要求されているものっていうのは、それぞ

れの要因を踏まえたところに書きますと、柿木りますということである
ので、 

0:20:47 重大事故等対処設備っていう 5－1－1－4 というところでは、そっちで
書き切っているんですよっていうふうに飛ばすという、 

0:20:58 考え方ですよね。 
0:21:00 はい。ユニシアでございます。はい。 
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0:21:03 そこも、はい。おっしゃっていただいてる通りでございます。ＳＡとし
て規則要求ある項目って一番上に書いて、すっかり自分で満足して終わ
ってました。はい。ちょっともっとわかるように記載しますはい。 

0:21:15 はい。はい。規制庁、 
0:21:17 書き方もいいんですけど、そういったときに、 
0:21:24 今回わーゆ、別紙 4－1 のところ常設と可搬で分けて書いてるんですけ

ど、まず常設は地震火災、津波、それぞれそのものを、 
0:21:35 要求かかってるので飛ばしますになってて、今言った可搬の津波につい

てはグラデーションがかかっているっていうのはこれどういう意味なん
ですか。 

0:21:45 はい。人間の石田でございます。いわゆる重大事故等賠償設備、常設だ
ったり、可搬であっても保管場所についての考慮は、 

0:21:56 津波の運用重大事故と大設備はといってどこに入ると思って、宇田に飛
ばす分。 

0:22:04 半分。 
0:22:06 そう。及び使用状態、使う時の保険保険として考慮するところはこれ規

則要求といえば重大事故等対処設備の 
0:22:17 有効部分を発揮できること、作業上の要求としての対応箇所だと思って

ましたので、津波をその二つのチームに分けて、 
0:22:27 一方は規則要求としての津波が続きます。名簿は、それの規則要求とし

ての資料に上に落ちますということで整理をしたということでございま
す。 

0:22:41 はい。 
0:22:47 わかりました。神谷さんそのあたりはそれでいいか。 
0:22:51 藤規制庁カミデです。 
0:22:56 保管場所っていう意味では、 
0:23:00 各ＳＡの条文に本当に飛ばしてるのかっていうのは、 
0:23:05 ちょっとよくわからなくて、 
0:23:08 例えば、地震については、 
0:23:12 可搬のところは全部、 
0:23:14 もう 11421 てますよねで、一方で 51143 で保管場所の設計方針ってい

うのがあって、 
0:23:23 そうすると、 
0:23:25 何かさっきの説明と全く違うような感じがするんですけど。 
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0:23:30 どうですか。 
0:23:35 はい、宮城石原でございます。まず、すみません一つずつやると、津波

については常設重大事故等対処設備であったり、可搬の保管場所であっ
たりも含めて、 

0:23:54 津波側で呼んでいるという整理を今して、 
0:23:59 いわゆる保管場所である建屋みたいなものとを、 
0:24:03 使用場所の話を仕分けをしました。耐震はということになると、おっし

ゃっていただいてる通り常設重大事故等対処設備、 
0:24:17 これ、あとはレーダーとなっているものですね。耐震の重要度に応じて

というか、変えたときに、どこまでが耐震側に行ってという話になると
思うんですけど、 

0:24:32 本としても重大事故等対処施設としてエントリーをして耐震側にはその
重要度に応じて、やりますよというのがそもそもいくんだと思ってまし
た。 

0:24:43 それがＳＢＣいろいろ種類はあるかもしれないっすってか耐震Ｓの大体
であったり、Ｂの大体だったりＣの大体だったりなのかもしれませんけ
どその耐震上どういう耐震設計をするんだということは、 

0:24:56 ＡＤＤ安定性動作に入るのかなと。 
0:24:59 一方、この 4－1－1 の 3．可搬型重大事故等対処設備の保管場所の設計

については、 
0:25:09 例えば、常設、可搬等の重大事故等対象設備が、意見の精神を持たない

といけないという機能維持を要求した時、それを保管してる建物であっ
たよかん場所は、 

0:25:24 それと同等の耐震性を必要とするんじゃないのかという整理が必要な場
合に、例示でいくと今 

0:25:32 ここですね、第 1 第 2 保管高が貯水所と一緒になって整理をされている
ので、ＭＯＸでいくと、ＩＣＣに女性層がなっているので、重大事故に
直接対処するわけじゃないので、 

0:25:46 そのままいくとＡとＣの間、設計が進んでしまうので、そこで 1 回ジャ
ンプアップというか、中に入れる具の関係での耐震設計を講じなきゃい
けないと。 

0:25:57 いわゆる 40 年経験というところを 1 回この 4、5－1 の 1－4－3 で受け
ようかなというのが今のセイリガクという御説明我々の方で考えた整理
の仕方でございました。以上です。 
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0:26:09 規制庁上出ですけど、まず、耐震については、 
0:26:15 今の表よりも、 
0:26:18 最新の整理はちょっと違っていて、 
0:26:21 保管場所については、耐震に飛ばすんじゃなくて、可搬の保管として

の、 
0:26:28 機能維持みたいなところは、27 条に飛ばすんじゃなくて 30 条で説明し

きるってそういうことですか。 
0:26:37 はい。今、すみません全然追っかけられてなくて、今は石渡氏の方も先

週のそういう整理でございましたので、金真吾。 
0:26:47 津波東條三浦で処理するかどうかですけど、二つのパートに分かれるの

かなと思ってました。以上です。 
0:26:56 はい。規制庁カミデです耐震は条文上がそういう立て付けなので、そう

いう整理なのかなあと。 
0:27:04 思いますで、一方津波については、条文上は重大事故等対設備という話

になっていて、 
0:27:15 そういう意味では、可搬についても、基本はＳＡ津波なんだけど、 
0:27:27 あれですかね、据付場所。 
0:27:29 だけは、30 条で整理しますっていうことですか。 
0:27:35 はい。小峯志田でございます。現状の整理は、民家が先ほど藤原さんに

言われた通り、幕開けしか書いてないんで今考えてるのはそういうこと
でございます。 

0:27:48 はい、規制庁からですか。わかりました。その辺が、 
0:27:53 あれですね、ちょっと考え方がまだわからないプラス図でもきちんと示

せてないっていうところだと思うので、きちんと整理をできてそれでさ
らにその本文側も今そういう整理になってないと思いますから、 

0:28:08 きちんと書いてもらいたいなというところです。 
0:28:15 はい、二本木西田でございます承知いたしました。 
0:28:20 規制庁コサクです。今のところで、私がまだよくわかってないんですけ

ど、据えつけ場所の津波の考慮というのは、30 条側だっていうのはいい
んですけど、そうすると、 

0:28:33 基本設計方針だったりこの別紙 4 の一員。 
0:28:39 部分に明示的に書くっていうことですよね。 
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0:28:44 はい、乳井西原でございます現時点でも、その部分、ちょっと耐震なん
か聞いてないですけど、津波については現状、もうすでにそういう書き
方をさせていただいてました。以上です。 

0:28:56 はい。きちっとですねそれを、 
0:29:00 このまんま 1－1－1－6 に書きますっていうのはさっき一番最初に確認

したコンセプトに合ってないような気がするんですけど、それは何なの
か 

0:29:17 はい。はい 
0:29:25 ごめんなさい。ちょっと私が勘違いしたかもしれないけど、 
0:29:31 アヲハタ青のダミー。 
0:29:34 囲みで書いてあるところの行き先が書いてないから点々ということでし

たけど、 
0:29:39 行き先が、 
0:29:41 どこだっていうことだったんでしたっけ。はい、西浦でございます。今

でいきますとすみません私模型にかけてなくて、青井委員に言ってる資
格上に黄色い四角があって保管場所 1－1－6Ａと言っていて、にいきま
すと、 

0:29:57 ＩＯの資格はこれすいません 1 度はうちの 1－4、別所部長中根柿木お
前、ここに書いてましたので、そういうことがわかる 

0:30:09 記載を見直したいと思いますあれは、持ってる資格は 5－1－1－4－1 と
書いてどこに書くこと、風間十河赤羽と江畑の場所に関するところは海
脚域においてどう書いてある通り 5－1 の一族行くということでござい
ました。以上です。 

0:30:28 規制庁コサクです書き切ると言われたのはぶら下がる添付に飛ばさずに
ここで終わるってことですね。 

0:30:35 はい。乳井瀬谷でございますそういうことです。はい。 
0:30:39 わかりました。 
0:30:40 ただ、 
0:30:42 規制庁コサクでもう一つワーいっす。 
0:30:47 耐震、もう一つ、すいません。関連で話の出た地震の関係ですけど、 
0:30:55 等可搬の保管場所についてというのは、 
0:31:03 5 例。 
0:31:04 5 万。 
0:31:07 まずう。 
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0:31:13 下、 
0:31:16 そっか。 
0:31:19 ピンクの地震と書いているところから、 
0:31:25 5－1－1－4－2 に入り、 
0:31:29 そこに保管場所、据付云々ってで、一通りの、どう考えるのかばあい

い。 
0:31:40 それを、 
0:31:41 もう受けつつ、あと操作性の確保も受けつつで－5－1－1－4－3 ってい

うふうに思えばいいですか。 
0:31:52 はい、弓削西原でございますはいちょっと先ほどが聞いてないといった

のはまさしくそれでして、地震から一旦そうですね、5－1－1－4－2 に
受けてその設計方針を枠の中から、 

0:32:06 今、5－1－1－4 の 4 しか飛んでない矢印がもう 1 個、矢印が出て 5－1
－1－4－32 というところがあると。その後の 1－1 の小山さんは、 

0:32:16 もう一つは操作性の各行からも飛ばされてアクセスルト流しを受けると
いう全体の流れで考えてました。以上です。 

0:32:23 はい。規制庁、蘇武ですその上で実際の耐震計算はどこに行く。 
0:32:47 はい。日本原燃石田でございます。 
0:32:50 すいません私の頭がそこで止まってました。そうですね。計算を飛ばさ

ないといけないですね。 
0:32:57 ええ。 
0:33:02 結局、Ｓクラスの設計をするんであれば、3 の方にありますし、1.2Ｓｓ

の部分は、別紙 4－2 がは、 
0:33:11 7 日間そのまま、3－6 なのかわかりませんけど、 
0:33:16 はしていくっていうことになるとは思うんですけど。 
0:33:23 はい。石田でございますもともと当時診療経歴の可搬が 1.2Ｓｓに対し

ての既存理事を含めるところですので、そこに対して、影響がないよう
に、保管場所の設計をするんだということで考えてましたので、 

0:33:38 ＢＣＭに向けて、さんの方に飛んでいくということかなと思ってます。
そこも経緯を検証して見える化したいと思います。以上です。 

0:33:50 はい。 
0:33:50 迫ですよろしくお願いします。それでその次が、河西ですけど。 
0:33:56 葛西ワー、 
0:33:59 新野ななあに、 
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0:34:02 飛ばすというのは、 
0:34:05 何だったのかということ。 
0:34:08 なんですけど、 
0:34:12 これも 2－7 に飛んだと。 
0:34:16 この 1－1－6 という吹き出しに、 
0:34:22 なっていますが、 
0:34:25 これは、この 1－1－6 に自然と入ってますよと書いてあるということか

らすると、大本のコンセプトの条文要求のものはそのまま書きますよと
いう、 

0:34:38 範疇だという理解でまずいいんですよね。 
0:34:41 はい。乳井の石原でございますはい。おっしゃっていただいてです 
0:34:45 両国のものは、火災でちゃんと書きますということが、まず最初のコン

セプトでございます。 
0:34:53 はい。その上、規制庁コサクです。その上で何、何で 2－7 ってあるん

でしたっけっていうのは、前もお話して 
0:35:03 評価整合性の観点から並びで特出してるものをかけますよと。それ、そ

れに尽きるってことですか。 
0:35:10 はい。新美西田でございます。はい。結局は、そうですね条文要求でや

ってることの中は物あるの。ええ。 
0:35:21 昔世界というのは、今までが整合ということで、展開をして、5 日の 1

－4－4 でも、5 日の 1－4 でも同じように受けるという形で整理をさせ
ていただきました。以上です。 

0:35:34 はい。そうすっと受けて、その本来のことからして、5－1－1－6 に書い
てあるし、 

0:35:45 なんだけどここで一応飛ばすわけじゃないけど呼び込むのか、何だか、 
0:35:51 他のＡの書きぶりと同じようなことで書くってことでいいですか。 
0:35:56 はい。宮城西田でございます。はい。そういう形で考えてますメディア

ということを前提で当然あれども、と同じような項目で、形としての設
計を、 

0:36:09 5－1－1－4 を 2.7 で展開をしているということになります。 
0:36:16 はい、わかりました。 
0:36:27 これで 1 増えるかな。 
0:36:31 はい、わかりましたそれでですね、 
0:36:36 別室側の話になるんですけど、 
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0:36:43 厳しい条件のところは一通り挙カーで手術ということで書かれて、 
0:36:50 整理はついているということだと思うんですけど、一方それ以外の条件

っていうのはどんなものなんだっていうのは、方針としては平田空事象
をっていう程度しか書いてなくて、 

0:37:03 Ｄの方は具体 2、このレベル、竜巻だったら 100 メーターパーセクとい
うようなことだったりと、 

0:37:10 いうのを書いてあるというところの温度差はどう整理をされたのか。 
0:37:21 はい、乾石田でございます。そこはすみません私が完全に抜けてたかも

しれません議論があったのは、すいません記憶で思い出しました 
0:37:31 現在もともとそれも許可を受けたのかもしれませんジャンプアップする

もの以外は、ＤＢの条件と同じであるということを整理をしていました
ので、 

0:37:42 そういったことが読めるような文章を、 
0:37:47 そうですね共通要因故障等に 
0:37:51 ＳＤ交流等の一番頭のがどこかで展開をする必要があると思います。以

上です現状次の選定をつけてなかったです。 
0:38:00 はい。そうですねどっか考えてもらえばと思いますけど今共通要因のと

ころ、ワー 
0:38:08 試運 
0:38:15 一番最初 
0:38:18 8－2－1 つあほかな。 
0:38:21 一通り書いてあるん、いいんだ、共通要因故障ですね。 
0:38:26 共通要因故障 82 のところで、変えていった。 
0:38:34 所。 
0:38:36 結局はというところで、13 年 13 ページのところで、環境条件っていう

のは 8 人呼んで書きますよと。 
0:38:49 いうことで言ってて、 
0:38:54 本当。 
0:38:55 勝ち 2 本に飛ばしするのは健全性の設計だけなのでそれ以外で担保しよ

うとしているものについては、飛ばしてないからそういうところの条件
まで踏まえるとこっちの共通要因。 

0:39:09 いうことになるんですけど、 
0:39:12 飛んだ 824 の方も 8 人呼んで、どういう条件でっていうのがあり、 
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0:39:18 そこがちょっと悩みかなあとは思いつつ、いずれにしてもそこらの条件
についてＤＢの方の、 

0:39:28 項目等を呼び込んで踏まえて設計するなどとあると、リンクが張られる
のかなというふうに思います。で、その辺りワー 

0:39:41 144 ページのその添付の構成ということからすると、 
0:39:49 方針を整理をしてくると流れて 
0:39:54 1 別紙 4－1 のところでも整理をされ、0、5－1－1－4、森井。 
0:40:03 を経由して、実際にはＤＢの添付、 
0:40:09 のところに合流をしていって、同じ条件で同じような設計方針で、設計

について説明はされると。 
0:40:19 いうふうに繋がるという理解でいますので、整理をよろしくお願いしま

す。 
0:40:26 はい、二本木西浦でございますはい承知いたしました。 
0:40:30 もともと 144 ページで言うおっしゃっていただいた通りで、この 1－1

－4 からＡＤの方に飛ばせる理由の一つは、 
0:40:40 その後の 1－1－4 の左側にある、ちょっとこれも言葉足らずですけどこ

の 1－1－1、 
0:40:47 自然現象等による損傷の防止なのか。 
0:40:51 ウノ 1－1 ですね 1－1 まで書いてあると、添付になっちゃうので全体が

ここから条件がきて、この条件をもとにいろんなことを設計していくん
ですと、ＤＢと同じ条件ですということをもとに、 

0:41:03 その親テンプからどんどん進んでいって稟議側に合流できるという流れ
だと思ってますのでそういうことがわかるように、この記載も拡充し
て、意図がわかるようにさせていただきたいと思います。以上です。 

0:41:17 はい、古作ですよろしくお願いします。 
0:41:29 藤規制庁カミデですちょっと本文、今の話とかぶるところもあるんです

けど、 
0:41:37 ちょっと別紙 1 の方で確認なんですけど、今話があった、 
0:41:44 13 ページでこの環境条件、 
0:41:47 ていうのが出てきてるんですけど。 
0:41:49 ＭＯＸにおける環境条件って何ですかっていうのが、 
0:41:55 何かいまいち明確になってないような感じがするんですけど、要は自然

現象だった時事象であった時、事故時の条件、設計上定めるより厳しい
と。 
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0:42:07 いうようなところだと思うんですけどその辺ってどこで読めばいいです
か。 

0:42:15 はい。日本 2 社でございます。今言われてるのは、13 ページ環境条件に
対する健全性については、8.2．4 に飛ばしますと。 

0:42:25 基づく設計とするというのはそんなにが 8.4、2.4 にいくんだってその前
のページの流れからいくと、どういった例がその対象になるのかが明確
でないということですか。 

0:42:37 はい。基本的にはそういうことですね、まずはその大枠でこういうもの
がありまして、それが共通要因であったり環境条件だったりっていうと
思うんですけど、その辺りが、 

0:42:48 どこが始まりになってるのかなっていうところなんですけど。 
0:42:53 はい。日本イシハラでございます。9 ページから共通要因故障に対する

考慮というのが始まっていて、村瀬。 
0:43:04 ｋｍ条件を設計基準事故厳しい条件っていうので地震、事象を考えます

よというところから始まって、環境条件、そのものである圧力温度とか
の話があって、 

0:43:17 外傷の話、自然現象の話神医長の話。 
0:43:21 ここまでは確実に入りますしあと内部発生し産物とかの内、周辺機関の

影響もこれも環境条件側にリンクするところだと。 
0:43:33 なのでこの常設重大事故等対処施設に向いてるが入る前に書いてあるも

のは、一通りこれ共通的に全部環境条件下に飛ぶものだと思ってまし
た。以上です。 

0:43:43 はい。規制庁カミデです 9 ページの頭のところで、共通要因としてはっ
ていうので一通りまず書いてあって、 

0:43:53 これらすべてが環境条件にななるんですよね。 
0:43:59 はい、日本イシハラでございますはい等、私は思ってました、抜けてる

んですかね。はい。で、それが、環境条件としてもこれらを考慮します
っていうところが、 

0:44:12 見えないまま話が進んでるんじゃないかなと思います。 
0:44:18 古作です。 
0:44:21 明確ではないのはその藤梨衣 
0:44:25 なんですけど、 
0:44:27 許可からこうなってますよっていうところがありつつ、形式的には環境

条件のところでもう一度書いてあるんですよね。 
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0:44:36 と環境条件何ページでしたっけ。 
0:44:39 環境条件は、25 ページからですね、おっしゃっていただいて全部マル張

りのように、全部書きましたっていうのが過去のやり方ですね。 
0:44:53 はい。規制庁コサクです。それが 25 ページの一番下のところだと自然

現象についてはこういうものをということで書き、 
0:45:04 さらに次のページで人為事象についてはと書くと、これが先ほどの共通

要因と同じかどうかっていうのを見比べていってっていう感じの、今、
記載になっていると。 

0:45:17 本当はこの許可は網羅性を踏まえて書くけど、これを結局受ける設工認
では、結局何なのってまとめてもよかったような気がするんですけど、
同じように書いてある。 

0:45:31 いうことと理解をしてますんで、許可では十分 
0:45:37 先ほど言ったようなところでＤＢとの関係ってのはよく見えなかったと

ころですけど設計するにはそれが必要なので、ちゃんと方針に書いてく
れというのを先ほど私申し上げ、 

0:45:46 いうところ。 
0:45:48 です。 
0:45:50 かみさん理解としては、わかります。その上で何か足りないこととかが

あれば、カミデです。まずそういう整理、許可の整理、そのままってい
うことで、まずそういう形で理解します。 

0:46:03 あと加えてちょっと確認したかったのが、 
0:46:11 7 ページ。 
0:46:13 なんですけど、 
0:46:15 共用の話があって、 
0:46:20 共用のときの悪影響与えませんとか、個数及び容量については展開がさ

れてたんですけど、 
0:46:29 同時に発生する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響というの

が、 
0:46:36 今、その共通要因だったり環境条件のところに明示には書いてはいない

んですけど、これもあれですかね、事故時の条件というところにも含め
て書いてますよってそういう整理になりますとね。 

0:46:50 はい、二本木西原でございます。許可の時に書き下したときの整理は、
右下 26 ページですかね。 
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0:47:00 また書きで書いてあるんですけど、どこから野間田崎だっていうところ
あるかもしれませんけど同時に発生する可能性の最小施設の重大事故等
による影響についても考慮するこれはもう、 

0:47:12 まさしく、周辺からの影響っていうのを一つの要因として考えた上でこ
れも考えます環境条件として、というところで、当然これも考慮した一
つのファクターですということがわかるようにしていたというのが、許
可の時に書いてたやり方でしてそれを 

0:47:28 そのまま持ってきてる形になってます。以上です。はい。規制庁深見で
す。わかりました。ちょっと 26 ページのところの展開にちょっと気づ
いてなかったです。わかりました。 

0:47:41 あとですね、 
0:47:45 16 ページなんですけど、 
0:47:51 真ん中で、またがＰといって、これがまず 1 可搬のところですよね。こ

れは、 
0:47:59 過半のところでは田崎Ｄ1.2Ｓｓの話がまず飛ばしてあって、 
0:48:07 次に、津波で火災でと。 
0:48:10 あるんですけど、 
0:48:14 さっきの 144 ページの表みたいに、 
0:48:18 普通の、 
0:48:20 Ｓｓに対してどうなのっていうところが、よく見えないんですけど、こ

の辺りってどうなってるんでしたっけ、1.2Ｓｓだけ。 
0:48:31 でもないんですよね。 
0:48:45 はい。人間西尾でございます。 
0:48:49 ですねそこは、私の整理が間違ってたらごめんなさいなんですけども、 
0:48:56 27 条とかでもともと可搬重大事故等対処設備と言ってるんで常設だけじ

ゃないだろうと思いながらも、常設の話をしていて可搬が、 
0:49:07 あまりに今なってないところがあって、一方 30 条にもともとの許可で

の見解も、 
0:49:17 可搬厳しい条件について 2 施設の話を前提に、Ｓｓでちゃんと機能を維

持しないといけないと実施する部分、いろいろ 
0:49:29 解消が必要なものというのが、まさしくその通りなので、その厳しい条

件側でカバーしていれば、Ｓｓも当然カバーできるんだというところも
含めてＡ系にＳｓだけが、 
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0:49:43 方が、要求としてはカバー、かぶってる要はそこにリンクしてる話かな
と思ってました。 

0:49:51 はい。 
0:49:54 藤規制庁カミデです。その辺りその環境条件で行っている環境条件の中

の、 
0:50:02 自然事象に書いてある地震と、 
0:50:06 等、 
0:50:08 設計上定めるより厳しい条件としての地震って今二つ出てきている形に

なっていて、形式上は、環境条件としての地震に対して、 
0:50:21 もう設計するっていう方針にはなっていてですね。 
0:50:25 その辺りが、結果的に 1.2Ｓｓで包含しますっていうこと等でも、いい

んですけど、ちょっと説明がないのは、 
0:50:36 結局あれこれどこ行っちゃったのっていう感じになっちゃうんですけ

ど、そのあたりどう考えますか。 
0:50:44 はい。乳井西原でございますそうですね。 
0:50:49 ちょっと整理をさせていただきます確かに可搬型でも 
0:50:55 地震に対する考慮、転倒防止とか、落下防止とか含めて必要になる行為

があって、プラス、 
0:51:06 ここで言ってはってみてどこでのいわゆる機能維持ですかね、の要求も

あってと、全体的に考えた時に安定に届くといった時に生贄しそれ以外
の、この転倒防止等の項目とかの措置については、 

0:51:22 その右下 15 ページから始まってるところですかね、屋外に仮保管する
可搬型場外部隊設備は、転倒しないことを確認するまたは必要に固縛等
の措置をするもの。 

0:51:34 いうところがじゃあ何をもってそれをやるのかは、Ｓｓがあり、当然 1
件 2 施設もあり、これ、建設が大きければそちらで見るっていうことは
あるかもしれないけどもＳｓも含めて見るものが対象があるんだよとい
うことが、 

0:51:49 ちゃんとわかるように記載を整理をさせていただきたいと思います。以
上です。 

0:51:55 はい。規制庁、大上です。わかりました。その辺りが 144 ページでいう
と、 

0:52:03 今、可搬型の地震については、51142 飛んでますけど、 
0:52:12 いや、ここまでは飛んでいって、 
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0:52:14 小 5114 の中で、Ｓｓと 1.2Ｓｓ、両方あるんだけど 1.2Ｓｓだ。 
0:52:21 見ますと、 
0:52:21 いう話になって、結局別紙 4－2 にまた飛んでいくってそんなイメージ

でいいですかね。 
0:52:30 はい、日本石田でございますそうですねそういう意味ではすいません私

も紙に書いておいて、言葉で違うこと言ってましたんで、これは 1－1－
4－2 から緑の点線で、下の 4、4－4 に飛んでいく別紙 4 に飛んでいく
意味はすいません先ほど言った、 

0:52:46 ＳＳＲカバーしなきゃいけないと言っている固縛とかの話は、一旦、米
1－1－4－2 で方針として受けた形で、4－4 に飛ばして、 

0:52:58 結果、比較を相当、1.2 倍のやつでやっていけば方角関係にはなるの
で、4－4 の方で、委員の方の考え方等をもって、計算に飛ばすと。 

0:53:09 いうことで、整理ができればなと思ってこの絵を書いたところでした。
以上です。 

0:53:17 はい。規制庁深見です。わかりました。 
0:53:20 そこで中でまた 16 ページですけど、地震はそれで整理するとして、津

波に対しては、 
0:53:31 これ今全体を、 
0:53:34 3.2 に飛ばしてますけど、 
0:53:39 何かここ以外では据付場所は云々って書いてあるところもあったような

気がしていて、16 ページの記載だと 144 ページの表とはちょっと、 
0:53:50 テンションが違っていてっていうことなんですけど、そのあたりどうな

ってますか。 
0:54:05 はい。養命酒でございますこれは記載を合わせます。もともとは確か許

可の時は環境条件から飛ばして環境条件で整理をしてそのまま、 
0:54:16 展開をしようということで考えていてここは最初のチェックとして、こ

ういう話を書いてということだったと思ってましたが現状でいくと、 
0:54:27 下記受けて必要な行為を書くということが前提だと思いますのでこの部

分も記載を、か追加して必要な行為がわかるようにさせていただきたい
と思います。以上です。 

0:54:39 はい。規制庁深見です。具体的には 
0:54:44 51116 の津波、ＳＡの津波に飛ばす。基本的には飛ばしつつ、 
0:54:52 保管場所については保管場所、据付場所については、30 条で説明します

っていう話になるんですかね。 
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0:55:02 はい。与儀石田でございます。おっしゃっていただいてる通りでござい
ます。 

0:55:06 すいません。規制庁カミデです。その時にちょっと繰り返しちゃうんで
すけど、144 ページにある、 

0:55:13 可搬型重大事故等対設備の保管場所に対するつ、津波の設計上の方によ
って 51116。 

0:55:23 あ、いいのか。 
0:55:24 すいません。 
0:55:26 リンクがとれてましたすいません忘れてください。 
0:55:29 ただ、以上です。 
0:55:32 あとは、 
0:55:46 続けて、18 ページ。 
0:55:51 なんですけど、 
0:55:55 1 パラ目で屋外に保管する可搬型重大事故等対設備はと。 
0:56:01 ずつ、その下にも、屋外に保管するということになっていて、これ許可

も一緒なんですけど、 
0:56:14 これは、 
0:56:15 位置的分散も図るし、健全性も確保します。両方満足しますよっていう

方針なってるってことですか。 
0:56:24 はい。日本原燃石原でございます。はい。おっしゃっていただいてる通

りでございます。必要な要件をちゃんと網羅的に全部書き切るというこ
とで、位置的分散のこともあるし、 

0:56:36 外部処理系からの健全性ということもありますし、全体一つ一つ変えた
ということでございます。以上です。 

0:56:43 はい、規制庁カミデです。わかりました。 
0:56:47 あとその重要。すいません。申し訳ない。なんかどんどん話が進んじゃ

ったので、ちょっとさっきの自信に戻って申し訳ないんですけど、 
0:56:59 16 ページですか。 
0:57:01 このまた書きのところで話がされてたんですけど、 
0:57:06 その前の文章ワー 
0:57:09 ええ。 
0:57:11 ページ跨いじゃってますけどその前のページの最後の行に、3 ポツ 1 地

震による損傷の防止っていう呼び込みが、 
0:57:20 あって、 
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0:57:26 俺との間はその前にも屋内に保管するといって、 
0:57:34 そこは 2 ポツが書いてあって 3 ポツは書いてないですけど、 
0:57:38 ありますが、もうこれとの関係で、どう、何をどう表現したかっていう

感じを、 
0:57:46 持っててこのところで、 
0:57:51 通常、通常とかＳＳ、 
0:57:55 以下の設計について語ってたっていうことではないですか。 
0:58:02 はい。日本原燃志田でございます先ほど申し上げたのが正しく 16 ペー

ジのところ、 
0:58:08 25 ページの下ですかね始まっているところで、Ｓｓの話を確かしてたん

だろうなと思いながら、その辺りまた綺麗一気にＳの話を出してという
ことだと思ってましたので、 

0:58:19 頭のところ、25 ページから始まっている文章のところが、先ほどの 144
ページの図でいくと、1 項の 1－1－4－2ｔで、 

0:58:32 可搬型とＳＳに対する固縛等の考え方を言った上で、別紙 4－2 と言っ
てる 5－1 の 1－4－4 に飛んできて、Ｓｓを一気にＳＤそうそうかなん
かだと意見Ｓｓでカバーできるだろうと言って、 

0:58:47 3 グループに飛ばすという流れの、結構この 15 ページからの話を、店舗
側で、5－1－1－4 ですかねこういう別紙 4－1 で、金飛監事を取れれ
ば、 

0:58:59 役割分担的にも合うかなと思ってたところでした。以上です。 
0:59:04 規制庁コサクです。わかりました。ではその形で見えるようにしていた

だければと思いますで、これは、 
0:59:14 そういう話を聞いていくと、っていうところなんですけど、また書きワ

ー、許可のところからワンパラグラフで書いてある部分ではあるんです
けど、 

0:59:25 地震と津波火災はちょっと筋合いが違くて、またの上の段落とも繋がっ
ているので、一方で津波はこれ全体を指してるっていうことからすると
これ段落開けていただいて、 

0:59:38 た方がいいかなと思いますのでよろしくお願いします。 
0:59:41 はい。乳井西田でございます。先ほど神谷さんからのご指摘の津波に対

するここのところの、岡場所と後、据付ましょうと載ってないの書き方
をしようと思うところちょっと段落分けて、 
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0:59:55 筋道が違う話をしてますよというのがわかるようにした方がいいかなと
思ってましたので、対応させていただきます。以上です。はい。の段落
開けて津波に対してで書くべきものは一通り書いてまた会議をして、 

1:00:10 火災についてということで対応いただければと思います。よろしくお願
いします。 

1:00:18 規制庁の藤村です。今の流れで、その火災のところって今 8.2．7 ってい
うところで、 

1:00:24 さっきの 144 ページのところで、2.7 っていうところの部分とリンクが
張られてるんですけど、5－1－1－6。 

1:00:33 どうなります。 
1:00:42 はい、日本イシハラでございます。 
1:00:45 そういう意味でいくと、ですね。 
1:00:52 これもちょっと全体を整理しないといけないですが、ここもですねもと

もとは共通要因故障に対する考慮ということで先ほど上出さんとのやり
とりでもさせていただいた 9 ページからのくだりが、 

1:01:06 全体共通的な文言で展開をされていてそれを、同じように環境条件側で
受ける形で、環境条件で 

1:01:18 5 ポツの浅井に飛ばしていると、いうことだと思ってます全体をです
ね、ここで 

1:01:26 いすべき事項として、可搬型重大事故対処設備に対する個別の考慮とし
て、8.2．7 を出してるんですけど、 

1:01:36 ここでもう 5 分強関係を整理した上で、どういう飛ばし方をするのか、
どういう因果関係なのかっていうのを、設工認上明確にして、環境条件
とる、記載がとんだと合うようにですね。 

1:01:50 させていただくことが必要かなと思ってます。 
1:01:54 ちょっと書き方をどうするか、ちょっと考えますが現状思ってたとこ

ろ、そういうことでした。 
1:02:01 生徒のフジワラですわかりました。よろしくお願いします。 
1:02:12 規制庁、上出です。ちょっと先に進ませてもらって、 
1:02:17 18 ページですけど、その下のｃポツで、 
1:02:23 建屋等の外から、 
1:02:28 可搬型云々、水または電力を供給する必要のないと。 
1:02:33 言ってますけど、 
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1:02:37 これって要は、ＳＡの対処に可搬型の発電機とか使いませんって言って
るってことですか。 

1:02:47 はい。与儀西原でございます。はい。ということです。はい。 
1:02:53 あと、規制庁カミデです。 
1:02:57 地下水排水設備の設計方針だと。 
1:03:02 なんかポータブルの発電機みたいな話が出ていてそれがＳＡの対処かっ

ていうとそうではないんだけど、 
1:03:11 その辺ってどう整理しますか。 
1:03:24 はい、宇井西原でございます。 
1:03:27 まずは、何て言えばいいんでしょう。もともと等、 
1:03:34 可搬型重大事故等対処設備と常設受重大事故等大切の接続高っていうと

ころで見なきゃいけない範囲かどうかっていうのがまずあると思うんで
すけど。 

1:03:45 現状は、常設重大事故等対処設備としてエントリーしたものには、今の
地下水排水設備は入っていない。どの区分だってのはもともと建屋の一
部だと言っていたものの、 

1:04:00 文中からすると、許可での整理通り、ＭａａＳ対象はありませんという
ことでまず切るのかなと。 

1:04:08 あとは、どこの部分ですね、設計としてのＳＡの発生時に対する地下水
設備の能力だったり機能を求め、どこまで求めますかっていうのをこの
三条上で謳うべきなのか。 

1:04:23 別の条文でちゃんと書き切るのかってところの整理だと思いますが、43
条ができるということは特段考えてなかったということでございまし
た。ちょっと整理は社内でもう一度考えたいと思いますが、以上です。 

1:04:36 はい。規制庁上出です。認識はそんな違ってないような感じがします。
30 条で整理する話じゃないだろうということなんですけど。 

1:04:47 とは言っても 30 条の要求で考えているような設計は、 
1:04:52 地下水排水設備側でも 
1:04:56 ちゃんとしないと、地下水排水設備の設計方針として、 
1:05:01 ＳＡ時にも可搬型ちゃんとつなぎますって言ってることの成立性はちゃ

んと説明できないっていうことですからその辺は、 
1:05:11 耐震になるのかな。 
1:05:14 基本的に設計方針をうたっての今、建屋の附属として、 
1:05:18 耐震側で話をしているところですから素行に、今の 
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1:05:26 大体は、 
1:05:28 地下水をこの辺に維持しますとか、Ｓｓに大量 2 とかＤ、 
1:05:35 発電機につなぎますみたいな設計方針だけですけど、そこをもう少し拡

充をして、その辺の信頼性の説明をしてもらうのかなと。 
1:05:45 思いますけど、認識いただけますかね。 
1:05:50 はい、与儀西田でございますはいそういったＳＡ時にもその機能を期待

するんであればおっしゃっていただいてると意向で言ってる、発電の方
に書いてある接続に対するいろんな考慮というのがないと、 

1:06:03 成立しませんということですので、そういったことが、設備側の設計と
してように、整理をして展開をさせていただくように材で整理をさせて
いただきたいと思います。以上です。 

1:06:16 はい。規制庁菅です。わかりました。明日、ちょうど耐震の方針ありま
すんでそこで関係しますから大体この辺に書こうと思ってますみたいな
認識が合わせられればと思う。 

1:06:29 ますので、よろしくお願いします。 
1:06:32 はい、稲毛西田でございますはい。明日までに、その辺の頭の整理をし

て、 
1:06:38 説明できるしたいと思います。以上です。 
1:06:42 はい。規制庁深見です。整理っていうよりも、書いてる場所があるんで

そんなに大変ではないと思いますけどよろしくお願いします。 
1:06:50 あと、続けてですね 24 ページで、これ言葉の問題だけなんですけど、 
1:06:59 閉じ込める機能っていう言い方を、をしていて 
1:07:04 これも 1％なんですけど、一方で耐震側だ閉じ込め機能とかですね、言

っていて、 
1:07:11 とりあえず、同じものだって考えていいですか。 
1:07:17 はい。弓削ネシアでございます。そうですね。事項の名称。規則に使っ

て自己の名称を使ってそのまま展開していたのが許可の時でした。 
1:07:34 確か、設計基準事故が、 
1:07:36 売り込み機能の数喪失だったかな。違うな。 
1:07:42 ちょっと瀬下けどそのときの許可の時に事業許可基準規則に書いてい

た、それぞれの事故の名称を展開をしてそれに対処に係る設備とかって
いう書き方をしてますところ、アップする企業として行ってるというの
は、 
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1:07:57 事故の名称として、閉じ込めの機能の喪失という、ワンタイムでもとも
と使っていたのが、許可だけの展開でしたんで木全市長の書き方として
は、当然ながら閉じ込め機能ということでＤＢからずっと共通で使って
ますがそことの書き上げであることがわかるように、何か鍵括弧をつけ
て一つの言葉にする。 

1:08:17 どうか、ちょっと工夫を考えたいと思います以上です。 
1:08:21 規制庁カミデです。そういう意味では使い分けとしては理解できたの

で、 
1:08:31 晶出のところでそういうもんだなっていうのはわかれば、特段わざわざ

かぎ括弧もいらないかなと思います。 
1:08:41 ちょっとその辺りは確認をして、必要であれば、その最初のところで少

し説明が要るのかもしれないですけど、あまり 
1:08:51 こだわりはない、ないんですか。 
1:08:55 後々続けて 
1:08:59 28 ページですけど、 
1:09:06 2 パラ目に、1.2Ｓｓの話がありますけど、これさっきも似たようなとこ

ろありましたけど、ここ、またわき出始めないと、文章がおかしくなっ
ちゃうので許可と同じようにまた書きでと思いますけど、大丈夫です
か。 

1:09:22 はい。乳井理事者でございます失礼いたしました。はい。また書きで続
けさせていただきます。 

1:09:29 はい。 
1:09:36 は、 
1:09:39 37 ページなんですけど、 
1:09:51 今、地震にパラメで地震に対して可搬型重大事故等対設備はと。 
1:09:58 あってさらに 
1:10:06 1.2Ｓｓだからさっきの話もそうですけど、 
1:10:11 この 2 パラ目で、Ｓｓだったり、 
1:10:15 要は設計基準の、 
1:10:17 と同じ地震力でその下で、 
1:10:20 1.2Ｓｓっていうことでいいんですよね。 
1:10:24 はい。日本原燃石田でございます。おっしゃっていただいてる通りだと

思いますそこがわかるように図の方でも展開できればと思ってました。 
1:10:32 あとはすいません先ほどの話で、そうなんですけど、 
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1:10:36 また私は理由思い出しました。 
1:10:39 これはまたまたで二つまたが続いてたんで 1 言だけなんですけどちょっ

と工夫をして、 
1:10:45 段違い倍額の話だということがわかるように工夫をさせていただきたい

と思います以上です。 
1:10:51 はい。規制庁深見です。わかりました。で、 
1:10:54 ここであれですかね保管場所の話も、ここのあたりで、 
1:11:00 出しておかないとわからなくなっちゃうかな、144 ページ。 
1:11:12 保管場所って今基本設計方針上、 
1:11:15 明確じゃないんですよね。 
1:11:20 はい、荻野石田でございます。はい。基本的方針上はですね、 
1:11:27 外部書記とかのところは、例えば、違うな、社内だ、どこだっけ。 
1:11:34 がんになった後に可搬の保管場所の名前が、 
1:11:43 ある意味、 
1:11:46 30 ページですね。 
1:11:51 そうですね、30 ページだとても、これだと常設の話なので、 
1:11:57 そこは建屋等になっちゃってるので、ここで対象を、 
1:12:03 明確にするかどうかですね、同じように、 
1:12:07 メーカーさんが保管される場所として、おっしゃっていただいた通り

今、もともと考えたのは今の 37 ページで言う、1.2Ｓｓに対しての、 
1:12:23 カタノ航路のところで保管場所、これを機能維持するということは保管

場所に対しても同じような、地震力に対しての現場維持を期待するんで
すということが、 

1:12:34 今、すみません私訴も頭今後にこのままで天ぷらで、それを展開しよう
かなと思ったんすけどっていう部分であった方がいいですよね。 

1:12:46 と規制庁カミデです。どこまで本分かっていうのは、 
1:12:52 必ずしも本文じゃなくてもっていう気はしますけど、 
1:13:00 また 144 ページの表に戻りますけど、燃料加工建屋に、 
1:13:06 関する設計方針っていうのは、 
1:13:10 今回 51142 がついてこないので 
1:13:15 もう 114 ですか、別紙 4－1 では、最低限ちゃんと示してもらうってい

うことだと思いますので、別紙の方でこれにぶら下げて、 
1:13:27 書いてもらうっていう整理でも特段構いませんけど、その辺はもう発生

します。 
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1:13:33 はい、二本木西田でございます承知いたしました。 
1:13:41 はい、規制庁カミデですね。あとは 
1:13:45 38 ページでまた、真ん中に津波がいますけど、 
1:13:52 なかなか整理が完全に頭の中に入ってないんであれですけど、津波に関

しては、 
1:14:02 可搬があった。 
1:14:08 あれはあれですかね、30 条に飛ばすのと、ＳＡ津波に飛ばすのと 30 条

で受けるん。 
1:14:17 ものを両方あって、 
1:14:22 ここはあれと、また書きで、30 条で受ける部分と、ＳＡ津波に行く部

分。 
1:14:31 区分けして、一応書いているつもりだっていうことですかね。 
1:14:36 はい。三村西原でございますはい。ちょっと書き分けたつもりです。う

まくいってないかもしれない 38 ページの 2 段落目で、ＳＡ津波に飛ば
す方でまた書きで 30 条で語る方ということで、 

1:14:49 受けてこねえんだ二つのためで、津波に対する全体の設計方針というこ
とで、記載をさせていただいてるところでございました。以上です。 

1:14:58 はい。規制庁神戸です。そうすると、2 パラ目のところが、 
1:15:06 前た 
1:15:08 っぽく見えちゃうので、 
1:15:10 可搬の保管であったりあと屋外 
1:15:15 屋内の可搬、屋外の保管っていう感じになるのかな。 
1:15:20 の保管場所はみたいな感じでと、これを飛ばして、三条に残るものはこ

れですってそれぞれわかるように、 
1:15:29 ちょっと記載をしてもらえればと思います。 
1:15:34 はい。日本原燃志田でございます承知いたしました下に津波に対してっ

て始まっちゃうと、津波全体を受けて見えるので保管場所の話であると
いうことがわかるように、 

1:15:44 このタームでいけることを、また書きで書いてることで、それぞれの役
割がわかるよう記載を整理させていただきます。 

1:15:53 はい。規制庁カミデです。 
1:15:56 あとお着底にＳｓ以外、私の方では最後にしますけど、ちょっと飛ん

で、 
1:16:04 52 ページ。 
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1:16:07 ですね、 
1:16:10 52 ページの下の一番下のパラで、 
1:16:17 屋外のアクセスルートについて、地震による損傷の防止で考慮する地震

の影響と、 
1:16:25 いうので、周辺構造物が壊れたり、斜面だったりすべきだったりと。 
1:16:31 いうことを、を想定して複数のアクセスルートですと、 
1:16:37 いう話なので基本的に、 
1:16:41 壊れた、壊れても大丈夫なんですっていう話。 
1:16:46 設計は書かれてるんですけど、 
1:16:51 何かこれ、アクセスルートを確保するために、これは耐震性を維持する

んだみたいな、その波及影響防止みたいなですね。 
1:16:59 設計するものって今回ないと思ってていいですか。 
1:17:05 はい。日本原燃志田でございます。 
1:17:07 うん。奥そうですね可搬っていうのが、交換とか、通信とか、そんな類

しか、な水かけるときは当然ありますけど、うちでもそういったものが
ないというのが前提で今、記載をこういう記載をさせていただきまし
た。以上です。 

1:17:22 はい。規制庁深見ですわかりました。ちょっと単純な小さく、 
1:17:27 はい。 
1:17:29 ちょっと長くなりましたけど、一定にＳｓ以外の 
1:17:33 部分では私の方から以上です。 
1:17:37 その他規制庁側から確認ございますでしょうか。 
1:17:43 よろしいでしょうか。 
1:17:45 それでは下の方から続きの説明ですかね、いただいてよろしいでしょう

か。 
1:17:57 1 回まとめちゃった。そうですね。すいません、経常タケダです。それ

じゃ一旦ここまでの修正方針について、県の方から説明をお願いしま
す。すいません。規制庁カミデです。今、本文側と言ったんですけど、 

1:18:15 別紙 4－1 で何かあるかといいますか。 
1:18:22 特にないですかね。 
1:18:27 規制庁コサクですけど念のためですけど、 
1:18:29 今までの話は、 
1:18:32 別紙一位、 
1:18:34 の話をすれば別紙。 
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1:18:36 4－1 の方も、話の展開がありいろいろと 
1:18:42 144 ページの話の中でも整理をしていきますっていったものは反映され

るっていうことでいいんですよね。 
1:18:48 はい。人間者でございます。はい。おっしゃっていただいてる通りでご

ざいます。 
1:18:52 はい。規制庁蘇武ですそこら辺が 4－1 で大事だと。 
1:19:01 規制庁カミデですと、4－1 で、ちょっと気になってるのが説明いただい

た 204 ページからのところで、 
1:19:13 圧力だとか、訓練っていうことが書かれて、 
1:19:18 どう、 
1:19:22 何だろうなんか登場する設備が、グローブボックスが何かメインになっ

ているような気がするんですけど。 
1:19:30 この辺りの設計対象の考え方っていうのは、どこで説明されているのか

って、説明してもらっていいですか。 
1:19:42 はい。日本原燃石原でございます。そうですね 
1:19:48 環境条件として重大事故ん時に何を考えるかは、8 日でも整理をしてま

したが、基本的に温度とか圧力が通常状態上がる、たり変化する可能性
があるのは、 

1:20:07 グローブボックス、事故が起こるグローブボックスというグローブボッ
クスを設置、当該事故が起こるグローブボックスを設置している工程室
だと、いうことで整理をしておりました。それを、 

1:20:20 あれですね、設工認時にその整理がまだ、書いてなくていずれこの圧力
により管影響とかっていうのでグローボックス特出しでいろいろ整理が
始まってるので、そこのつなぎがないっていうことですかね。 

1:20:34 はい。規制庁カミデですそういうことなんですけど先ほどまでの別紙 1
だと、常設重大事故等対設備は、または、 

1:20:45 可搬型はっていうのでおっきな枠を、 
1:20:49 言って、 
1:20:52 その展開先だとは思ってるんですけど、 
1:20:56 何かグローブボックスと工程室、 
1:21:00 だけなのかなっていう、漠然と思ってるところなんですけど。 
1:21:03 その辺ってどうなってますか。古作です。これ別に設備について語って

るんじゃなくて、 
1:21:10 環境として、 
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1:21:12 語る場所の話をしてるだけなんですよね。 
1:21:16 はい、日本イシハラでございますはい。影響因子としてあるのが、おっ

しゃっていただいた通りグローブボックスの火災なので、そこを本当に
いろんなパラメーターが、 

1:21:27 変わるところが決まりますよということの意味でグローブボックスを出
しているだけで、その環境条件として確認しなきゃいけないものがグロ
ーブボックスだけだと思ってるわけではないです。 

1:21:38 その他の当然放射線環境が低いところが条件での対処だったりっていう
ことで、例えば、消火設備の起動する元の場所がそういった環境にない
よねっていうところも含めて、 

1:21:52 説明しないといけないと思ってるんすけど、まず共通的なものとしてそ
の事故での環境条件を決める因子になるのが何かということで、グロー
ブボックスとか工程室とかって話を出しているということでございまし
た。以上です。 

1:22:04 はい、規制庁コサク。すいません。コサクですけど、その関係で言う
と、グローブボックス内とは言ってるんだけど、 

1:22:11 グローブボックス内雰囲気であり、そうすると、雰囲気に影響を受ける
らく等なんかも、この条件を踏まえてやりますよっていうふうに繋がる
と思っていいですよね。 

1:22:23 はい。二本木の石田でございます。スタッフのグローブボックスの運動
だったりの環境が、そんなに綺麗にどこまでが 100 度の影響及ぶかなん
て説明もできないと思ってますので、 

1:22:35 繋がってるもの全体こういう形で環境条件だと、いうことだと思ってま
した。以上です。 

1:22:41 はい。コサクですわかりました。赤嶺さんどうぞ。 
1:22:45 はい。規制庁、赤城ですわかりました。環境条件として考えるべき区画

なんだというところは、理解しました。で、 
1:22:55 今はありましたけど、 
1:22:58 だから、どこからどこまで学校の環境条件でっていうのは、許可の、何

か添付とかにもあったような気がするんですけど、それで、 
1:23:08 またこの後の添付にちゃんと展開されてって感じなんですか。 
1:23:14 はい。与儀西田でございます。はい。 
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1:23:20 これをどんどん来添付 2 引き継いでいかないと思っていたところでした
けどアイコンで書くべきこと等、ちょっとこの工事会で詳細を示すって
いう範囲が何かっていうのも含めて、 

1:23:31 全体を整理をさせていただければと思います 
1:23:35 どこかでもうすでに範囲、どこまでの影響因子が及ぶのかってのは確か

整理をしてましたので、そこをどこで書くかっていうのはちょっと整理
をさせていただいて、 

1:23:45 今回の範囲と工事会との住み分けも含めてさせていただければと思いま
した。以上です。 

1:23:53 はい。 
1:23:54 近江です。その上でサポート最初は私が勘違いした中で回答いただきま

したけどその綱繋ぎの部分っていう意味では、実用炉の方でも、 
1:24:07 ジャパン考え方が書いてあるような気がしますので、202 ページ、203

ページのところですか、その環境条件として鼓動区分けするみたいな、 
1:24:17 ところが 
1:24:18 少し説明があった上で具体の説明をされた方が、流れとして読みやすい

かと思いますので、少しそのあたりは記載を、続きをお願いします。 
1:24:31 はい。日本原燃志田でございますはい。ご指摘の点理解しましたのか上

部階のところで、読むところだと設計としてもともと考慮が必要ないと
かって住み分けというようなところがあった下にあるので、 

1:24:43 そこで出し得る、ちゃんと書いた上でこの環境条件における範囲が何な
のかというところをちょっと明確にするようにしたいと思います。以上
です。 

1:24:52 はい。規制庁上出です。よろしくお願いします。私の方からは以上で
す。 

1:25:01 何か規制庁側から確認ございますでしょうか。 
1:25:12 規制庁竹田です。それではここまでについての修正方針を、原燃の方か

ら説明をお願いします。 
1:25:23 はい。原燃豊岡でございます。それでは振り返りたいと思います。 
1:25:29 まずは、 
1:25:33 ＣＴの出だしのところですかね、6 ページのところで重大事項、重大事

故を設ける設計とするという部分ですが、本文では措置を講ずるという
ようなところも書いてると。 
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1:25:48 いうところも踏まえて、措置を講ずるという方針も適切に展開するとい
うこと。 

1:25:55 それを展開するっていうことで措置を講ずるということで保安規定で管
理するというところもありますんで、その保安規定に管理するという展
開もしっかり記載すると。 

1:26:09 いうところがまず 1 点。 
1:26:11 続きまして 
1:26:15 144 ページでお示しした天下いいですかね。この中で、まず一つは、 
1:26:25 火災関係のところで、1 号の 1－1－6 に展開するものとか、そういった

ところをまずしっかり整理するというところ。 
1:26:36 あとは津波ですかね 30 条側で展開するものと、 
1:26:49 での 1－1－6 を展開するものっていうところの整理をわかりやすくちょ

っと記載を見直すというところ、あとは同じく、可搬型のですね、重大
事故対象設備の地震ですかね。 

1:27:05 据付場所に関しては 30 条ＪＡ展開、あとは保管場所とかは、 
1:27:15 英語の 
1:27:21 さ、うん。 
1:27:30 うん。 
1:27:30 4 の阿部の 1－1－4－3 の方に展開するとか、その辺りをしっかり整理

するというところ。 
1:27:38 で 4－1、この展開表で整理してる内容等べしいい値、あとはのところと

の整理がまだできてない部分も見られると見られてますんで、 
1:27:54 そこは今一度整理した上で両方整合とれるような形に整理していくとい

うところ。 
1:28:00 あとは、 
1:28:03 その方々の耐震のですね計算書とかそういったのをどのように展開して

いくかというところもしっかり整理するというところ。 
1:28:17 ですかね。あとは可搬型の耐震の要求ですかね、Ｓｓと、1.2 の養型を

可搬型の耐震設計としてどのように展開していくかと。 
1:28:30 いうところをしっかり書き分けるというところを整理していくという、 
1:28:35 ところ。はい。 
1:28:37 あとそれから、 
1:28:43 Ｃ値の中で 
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1:28:48 高垣とかですね、そういった部分をしっかり整理するという経済の整理
ですかね。そういったところを今一度しっかり見て整理すると。 

1:28:57 いうところを、いう認識でございます。 
1:29:03 はい。以上です。 
1:29:05 日本石田でございます。本件の修正した資料につきましては、8 月 2 日

を目途として提出をさせていただきたいと思います。以上です。 
1:29:19 規制庁竹田ですありがとうございます。今の説明について規制庁側から

コメントはございますでしょうか。 
1:29:27 よろしいでしょうか。 
1:29:29 それでは日本原燃の方から、この資料の続きについて説明をお願いしま

す。 
1:29:37 はい。日本原燃谷口です。それでは 1.2Ｓｓの部分のご説明でございま

す。 
1:29:42 まずちょっとお手元の資料、ご確認いただきたいんですが、先ほど来説

明をさせていただいてる十時 00－02 で一式になっているものが、Ｒ17
として、7 月 22 日にお出ししているものがあろうかと思います。 

1:29:57 1.2 はですね実はこれ前その前日 7 月 21 日にある 16 年 1 度お出しをさ
せていただきました。Ｒ17 で入っている別紙の 4－2 と内容としては全
く同じでございますもう 1 回お出しをしただけと。 

1:30:11 いうことですのでいずれの資料でご確認いただいても、同じ内容をご覧
いただけますので、まずお手元ちょっと資料をご用意いただければと思
います。あと 1 点に関連としましては十時 02 と、 

1:30:23 いう個別の補足説明資料これ 7 月 21 日でＲ2 というのでお出しをしてお
ります。この内容についてご確認いただければと思います。 

1:30:32 先ほど仙田イシハラの方から本文の方はご説明をさせていただきました
ので、別紙の 4－2 に該当する部分添付書類になるところのご説明をさ
せていただければと思いますんでよろしくお願いいたします。 

1:30:49 はい。日本原燃の菊池です。それでは説明の方始めさせていただきま
す。 

1:30:54 まず説明の前にですね今回の資料提出に当たって、今後直していくとこ
ろに関してちょっとご連絡させていただきたいと思ってございます。 

1:31:03 まず 1 点目はですね前線収納耐震のヒアリング等で対コメントいただき
ました耐震重要耐震設計上の分類。 
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1:31:14 等の表ですね波及影響とかをまとめている、申請対象設備等の耐震クラ
ス等は 9 とまとめてる表なんですがこちら 1.2 の方もですね同様の 

1:31:25 表に対して、展開をするということを考えてまして、そちらの発表はで
すねまだこちらの方を提示させていただいた資料にははい反映されてい
ませんので、今後修正させていただきたいと考えてございます。 

1:31:38 あとですねもう 1 点ですね 303 ページ目 
1:31:44 ⑯ですと 36 ページ目なんですが、前回のヒアリングでコメントいただ

きました弱面場の地盤の件ですがこちらちょっと記載の方、 
1:31:56 コメントをいただいてたんですがちょっとこちら修正の方、できてない

ところがございましたのでこちらの記載の方は改めさせていただきたい
と思ってございます。 

1:32:05 あともう 1 点ですね、7、Ｒ17 ですと 341 ページ、Ｒ16 ですと、74 ペ
ージ目なんですが、 

1:32:15 機器配管系の支持方針についてですが、1000、 
1:32:19 昨日出させていただきました耐震の 00－02 の資料の記載の展開を踏ま

えましてこちらの記載のほうへ見直したいと考えてございます。 
1:32:30 以上今後修正を考えている点に関しては以上で、内容の方始め説明させ

ていただきたいと思います。 
1:32:38 Ｒ17 ですと、296 ページ目以降から、5－1－1－4－4 の添付書類につい

て修正をさせていただいた部分、説明させていただきます。 
1:32:55 えっとですねまず、298 ページ目、 
1:32:59 ああいう、16 ですと 31 ページ目ですが、こちら基本設計方針の見直し

を等を踏まえまして記載のほうを見直し、全体的に直しているというと
ころになってございます。 

1:33:11 次のページお願いいたします。 
1:33:15 次のページのですね基本設計方針の見直し等も踏まえましての記載の修

正とを行ってございます第 1 に、下の方のところのですね回収回復の対
処に対して、 

1:33:28 記載の方を拡充するようということでコメントをいただきましたので対
処の方の説明について盗取記載を追加してございます。 

1:33:39 次のページ 300 ページ目ですが、以前配置図等に関してこれ以降に図面
を添付させていただいてございましたが、こちらは全体の構成を見直し
まして、十時 02 の方で設補足させていただく内容として支援しまし
て、 
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1:33:56 記載の方は、今回削除させていただいてございます。 
1:34:01 続きまして 302 ページにある 16 だと 35 ページ目ですけども、 
1:34:07 小チラーもですね基本設計方針の見直し、 
1:34:11 2 伴う修正に加えてですねとか、（4）番。 
1:34:15 （4）のですね青字の部分ですが、審査会合でご説明させていただいて

る内容等も踏まえまして要件、 
1:34:23 建物重大事故等対処設備の、地震を要因とする重大事故等対象に関して

の要件を踏まえまして記載の方をちょっと拡充させていただいてござい
ます。 

1:34:33 こちらで耐震の設計方針としての要件等を踏まえて設計をするかという
ところで追加をしたところになってございます。 

1:34:41 またですね次のページの 303 ページ目ですが、全体の、つ 144 ページ目
にもありました全体の構成を踏まえまして可搬型の設計方針も、 

1:34:52 についてこちらの 3.5－1－1、1－4－4 で展開してくことで整理してご
ざいますので、そちらの可搬型に関しての設計方針に関して機器等建物
と同様の内容で、どういうふうな同じような 

1:35:09 次の内容に記載のほう追加させていただいてございます。 
1:35:14 また別にその下の部分ですが、 
1:35:17 荒田鬼頭の考え方に関しての記載の方をちょっと記載事例のコメントを

踏まえまして記載を修正させていただいてございます。 
1:35:27 またその次のページの 304 ページ目、⑯だと 37 ページ目ですが、あ

と、拡幅案件に関しての記載のほうを見直してございます。 
1:35:39 続きまして 
1:35:44 320 ページ、Ｒ16 だと 30、53 ページ目ですが、 
1:35:51 こちら、中盤の青字の部分の機器配管系等の記載ですがこちら今まで

個々の機器に関して展開してございましたが、機器、 
1:36:01 配管系ということで、ことで形の方を集約して記載をさせていただいて

ございます。 
1:36:08 こちらですね前、先日提出させていただきましたＲ、耐震機器、ゲーム

の耐震 35 の要求等を踏まえた記載の整理を踏まえましてちょっと記載
のほうは拡充しようかというふうに考えてございます。 

1:36:23 続きまして次のページの 300、 
1:36:27 21 ページ目、Ｒシロップ 54 ページ目ですが、可搬型に関しての設計方

針に関してもこちら 
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1:36:35 記載を改めて追加させていただいてございます。 
1:36:40 続きまして、 
1:36:44 あとは、325 ページ目、Ｒ16 年度 58 ページ目ですが、 
1:36:51 こちらですね、今日委員会のほうの記載に関して基本設計方針等の見直

し等も踏まえまして記載のほうを見直してございます。 
1:37:00 またですね記載建物としての建物機器に対しての許容限界の考え方の方

の記載も一部修正させていただいてございます。 
1:37:12 続きまして、 
1:37:15 300、 
1:37:19 あ、すみません、その以降ですね記載の方協議委員会等の記載に関して

全体的に修正を追記させていただいてございます。 
1:37:29 続きまして、333 ページ目に関しては可搬型のに関して能勢影響委員会

会議、機能維持に関しての考え方、設計方針に関して記載の方、 
1:37:43 新たに追加させていただいてございます。 
1:37:47 続きまして、337 ページ目Ｒ16 ですと 70 ページ目ですが、 
1:37:54 こちら波及影響等の記載のほうも記載、修正させていただいてございま

す。 
1:38:02 その 339 ページ目ですね、こちらこちらかさ、可搬型に関しての記載

も、はっきりとに関しての記載を追加してございます。 
1:38:13 340 自明構造共同構造、構造計画と廃止計画に関してですが、こちら審

査会合での要件を踏まえまして、4000 マイクロ以下にとどまるような設
計ということで、 

1:38:26 記載の把所に関して考慮して考えることということでコメントいただき
ました。こちら行動計画の方で記載の方を展開するような修正をさせて
いただいてございます。 

1:38:39 次のページに行った。 
1:38:41 対しましては可搬型に関する記載等を追加させていただいてございま

す。 
1:38:47 以上は十時 00－02 の資料のご説明になります。続きまして十時 02 の資

料の修正ですが、全体的に修正としていたしましては 10 
1:39:01 11 ページ目の重大事故等対処設備の配置に関しての図面をこちらに、 
1:39:07 映して記載をさせていただいて記載のほうは、更新したものを載せて設

置させていただいてます。また 27 ページ目以降ですねここ前回ここの
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機器に対しての要求機能及び機能維持に関して記載をさせていただいて
ましたが、 

1:39:22 こちらで、十時 02 の方での設備に対しての記載を追加をさせていただ
いてございます。 

1:39:30 またですね、 
1:39:35 45 ページ目以降ですが、景気に関しての指示方針に関してＶ系の考察も

含めて記載の方、 
1:39:46 拡充していこう拡充してございます。 
1:39:50 またですね 48 ページ目以降ですが、以前ヒアリングさせていただきき

ました全体の構成に関しての資料に関してこちらへと更新したものを添
付させていただいてございます。 

1:40:03 説明に対しては以上です。 
1:40:08 規制庁竹田ですありがとうございます。では説明があった範囲につきま

して、規制庁側から確認があればお願いします。 
1:40:18 江藤規制庁カミデです。 
1:40:21 まず、別紙Ｇ部分から話を、 
1:40:24 できればと思いますけど、 
1:40:30 その前に、 
1:40:33 規制庁側のＳＡ班の方で先に何か話が聞きたいっていうのであれば、 
1:40:41 言ってもらえると、午前中のうちに手離れできるので、どうですか。 
1:40:49 特になさそうですか。はいじゃちょっと、規制庁カミデです。別紙 1 か

ら話を聞きますけど、 
1:40:59 57 ページのところで、 
1:41:03 これ、 
1:41:04 ＤＢ側でも、 
1:41:07 話をちゃんとしなきゃいけないと、機能維持の問題なんですけど、 
1:41:12 とりあえずここだと真ん中のｂポツのところで、火災の感知機能、あ

と、消火機能、 
1:41:21 外部への放出系の遮断等ってこれは機能がついてないんですけど、 
1:41:29 ここに書いてある機能をどうやって維持するのかっていうところが、基

本方針上ちゃんと見えていないんですけど、 
1:41:38 まずその点説明してもらえますか。 
1:41:45 はい。日本原燃谷口です。実際のＢポツで、 
1:41:50 書いたものを、 
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1:41:52 どういうふうに、 
1:41:54 考えて、そのへ設計するかっていうところがもう 
1:41:59 飛んでいって、こっちだと 11 ページですけど、 
1:42:04 近くと。 
1:42:05 62 ページですかね。許容限界というところまで特にその話が出てこなく

てかつ、 
1:42:11 こういうふうな設備の設計しますっていうことでそれぞれの機能ごとに

記載している、できている内容がないなというのが、今ちょっと読んで
みてわかりました。 

1:42:22 なのでちょっとこの手前のところなのか、そのどういう機能に対してこ
の許容限界を設定しますなのか、何かちょっとそういうことで、ちゃん
と機能に対して、 

1:42:32 その確認をするという項目を立ててるんですと。 
1:42:36 いうのが見えるようにちょっと記載、改めさせていただければというふ

うに思いました。 
1:42:42 あと、規制庁カミデです。方向性としてはそうなんですけど、 
1:42:47 まず認識キーを合わせたいのが、まず、こんな機能がありますっていう

のは事業者は認識していて、 
1:42:56 それは 57 ページとかに機能がちゃんと書いてあって、 
1:43:02 結局それは 62 ページの許容限界というのを満足することで、すべての

機能を 
1:43:09 満たせると。 
1:43:11 いう判断はしてるっていうことですよね。 
1:43:16 はい。日本原燃谷口です。少し具体的な展開は先ほどの別紙の 4－2 の

添付の中で、 
1:43:23 これを書いていますが今回設備としては課題を検知して消火すると。 
1:43:27 いうことですのでいずれも構造強度できちんとものが担保できていれば

大丈夫ですというご説明できると思っておりますのでそういったこと
で、考えておいてそれをきちんと、 

1:43:38 ここの中に表現しきれてないっていうそういうことなのかなというふう
に思っております。 

1:43:44 はい。規制庁神です。そこが、 
1:43:49 ＤＢＳＡの耐震設計側もそうで、 
1:43:55 なんかいろんな機能がありつつ、構造強度で満たすものっていうのは、 
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1:44:02 どんな機能かっていうことをわずか書かずにですね。 
1:44:05 全部構造強度にまとめちゃってるので、 
1:44:09 すごい見にくくなっていて、 
1:44:13 どういう機能がそれぞれあって、この部分については構造強度で見ます

と、この部分については動的機能で見ます。ここは閉じ込め機能として
特別な確認をしますみたいな、 

1:44:26 そういう形で 1.2Ｓｓも、それ以外の分もちゃんと書いてもらいたいと
思っていますので、ＤＢの方は明日また話をしますけど、 

1:44:38 まず 1.2Ｓｓの方もきちんとそういう形で、別紙 1 のところから、書い
てもらいたいということなんですけどまずそれはよろしいですかね。 

1:44:51 宮部タテウチです。承知いたしました。 
1:44:54 はい。規制庁、岡部です。その上で、1.2Ｓｓでどんな機能がありますか

っていう話なんですけど、今、Ｂポツ、57 ページのｂポツだと、 
1:45:07 消火機能とあと感知機能。 
1:45:13 放出経路の遮断というのは機能の名前がついたんですけど、そのあとに

等があるんですけど、 
1:45:20 何々を開けますか 1.2 ですね。 
1:45:26 これ日本原燃谷口です。まず最初の感知と消火は対処として、そのまま

出てきますので、あとはもう一つが、 
1:45:37 さっきの遮断 
1:45:39 でしたね放出経路の遮断ダンパの閉止操作をしますと、 
1:45:43 いうのが入っていますので、それがまず出てくるかなと思います。 
1:45:48 それ以外の用途でいきますと、もう一つ資料では、もう一つそこはこの

ままの資料でいいですね、100、301 ページ、別の資料ですと 34 ページ
ですけど、 

1:46:03 異常要因とする重大事故でこんなものが出てきてこんな対処しますっ
て、 

1:46:08 いうふうにしています。これでいくと、検知と消火があった後は、 
1:46:13 これ閉じ込め機能っていうんですかねその建物の中にＭＯＸ粉末、 
1:46:18 閉じ込めますということと、 
1:46:21 あとはそれ以降辞書が落ち着いてから、お片付けしますっていうところ

かなと思いますこれは 
1:46:28 特に何か機能というよりは、回収して、その閉じ込める機能の回復とい

うことですので、この①から③に上がっているところの、 
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1:46:38 今ご説明するということかなと思います。その社団の中で、閉じ込めの
話をするのかなっていうことを思いました。 

1:46:47 日本ギリシャでございます審査会合でご説明したやつでいきますと今の
感知消火と、今谷口がご説明した③番で、経路の遮断運動機能に加えて
あとは保守機能、 

1:47:01 あとは経営維持ですねそこまでのが、加えてあるというのが③番が多分
三つ、機能が加わるということに繋がるということだと思ってました。
以上です。 

1:47:12 はい。規制庁、大上です。 
1:47:16 まず、この③番。 
1:47:18 そうですね 301 ページの③番が 57 ページ常道。 
1:47:25 表現しているかって言うと、 
1:47:28 外部への放出経路の遮断と。 
1:47:31 この等まで含めて、③番ですっていう、まず、今はそういう整理です

か。 
1:47:39 はい上でタニグチですそのように考えております。 
1:47:45 藤規制庁カミデです。 
1:47:48 これと、 
1:47:51 閉じ込め機能っていう言い方もあるじゃないですか、その関係でいうと

同じなのか、違うのかって、どんな感じですか。 
1:48:01 日本原燃谷口です。 
1:48:05 その設備で言っているその閉じ込め機能閉じ込める機能っていうのって

その換気設備と相まって負圧を維持して、その中に閉じ込めます、確保
させますって、 

1:48:16 いうことなのかと思っています。今回この地震運動する重大事故の中で
はもうファンが止まってますと、もう電源も期待できませんという状態
でただただ、その経路と、 

1:48:27 そのグローブボックスの中から、外に高さの 
1:48:34 熱による膨張でのグラフ等、 
1:48:38 動力にして出ていくということを阻止しますになると思いますんで、 
1:48:44 そうですね全く同じ表現かって言うと、ちょっと設備としては出てくる

のが違うかなって思うんですけど隣でイシハラが軽減なんかをしてます
ので、ちょっとあの、はい、すいません。どうぞいただこうかと思いま
す。 
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1:48:56 はい、日本イシハラでございます 
1:48:59 新建物 30 で表を出させていただいて、ＤＢの世界でいく閉じ込め機能

は、金色温室経路の維持機能と、捕集浄化機能と、排気機能があります
という整理をさせていただいてます。 

1:49:15 このうちの、オンスケ以上は、先ほどあったフィルターまで導いていた
だくと、が、経路として維持できることこれ構造強度で維持しますと言
ってる範疇だと思います後は、 

1:49:26 保障浄化機能は、フィルターで除去できるというのは、これは外部への
放出遮断前の間、ＤＢで期待してる機能をそのまま維持できるというこ
となので、いわゆるその閉じ込め機能の理由捕集浄化機能が、 

1:49:39 そのまま安東戻してオンされるということかと思ってます。レベルでＤ
の取り込み木口、排気機能だけが炉固定金機能が、 

1:49:51 しますんで、そこの部分がなくなるだけで他は同じものが継続して必要
な要素になるということだと思ってました。以上です。 

1:49:59 はい。規制庁上手です。 
1:50:01 耐震建物 30 の話にもあるんですけど、 
1:50:06 基本方針上、その閉じ込め機能というのか、そのとじ込みをさらに分解

して、補修だとか、経路維持だとか、 
1:50:19 ＩＴ機能。 
1:50:21 それぞれ分割して言うかって言うと、 
1:50:25 閉じ込めだけで言っちゃうといろんな機能維持の仕方があるのでややこ

しいとい言いつつ、 
1:50:32 言葉としては非常にわかりやすくて、 
1:50:37 とじ込み機能としてまずドンといってしまうっていうのもありなんです

けど。 
1:50:42 丁寧に詳細にするんであれば、さっき言ったみたいに三つぐらいに分解

してっていうこともあるんですけどそのあたり、 
1:50:50 どういうふうに設計方針を伝えますか。 
1:50:58 はい。日本原燃谷口です。それらをまとめて、閉じ込め機能としてきち

んと持たせてます。 
1:51:05 ていう。 
1:51:07 ことをご説明するのかなと思いました。 
1:51:10 はい。 
1:51:11 長カミデです。 
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1:51:14 そうするととりあえず 57 ページの記載に戻ると。 
1:51:18 火災の感知器の消火機能、あと閉じコミュニティのこの三つで、 
1:51:26 等がなくなるのかな。 
1:51:33 はい。日本原燃谷口ですそうですねはい。 
1:51:36 棒、 
1:51:38 オフィス経路の種遮断。 
1:51:40 による閉じ込め機能の確保みたいな方ですかね。 
1:51:45 そんな、そんなイメージを持ちました。 
1:51:48 スケールな者、規制庁甲斐です。経路の遮断、 
1:51:57 どこまでここでまず閉じ込めと言っておいて 
1:52:05 50、何ページでしたっけ、60。 
1:52:09 2 ページでしょう、東海林津野時に展開するか。 
1:52:15 57 ページの時にとじ込み機能のうちこれとこれって言ってもいいと思い

ますけど、 
1:52:22 その辺は書きやすい方でっていう感じはしますが、 
1:52:28 上野タニグチですわかりましたちょっとご相談で、例えばここで閉じ込

め機能の確保というだけにしておいて、当店舗の中では、実際分解して
説明をしていますので、 

1:52:41 この中でここで言ってる閉じ込めって、こういう機能の集積状態ですよ
みたいな、そんな書き方があってもいいかなと思ったんですけど、そん
なんでもよろしいですか。 

1:52:52 あと、規制庁カミデですそうした場合に、テープでいいかどうかってい
うのは、 

1:52:59 62 ページに、じゃあどう書けますかっていう話で、 
1:53:05 62 ページは、 
1:53:07 先ほどの話を踏まえて、火災の感知器のと消火器の閉じ込め機能に対し

て、やって機能維持をしますっていうことを書くと。 
1:53:19 今すべて構造強度の維持と、そちらを考えてるでしょうから、 
1:53:26 構造強度の 
1:53:28 維持として、 
1:53:30 確認しますって書くんですけどその時に、 
1:53:35 先ほど言ったみたいに、分解して説明をしなくていいのかっていうと、 
1:53:41 そこをちゃんと分解しないと、排気機能を構造強度で見ればいいんです

みたいな説明になっておかしくなっちゃうので、 
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1:53:52 そういう意味では別紙 1 の中でもうすでにある程度分解というか特定を
しないと説明しきれないんじゃないかと。 

1:54:00 いう感じがしますけど、どうですかね。 
1:54:04 これ日本原燃谷口です今お話いただいたイトウ承知いたしましたきちん

とそういったことが、 
1:54:12 ご説明できるように、Ｂポツのところで、まずは頑張っかなといった上

で、ちゃんとその 62 ページのところで、きちんとそれをこういうこと
で構成されていて、 

1:54:24 それぞれこういうことで、機能維持しますというご説明を入れることで
ちょっと対応したいと思いました。 

1:54:31 はい。規制庁上出です。その上で 62 ページは、 
1:54:38 火災の 
1:54:40 感知とか被消火っていうのが特に、 
1:54:44 説明がない、説明がない状態で、 
1:54:49 グローブボックスのぱニューに亀裂や破損っていう話になっていて、 
1:54:55 この辺も、 
1:54:57 今の 50、 
1:55:00 7 ページのところと、すでにそごまでっていてですね。 
1:55:06 この辺、どういうふうに書けますかっていうことなんですけど。 
1:55:10 まず 
1:55:12 今、62 ページで書いている露出した云々っていう、このグローブボック

スの 
1:55:20 機能というか要件というかですね。 
1:55:22 これは 57 ページで、どう表現されてますか。 
1:55:29 はい。日本原燃谷口です。それでいきますとまずこの頭のほうで言って

いるグローブボックスの方は、 
1:55:38 イメージはポツの中で言っているもの。 
1:55:41 そして、こっから外に出しませんよって。 
1:55:44 いうことを、これがいろいろポチのところが、このボックスでＢポツの

ところが、そこで火災が出た以降、対処するためのものっていうことを
表現しているつもりでおりました。 

1:55:57 まずはそのバウンダリーがグローブボックスとしてのなりがきちんと確
保された上で、その上で、重大事故等対処がきちんとできるっていう機
能維持の説明が必要かと思いました。 
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1:56:08 まずステップの一つ目として、グローブボックスがきちんと外に、 
1:56:14 を漏らさないような企業をまずは確保させますと、その上で、重大事故

等対象として、こういう機能が必要なんで、その機能を確保させるため
に、こういう設計にします。 

1:56:24 ていう記載の分解の仕方をしていくのかなと思いました。 
1:56:29 はい。 
1:56:30 共感です。 
1:56:31 まず、57 ページですけど、ｂポツは、許可の許可にある必要な機能って

いうところを、 
1:56:43 具体の機能を書き出して、火災の感知だとか、云々っていう具体的を書

き出してるんだけど、 
1:56:50 あの辺ポツわーそこを特に書き出してないっていうことなんで、 
1:56:55 これは、ポツもちゃんとＰポツみたいにですね、どんな機能が必要な機

能って、 
1:57:02 何なんだって維持するものって何なんだっていうのをまず明確にしても

らうと、それが要はグローブボックスの閉じ込め、 
1:57:10 的なところだと。 
1:57:12 いうことでいいですかね。 
1:57:17 はい。日本原燃者でございます。57 ページの報ＩＩ文章を修正をさせて

いただいたんですが、ここがですね、いわゆるｂポツで事故対象しよう
としている事項以外の、 

1:57:33 事故の、何て言うんすかもノウドウっていうんですかね、が起こらない
ように、1.2 接するのは地震動に対する機能維持をすると、いうことな
ので、その機能維持としてダイレクトにどんな機能っていうのが、 

1:57:47 うまく書けるかどうかっていうのがちょっと若干自信がないところでご
ざいましてパネルについてはいわゆる偏ってるグローブボックスの中の
粉末が、 

1:57:57 ラック統計して外に行くというそのモード以外のモードがですね、起こ
らないっていうことをここで制限をしていることと後は、それ以外に
は、委員会で言う 1.2Ｓｓになって、物が壊れたときに、 

1:58:13 結果的に福村岩野、大賀多田になっているとか構造物がじゃうものが、
それ使うぐらい一気にＳｓで壊れたところで、 

1:58:23 山崎浦部ないので、そもそも集積して委員会になりませんというのが、
このレポートの中で説明した内容なんですけど、直接的に工業企業って
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いうのが、プロジェクトリーダーいとこありまして今、何も書かなかっ
たところでちょっと工夫はさせていただきたいと思います以上です。 

1:58:39 はい。規制庁カミデです。原発の登場人物って、 
1:58:44 もうックスどれぐらいいるんでしたっけ。基本はクローブボックスとか

あと、 
1:58:49 もうグローボックスと建屋って感じですか。 
1:58:53 はい。乳井西田でございます。 
1:58:56 本当に最終的にその今言っている、 
1:59:00 対象物として設計を考えなきゃいけないように結果出てきたものが結局

はこの 65 ページに書いてある、そういった状態も楠本取り扱ってと言
ってる部分も、 

1:59:11 グローブボックスが結果対象になったということなので、対象はグロー
ブボックスだけ、グローブボックスが転倒しないってことは結局はおっ
しゃっていただいてるみたいに、 

1:59:21 建物のバウンダリのところが、そこが崩れないことが条件なのでボック
ス建物っていうのはね、それ以外は特に設計上何か考慮するってこと
は、今言っているＤＢの設計を満足していれば、特段これで一定に精査
に対して設計をするものはないっていうのが、許可の時の整理の結果で
した。 

1:59:41 以上です。 
1:59:44 はい。規制庁、上出です。 
1:59:48 ちょっと言葉はあれですけど、ポツにもちゃんとクローブボックスのそ

の健全性みたいなところだとかを持つと。 
1:59:55 いう花強いですよね。それをちゃんとポツＢポツで出した上で 62 ペー

ジで、 
2:00:05 今はポツの話だけですけど、 
2:00:11 グローボックスに対しても、あとは火災の感知だったり消火について

も、構造、 
2:00:19 構造強度で見ますと、 
2:00:22 いう宣言をした上で、具体に今書いてあるように、許容限界の説明があ

るっていう形になると思えばいいですかね。 
2:00:33 はい。与儀西田でございますはい。今、そうですがおっしゃっていただ

いた 57 ページぐらいで、62 ページで言っている。 
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2:00:40 ボックスが健全であることというのがポツで言っている内容ですのでそ
れが 57 ページに加わった上で、今 50、62 ページで括弧Ａで展開してい
るような文章の流れのように、 

2:00:54 括弧Ｂ側も、何を守らなきゃいけないのかっていうのを書いた上でそれ
に対する担保として、今の塑性域多数云々といったところの文章が繋が
るようにと。 

2:01:05 いうことで、整理をするということだと認識をしてます。以上です。 
2:01:09 すいません規制庁コサクです。 
2:01:12 ちょっとよくわからなくなっちゃったんですけど、グローブボックスは 
2:01:17 今も、 
2:01:18 出ないといけないんですけど、 
2:01:21 中に入っている容器も、 
2:01:24 それは転倒してこぼれてっていうことは想定してなかったので、 
2:01:30 守るんじゃないかと思ってるんですけど、どうなってるんですか。 
2:01:38 はい、日本イシハラでございます。 
2:01:41 条件からいくと 62 ページでもともと湯聞いたのは、やっぱ転倒してパ

ネルが壊れてバウンダリーがおかしい。要は、より広がってグローブボ
ックスから直接’でないよっていうことは確かですね。 

2:01:56 ボックスの中に入っている機器が持っている粉末については、評価、ち
ょっとここはもう 1 回確認しますけど評価所全部に対しての火災の影響
を考慮して、全量が、 

2:02:08 火災の影響を受けるっていうことを前提に確か評価をしてたので、中に
入ってるからこれだけが火災の影響を受けないっていうことでなかった
ので、あまり前提としてここに加えてなかったという記憶でございま
す。以上です。 

2:02:24 規制庁コサクです。こぼれちゃいけないっていうのは、どの程度かって
のはありますけど。 

2:02:32 でも、消火機能を担うには、その場所にいてもらわなきゃ困って、 
2:02:40 結局やらなきゃいけないことになると思うんですけど。 
2:02:45 はい、与儀西田でございますおっしゃっていることは理解をしてますし

ました 
2:02:51 確かにもともと議論では消火はオイルパンに対して直接的に消火剤を噴

くので、オイルパンに対してが自体がそこにいてくれないと、消火剤が
そこに行かないというのはおっしゃる通りですね。 
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2:03:06 そこが括弧Ｂの方で対象設備としての意味で、オイルパンがそこの場所
にちゃんといられることを見ようと思ってました。それを（イ）でって
いうのですぐ上げる問題があるかなと思ってます。あとは 

2:03:23 県内ですけどオイルパンが広がると面積が広がって、火災が書いて起こ
らないので、事故としては安全側というか、なんていうかですね。 

2:03:34 オイルパンとオイルパンのものを、に影響を与える容器とというのがあ
って、 

2:03:41 どう整理をするのかはありますけど容器も変なふうになってはいけない
し、オイルパン、 

2:03:48 オイルパンっていうかオイルパンの種ところについているしょうか。 
2:03:53 ノズル。 
2:03:54 何かアライメントが壊れてはいけないと。 
2:03:59 いう古藤なので、 
2:04:01 それをどういうふうに言うのかっていうことですけど消化の方はｂの方

なんでしょうけど、 
2:04:08 双方関係するので、 
2:04:12 んではなくて大丈夫ですって言われても、どうかなっていう気がします

ね。 
2:04:23 はい。おっしゃっている事ちょっと整理をしさせていただきたいと思い

ます。ちょっと検討させてください。許可のときの整理も踏まえて、は
い。 

2:04:33 確かに影響度合いが、粉末が壊れることによって影響度合いが変わるの
でってのはおっしゃる通りだと思いますので。はい。そこ、ポツの方で
どうやってスキームをとるかと。 

2:04:47 いうことかと思います。もともとはおっしゃっていただいてる当該グロ
ーブボックス内の機器の落下、転倒防止機能の確保にあたってはという
ことで、 

2:04:58 容器等保有する設備の破損により結城が落下、または転倒しないことっ
ていうので、容器自体が、抱えてる粉末がばらまかれないことっていう
のはそこで、 

2:05:08 後、もともとはパネルが壊れないことを前提に書いていながらもそれも
含めて、見るんだということに見えるかどうかというところだと思いま
すのでちょっと整理をさせていただきたいと思います。以上です。 

2:05:23 はい。規制庁日下ですよろしくお願いしますそれと、 
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2:05:28 これもちょっとうろ覚えでちゃんと数確認してからじゃなくて申し訳な
いんですけど、 

2:05:33 排気の機能っていうのをどう扱うのかがいまいちよくわからなくて、さ
らに先ほどの表とかで言うと回収とかですね。 

2:05:44 その後の話もあったりするんですけど、どこまでをどう整理をするのか
っていうところはどこで整理しているんでしたっけ。 

2:05:56 はい。日本原燃石田でございます。ちょっとそういう意味では許可の時
の事故時に、いわゆる時間制限つきでやらないといけない。多いものを
対象と 

2:06:10 そのあと、ある程度、設備の状態が落ち着いてからやる行為っていうの
で、 

2:06:16 分けていたことが今設備としてエントリーされてそのままその辺等当然
動く、だんだんと引き続いてしまっているので、そこは、 

2:06:26 ちょっと 4 の云々とかで、頭のところで整理しないといけないかもしれ
ません。私いっぺんせずの地震が来ててそのあとに使うので、そこも含
めて、 

2:06:41 機能が維持できることってのは当然設備としては確認するっていうの
は、耐震設計上は考慮してやっていますけどもその辺のつなぎがわかる
ようにちょっと整理はしなきゃいけないかと思います以上ですあとタニ
グチに変わりますまず、 

2:06:56 すいません日本原燃谷口です。今日の資料の中で 299 ページ 300 ページ
目、 

2:07:02 のところに、 
2:07:04 実際のその対象のうち、回収とその回復については、作業の時間に制限

がないんですということをちょっと書かせていただいていました。 
2:07:14 それを踏まえて法律系の遮断のところまでは、事故の対処としてその時

にできないといけない機能でここまではきちんとやりますと。 
2:07:24 それ以降の回収とか回復については、事象が落ち着いた後、やればいい

ということなので、まずは要求される機能としては、①から③に当ては
まるところの機能をきちんと確保する。 

2:07:37 そういうことなのかなというふうに思っておりました。 
2:07:40 規制庁コサクですけど、今言われたまずはっていうのはそうなんですけ

ど、 
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2:07:45 じゃあそのあとの機能ってどういう維持の仕方するのっていう説明がな
いんですよ。 

2:07:56 日本原燃谷口です。なのでそのあれですね、0 円と⑤に該当するもんに
対して、 

2:08:03 どういう機能維持の要求の仕方をするんですかということがないという
ことだと今理解しました。で、入ってないなって思いました。 

2:08:12 はい。規制庁布施です。で、まずそれをどうするんだという整理があっ
て、それを、57 ページのところで、どう表現するのか。 

2:08:21 ていうところまで戻っていかないと、 
2:08:24 多分、そこで限定していいのかみたいなところになっちゃうと思ってよ

ろしくお願いします 
2:08:32 やっぱり日本原燃谷口です。わかりました。ちょっとこれご相談なんで

すけれどもこれ当社の発電所とかでも議論をしていてその事故後 7 日間
で対処するものは、きちんとその発電所の中で機能を維持させますと。 

2:08:45 それ以降のところは当然もう外部からの支援とかもあるでしょうから、
それも実際の損傷の状況を踏まえて、施設に対応しますみたいなことだ
ったと思っているんです。 

2:08:56 今回のこっちで行きますとこの 0.05 って、もうまさにそういう状態にな
ってからの、 

2:09:01 対応かなと思いますので、どういった機能が機能としては持ってないと
駄目なので、震度機能を確保させますということにするんだとは思うん
ですけど。 

2:09:11 だからその 1 と 1 から 3 で言っているものとは、グレード変わるかなっ
ていうふうには思っているんですけどそれはそんな理解で合ってます
か。 

2:09:20 規制庁コサクですあのグレードが違うのはその通りだと思いますけど。 
2:09:25 実用炉で行っている 7 日以降の話っていうところと一緒にしていいかど

うかはちょっと疑問で。 
2:09:36 ④⑤も、重大事故等対象で登録をするということで宣言をして許可をさ

れているので、 
2:09:43 それについては最低限の 
2:09:46 機能維持ということは考えなきゃいけないと、いうことだとは思いま

す。 
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2:09:53 はい。日本原燃谷口です。承知いたしました実際きちんと対処ができる
ためにはまずいかないといけないっていうので、アクセスルートが必要
だったりとかっていうその対処としてやっぱり、 

2:10:04 シナリオを考えて、どういうところがいるんですかっていうことは、整
理をした上で記載するのかなと思いましたのでちょっとそこ考えさせて
ください。 

2:10:12 はい。規制庁蘇武です。結局可搬での対応になるので、可搬は 1.2 を、 
2:10:20 Ｓｓでも問題ないように保管しておきますということだけなので、そん

なには負荷はかからないと思いますけど。 
2:10:27 よろしくお願いします。 
2:10:30 アクセスルートは、別ですけど。はい。阿藤。 
2:10:38 丸さんの風速計は、 
2:10:41 これは遮断を確認するという意味なので、含まれると。 
2:10:47 いうところだとは思いますけど。 
2:10:53 火災が起きたとき、2 遮断するまでの間って排気系っていうのはどん

だ、それは動いてなくてもいいけど、圧を逃がすって意味で閉めないっ
ていうことなんでしょう。 

2:11:06 はい、日本エリアでございます。強度として期待をしてかつフィルター
の期待はするということと後は、しれないというか、すいません時間的
に人が行ってしまう部分と、火災が沈下するのと、 

2:11:21 あまり時間がかからない、変わらないので、結果そのあと、同時に閉め
るって形にはなってました。何か、あと海ガスとかという話ではないで
す圧力的にはそんなに上昇したとしても、ダクトの中で平衡状態にすぐ
なるので、 

2:11:35 そんなに設備がブック開けるとかそんなことにならないっていうな評価
をしておりました。以上です。 

2:11:42 はい。 
2:11:44 ちょっとうろ覚えであれなんすけど、ＤＢＡとＳＡの違いってどういう

感じなんでしょう。 
2:11:51 はい。与儀西浦でございます。ＤＢＡの方は、火災が今度はグローブボ

ックスなんかでお聞いておき方は変わらないです何らかの要因で起き
て、 
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2:12:02 後排風機を動かした武士後入れして消火をするのが、ＤＢＡの方です。
末の方は背景の機能喪失してますけどグローブボックスで火災が起こっ
て、粉末、 

2:12:17 そういうところっていうのがあったりボックス価格を提出していきます
けど、最終的にダクトとして外に行ってしまうという状態で、あとは焼
却ランパート事務というのをやるのが、ＮＳＡ側という流れでした。以
上です。 

2:12:32 はい、ありがとうございます。 
2:12:34 それで、先ほどから構造強度いいんですっていう話だったんですけど、 
2:12:44 検知って本当に構造強度でいいんですか。 
2:12:48 はい。弓削西田でございます。もともとこのうちのために必要な設備が

静的なはっきり抵抗体みたいな値の金属の棒というかそれが、 
2:13:01 中央管理室まで伸びているという状態でそれに対して、 
2:13:05 結構測定するようなハンディキャップ熱をつけて、温度上昇を確認する

というのが、ＳＡでの感知を対策ですので、そういう意味で 
2:13:15 源泉かも含めていろんな構造強度が維持できればＯＫだということで整

理をしてましたということでございます。以上です。 
2:13:32 伝送系。 
2:13:36 そこで来た空の電線が電線管内に合わせられてるっていうことの、 
2:13:42 扱いの違いって、どういうふうに考えればいいんですかね。 
2:13:47 はい、日本イシハラでございますＤＢで使って転送してる感じですね温

度をセンサーで温度を感知したらそれが 
2:13:56 坂に行って、消火設備信号が行って消火ガスが吹くという流れ、これと

全く別にＳＡのいわゆるはっきり抵抗体冷静をですね、 
2:14:10 グローボックスから中央監視室まで話しているという形で棲み分けをし

てました。 
2:14:18 シンタニ信号的にもともとのＤＢＤＢで使ってる不正の音調なんかの事

務方法が違う方式が使う違う多様性有したやつを、 
2:14:32 一つは三分か何か見たやつでもう一つが 
2:14:37 どうでしょうか温度上昇を見ていくやつ、やっぱ確か発見傾向と同じよ

うなもんでもう 1 個がレースでそれでサブ差分を多分表示するような形
になってたと思いますけどそういう形でシステムが若干、ＤＢとＳＡで
違うという形でした。以上です。 

2:14:54 浅香ですＤＢとの違いを今聞いてるのでは、すいません。なくて、 
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2:15:00 炉も含めてですね、伝送系なりでの機能維持、皆さんは、なんていう昨
日ちょっと表現だったか忘れましたけど、電気的なのか計器なのか、 

2:15:11 そこら辺でやってる範囲と、ここで言ってる消化検知がどう、その範囲
を外にあってということでいいのかどうかと、その考え方は何だってい
うことをお聞きしてるんですけど。 

2:15:25 はい。日本原燃の谷口です。実際にその発電炉で見てる電気的機能の維
持って、実際にリレーが動いて、ちゃんとそれがあと信号が中継場に届
いて、制御室届いてみたいな。 

2:15:38 ことになっているんで、先ほどからご説明をさせてもらってる乗っけて
本当に、また異種金属の電車だけで測ってるっていうやつで、 

2:15:49 本当に動的に何か機能を果たすものが、電気的にもない状態なので、ち
ょっとグレードとしては違うかなと思って今、かつその電線管の中に入
っているので洗缶そのものの、 

2:16:02 構造強度がちゃんと持っていれば、抵抗としては見えますよねっていう
ことでちょっとイメージをしていました。 

2:16:11 そこら辺は不足ですけども、素行がですね、抵抗体のところは、断線す
ることはないんだとか、 

2:16:20 そこら辺の担保をどういうふうにして言うのか。 
2:16:23 ていうのを、 
2:16:26 整理していただくのかなと思いますけど、あと、 
2:16:34 受け側ですね。 
2:16:37 測定するのは、 
2:16:40 可搬で測定する場合もありますけど、常設はないんでしたっけ。 
2:16:48 はい。インフルエンザタニグチです。これ 
2:16:51 今のさっきの 301 ページの表の中にありますがグローブボックスの温度

表示端末というのが、もうこれは端末つないで、乾電池でこの端末を動
かして、 

2:17:00 そこに出てきた傾向を見るっていうそういったものって考えておりまし
た。 

2:17:06 すいません。端的に言うと常設はなくて可搬で最初から対応するってい
う計画です。 

2:17:12 はい 50 なさいそうです。はい。 
2:17:16 規制庁、佐古です。 
2:17:18 です。今話してるのか伴の話は、のいているんですか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

2:17:26 米谷さん、申し訳ない冒頭の部分もう一度お話いただけますか。 
2:17:30 可搬しか計器類はないっていうふうに説明いただいたんだと思いますけ

どその景気は耐震設計どうするかっていうのは今議論の範疇なんですか
範囲外なんですか。 

2:17:42 やはり日本原燃谷口ですこちらの範囲内だと思っておりまして、技術部
としては制御室の隣の部屋に耐震性を確保いただく中、ラックがあって
そのラックの中に、 

2:17:54 きちんと置いておいて耐震性を確保するというようなそういったことで
考えておりました。 

2:17:59 規制庁コサクですけどそれは、いつ行って今の 57 ページなりのところ
との関係はどうなるんですか。 

2:18:08 はい、日本連タニグチです。そういった意味でこの接続班になりますの
でＣポツの中に入る設備だということで整理をしておりました。 

2:18:19 規制庁カミデです。なのでＣポツに対する 62 ページの説明がないです
よっていうことだと思ってますけど。 

2:18:30 はい。日本原燃谷内です。承知いたしました。きちんとそのＣポツとか
に対しても、 

2:18:35 いろいろこういうふうにしますということが、はい、わかるように記載
をさせていただきたいと思います。 

2:18:41 はい、規制庁補足です。で、かつですね。 
2:18:45 Ｂポツは常設ですＣポツは可搬ですというなら、Ｂ歩Ⅱに常設という言

葉がないんですよね。 
2:18:55 はい。日本原燃谷藤です。そうですね。ないですね。はい。 
2:18:59 わかりました。 
2:19:00 はい、その辺りもちゃんと整理をしておかないと、どこで何を言ってる

のかわからないのでよろしくお願いします。 
2:19:22 その方が規制庁側から確認ございますでしょうか。 
2:19:26 規制庁、岡部です。一応機能維持として話をしたいところは、 
2:19:32 できたとは思いますが、 
2:19:38 別紙 4－1 でまた何か引っかかるところがあれば話をするとして、僕も

枠があるので一旦ここでと思いますけど、いかがでしょう。 
2:19:51 はい、日本原燃谷口です承知いたしました。 
2:19:58 これ、これ、今、 
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2:20:06 では、修正写真は一旦ここで聞いた方がいいですか。ちょっとまだ 4、
別紙 1 もまだ確認しなきゃいけないので、ちょっと図 

2:20:16 きでは悪いですけど、 
2:20:17 その続きから、 
2:20:19 規制庁の竹田です。いや一旦機能維持についてまでは確認できたという

ことで、午後にまた引き続きこの資料、資料の 1、残っているというこ
とですので再開したいと思います。午後は 13 時半から再開いたします
のでよろしくお願いします。 

2:20:36 では一旦ここで午前の部は区切ります。 
0:00:00 はい、向島下、 
0:00:03 規制庁鏡です。それでは午前中に引き続き、十時 00、 
0:00:10 02、確認から再開したいと思います。 
0:00:16 規制庁カミデ須藤、それで午前中機能関係の話をしましたけど、 
0:00:25 同じく、57 ページのところで、 
0:00:33 どう、 
0:00:34 ここで 
0:00:36 前回というか 7 月 15 日に、 
0:00:40 ヒアリングをしていったときに、4 月の会合の説明事項をどう展開する

かと。 
0:00:48 いう話の中で、別紙 1 にもう 
0:00:52 何かしら展開するという話があって、 
0:00:56 結局、 
0:00:58 今現在、別紙 1 にははいされずに、別紙 4－2 とかにはいると思うんで

すけど、その 
0:01:05 基本的な設計方針であったりですね、終局を見据えて、それでもこうい

う設計をしますということは本文でも何らか説明をいただかなくてはと
思ってますけど。 

0:01:19 その辺り事業者の前回のヒアリングからどう考えたのかとか説明いただ
けますか。 

0:01:28 はい。日本原燃谷口です。会合の資料の中でお話をしていたものとして
は 63 ページ目。 

0:01:36 で、唯一ここぐらいをちょっと触れているというところかなと思ってい
ます。 
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0:01:43 63 の、二つ目のパラグラフの真ん中辺りですかね、その変形が収録時の
変化、変形能力が終局時の 

0:01:52 意見に対して余裕を持って安全を、を湯遊することにしますということ
を、記載をしていた内容でございます。それ以降の実際の設備の機能に
ついては、機能維持としての方針は 

0:02:07 これぐらいの大方針を言っておいた上で、実際の細かい設備のところ
は、添付で展開しようというふうにちょっと社内で検討して今こんなふ
うな構成にさせていただいていました。 

0:02:19 規制庁、カミデです。まずちょっと認識が違ってたので確認ですけど、
63 ページのその、 

0:02:27 収去食う。 
0:02:30 に対して、十分な余裕っていうのはこれ、 
0:02:35 やっぱりＤＢの許容限界とおんなじことじゃないんでしたっけ。 
0:02:57 はい。日本原電、谷口です。この 63 ページの直接の記載はそうなるん

ですけれども、 
0:03:04 前のページの 62 ページのちょうど真ん中辺り、 
0:03:09 ぐらいですかねその個別の許容限界を言っているところでは、実際にそ

の設備としての機能を維持できるように、設計をしますと。 
0:03:22 いうようなことをお話をして、実際、主変形としては終局でも、 
0:03:28 余裕がありますよという流れにすることで、 
0:03:31 そのことがご説明できるかなっていうふうにちょっと思っちゃってまし

た。 
0:03:38 規制庁カミデです。ちょっとそういう、 
0:03:41 認識で、資料を作られると非常に 
0:03:47 認識共有が図りづらくなっていて困るんですけど、 
0:03:54 要は同じ設計方針でＤＢではこれは 2000 マイクロの話をしています。

1.2Ｓｓでは 2000 マイクロを超えた話をしています。言われても全然わ
からなくて、 

0:04:05 ちゃんと言葉を変えていただきたいと思いますがまずその点よろしいで
すか。 

0:04:13 はい。日本原燃の谷口ですそこははい。承知いたしましたすいません。
おんなじ確かに表現を使うと、 
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0:04:20 全然それで読み取れないっていうのはすみませんでした。はい。そうい
うことかなと思いましたので、きちんと違うことを言っていて、まずは
4000 円っていうところに対して、きちんと機能が維持できるように、 

0:04:33 建物としてやるんだっていうようなことを表現させていただきたいと思
います。 

0:04:40 藤規制庁カミデです。それで、それをどう反映するのかっていうことな
んですけど、 

0:04:47 この許容限界のところを書き換えるのか、それとも方針的なもうちょっ
と上流のところで話を展開するのかっていうと、 

0:04:57 ところなんですけど、どう考えてますか。 
0:05:05 はい。日本原燃谷口です。正直なところ言いますと、今の最初の 
0:05:10 57 ページの目のところで言っていたその機能を損なわない設計にします

ねと。 
0:05:16 いうのの意向をこの 555ａと 62、63。 
0:05:22 を記載をするような内容の、 
0:05:26 無駄に入るような内容が、 
0:05:28 実際のこの 585960 ぐらいのところに、 
0:05:32 かけるかっていうのがちょっと考えてみたところ難しいなと思って、今

の構成にしてしまっていました。 
0:05:39 実際の記載をするような内容でいくと、もう一つ 
0:05:46 4－2 の今日でいくと 302 ページですかね、の資料の中に書いていたよ

うなことを、 
0:05:54 記載するのかなあ思っていて、ちょっとそれをこれ本文に入れるんだと

すると、もう正直なところ、入れる場所ないなあと思って今こんな構成
に、 

0:06:05 してしまっていたっていうのが実態でございます。 
0:06:10 はい。規制庁カミデです。 
0:06:14 今言われたのは、302 ページの下から二つ目のパラと一番下のパラの話

ですかね。 
0:06:25 はい。日本原燃谷口です。散髪 4 の（4）で書いた、実際のその機能と

して、どういうふうになるんですかということのここが 
0:06:34 耐震というところの基本人の一番上のところで、こういった考え方で、

今後説明していきます構成していきますっていうところだと思っていて
こういう内容を、 
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0:06:44 記載するのかなというふうに思っていました。 
0:06:51 はい。規制庁神です。で、 
0:06:54 それを、 
0:06:55 より丸めた表現で、別紙 1 の方にも書かなくてはいけなくて、 
0:07:02 それで言うと、 
0:07:05 場所は、 
0:07:08 57 ページになるのかな。 
0:07:15 日本原燃谷っていう入れるとすると、このＡポツＢポツＣポツの説明が

終わった後、 
0:07:22 ぐらいかなあ。 
0:07:24 思いました。 
0:07:29 そうですね。会合で説明したのは、要は終局までを見据えた設計としま

すよっていうこと等、 
0:07:38 その時に生じる変形だとか、そういうものをちゃんと考慮して、 
0:07:45 機能が発揮できるように設計しますっていうこと等だったと思うので、

そういったところをですね、やはり 57 ページのＣポツの後ですか。 
0:07:56 にしっかりまず大方針として記載をしてもらうと。 
0:08:02 いうところかと思いますので、その辺りはよろしくお願いします。 
0:08:09 はい。日本原燃谷口です。承知いたしました。 
0:08:14 規制庁カミデです。続けて、 
0:08:18 先ほどの、 
0:08:26 今、57 ページの話をしていて、 
0:08:31 先ほどポツＢポツ中ポツでＢポツは常設だということをお話を、 
0:08:37 しなきゃいけないと。 
0:08:39 ありましたけど、今、ＡぽつＢポツＣポツで、 
0:08:45 可搬の保管場所、 
0:08:47 ていうのは、 
0:08:50 それも書かなくていいですか、どうですか。 
0:08:54 よ、今読めますか。 
0:09:02 やはり日本原燃谷口です。読むとするとこのＣポツの、 
0:09:07 複数の保管場所に分散して保管するっていうことだけで、その保管場所

に、 
0:09:13 発生する。 
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0:09:15 地震をちゃんと想定してそれに耐えられるようにするっていうことの表
現が必要なのかなっていうふうに思いました。 

0:09:24 はい。規制庁、 
0:09:27 それは新発に書くってことですかね。 
0:09:32 はい。日本原燃谷口です。Ｃポツで今の、 
0:09:36 その過半としてせ、機能を果たせるようにっていうことを説明するって

いうことだと思いますので、 
0:09:42 当然それを補完する場所にはこうですよねっていうことをここに合わせ

て記載するのかなと思いました。 
0:09:49 はい。規制庁深見です。わかりました。 
0:09:52 次、58 ページに行きますけど、（3）の荷重の組み合わせと許容限界

で、 
0:10:01 この下にぶら下がってさっきの機能維持の話とか、 
0:10:05 もう、 
0:10:07 あるんですけど、 
0:10:08 明日は話をする、地震 0002。 
0:10:14 では、 
0:10:16 ここの部分で、まず 
0:10:18 機能維持の基本的な考え方っていうところを書いていてですね。 
0:10:24 それは 1.2Ｓｓでもフォーマットを合わせてちゃんと書いてもらいたい

っていうことなんですけど、 
0:10:31 基本的には 
0:10:34 ここＤＢと全く一緒っていうわけではないので、 
0:10:38 個別の設備の機能や設計っていうものを踏まえて、重大事故に対処する

ために必要な機能が損なわれることないように設計しますというその機
能維持の大方針が、 

0:10:50 あると思うので、そこをまず最初に行った上で、具体の（3）の記載に
入っていただく。 

0:10:58 いうことで、この辺は室のヒアリングでも認識合わせをしますけどそれ
を踏まえて、1.2Ｓｓにも同じように反映するということで、対応いただ
きたいんですけど、よろしいですか。 

0:11:12 はい。日本原燃谷口です承知いたしましたきちんとお話をさせていただ
きたいと思います。 

0:11:19 はい。規制庁、上出です。 
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0:11:22 その上で 58 ページの、荷重の設計上考慮する状態とか、 
0:11:28 59 ページの荷重の種類っていうのは、 
0:11:33 若干その 1.2Ｓｓ特有のところはありつつほとんどＤＢＳＡと変わらな

くて、 
0:11:43 何か呼び込みで記載できるんじゃないかっていう気もしますけどそのあ

たり、事業者としてはどうですか。やっぱりちゃんと書きたいって感じ
ですか。 

0:11:54 はい。日本原燃の谷口です。昇降の記載を書き始めた時の経緯でいく
と、我々としての許可で宣言をした。 

0:12:05 ことをきちんと約束して展開するんです、のイメージだったんで、今の
点が並んでるところを、ずっと基本設計方針として記載をしたという意
図はそんなところでした。 

0:12:15 今おっしゃられるようにそこの内容が一緒で、読み込みにいくっていう
ことはそれはできるかなと思いますので、ちょっとそれを記載、もうち
ょっと読み込みにいくことで、 

0:12:26 簡単にすぐ加力するっていうのは、考えたいなと思いました。 
0:12:32 と規制庁カミデです。今 58 ページに載っけてある点 5 は、 
0:12:38 これ 1.2Ｓｓのところに、 
0:12:41 書いてあって、 
0:12:44 書いてあるものだっていうことですかね。ですよね。 
0:12:49 はい。日本原燃の谷口です。正直に申しますと本当に 1.2 のところにあ

るやつだけを書きましたんでそういう意味では、普通の耐震から見る
と、過不足あろうかと思いますが 1．に書いてある内容をすべて展開し
て、 

0:13:03 この点は、1．の項目のところに書いてある店舗の記載を持ってきてい
るものでございます。 

0:13:09 はい。規制庁深見です。で、 
0:13:11 その中でも許可の添 5 でも、基本的にはＤＳＡの方針かな、孔口呼び込

むような記載になっていて、 
0:13:21 今回はそうではなくてさらにそれを書き下しているっていうことなんで

すけど。 
0:13:27 この辺りは許可と同じレベル、もうちょっとまとめて、呼び込んで、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:13:37 事故時の荷重を 1.2Ｓｓの云々加重っていうように読みかえるような記
載をしてですね、もうちょっと簡単に呼び込めるんじゃないかと思いま
すけど、どうですか。 

0:13:49 はい。日本原燃谷口ですそれは全くできると思いますので、ちょっと耐
震の記載も見ながらいつここに書いてある記載、耐震の記載、 

0:14:00 見ながら、それこそもう基本地震動を基準地震動 1．二倍っていうぐら
いで書いた内容ですね違うところはきちんとそこは差別化して表現しま
すが同じところはもう読み込みにいくと。 

0:14:12 いうような表現にしたいなと思います。 
0:14:16 はい。規制庁菅です。わかる。 
0:14:22 あと次 59 ページの一番下の 1 ポツで、青字で、 
0:14:29 関係ある。 
0:14:30 設備名なんですけど、 
0:14:33 これ、 
0:14:34 エポⅡ、57 ページのポツでいった設備面をずっとこれからも使ってるん

ですけど、 
0:14:45 なんかもうちょっと短くならないかんようは、 
0:14:48 起因のときに、まず発生時に機能維持するものっていうこと等ですよ

ね。何かこの、 
0:14:55 主語をずっと使い続けてるっていうのが何か読みにくいなと思ってるん

ですけど、その辺事業者の考えはどうですか。 
0:15:04 はい。日本原電タニグチです。正直に言いますと、どっかで読みかえて

短くしたになって、 
0:15:11 思ったんですけど、許可のときの項目を上げてそのまま書いてたんで、

それも難しいなと思って、今の船がとまってこのまんまになってまし
た。ちょっと記載、 

0:15:22 簡略化できるように変えてみたいと思います。 
0:15:26 藤規制庁カミデです。 
0:15:29 許可の言葉よりもさらに長くなってるんですよね。なので、何かまた読

みにくいなあと思っていて、 
0:15:37 あれでしたっけなんか許可の言葉そのまま使うと都合が悪いとかってい

うことなんでしたっけ。 
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0:15:46 はい。植野タニグチです。いえ、そんなことはございません。ですん
で、まずは少なくともそれをベースにすることで、そっからまた言い換
えができるか何かちょっと考えて、 

0:15:57 簡単に記載できるの考えてみたいなと思います。 
0:16:01 規制庁カミデですけども、 
0:16:04 ちょっとあのだ大丈夫といつ何かこだわりがあるような感じがして、 
0:16:09 許可だと重大事故の起因トナー10 年関連と言っていて、 
0:16:18 設工認だと、まず事業許可だと言わなくちゃいけなくて、あとは発生

を、 
0:16:25 仮定する。 
0:16:27 設定。 
0:16:29 及び云々みたいな、 
0:16:31 ところはあるんですけど、この辺ってまずどういう考えなんでしたっけ 
0:16:37 こういうことだから強化とことばっかりなきゃいけないんですっていう

のをちょっと説明いただけますか。 
0:16:43 日本原燃石原でございます。前回の部屋だったと思いますけどここの段

階ということの対象を、許可からどう許可のときにどう決めたことだっ
たのかっていうのがわかるように、最初のところで 57 ページで 1 回ち
ゃんと 

0:17:00 カードの関係を整理をしたかったということで、拡充させていただきま
したので、この後は、以下何とかというということで、 

0:17:12 何らかの日本語、1.2 倍の地震動に対して機能維持する設計設備とか、
何とか 

0:17:19 だと思います。すいません。規制庁コサクですけど、今の妥当これって
あれですね起因っていうの 

0:17:28 対処で必要なものを 1.2 倍のＳｓに耐えるっていうのと二つ分けなかっ
たんですよね。そうですねはい、そう、1.2 云々はあんまり。 

0:17:40 ショウリャク用語に入らなくて。で言えば、地震起因。 
0:17:46 考慮信金。 
0:17:49 の 
0:17:51 地震起因対処交流設備とか何か、それぐらいの 
0:17:56 省略でいいんじゃないかなと。 
0:17:59 要は用語定義すれば別にここ読み込めば内容はわかるので、 
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0:18:05 ていうくらいです。Ｄだなんで金側で見るのか或いは対象の方で見るの
かと。 

0:18:10 いうところの誤解がないぐらいの要望になってれば十分だと思います。 
0:18:16 －4 エリアでございます。はい。承知いたしましたそういったことがわ

かるぐらいのキーワードで、かっこいいか何とかというということで整
理をさせていただきます。以上です。 

0:18:27 はい。 
0:18:28 長カミデです。その上で、 
0:18:31 57 ページのｂポツは許可と同じ文言なんですけど、これは何でその事業

変更許可における云々って言わなくていいんでしたっけ。 
0:18:45 はい。4 権利者でございます。 
0:18:50 私がさぼっただけだと思います。普通は議員系として事業許可でこうい

うところで定めたものをＢポツは、重大事故の発生を仮定する機器の 
0:19:03 特定とか何とかのところで、対象に必要な機器として、特定したものだ

ったので、Ｂポツの 57 ページが最初受けるところでちゃんと定義をし
ていくか、 

0:19:16 地震議員の地震における対象設備とかにして、同じような用語で使える
ように展開をしたいと思います以上です。 

0:19:25 はい。規制庁深見です。わかりました。 
0:19:29 ちなみに、 
0:19:30 規制庁コサクですけど、 
0:19:33 許可の用語で違ってるのは起因と要因で、上は、 
0:19:39 上はどこ抜くかちょっとわかり難しいんですけど下は対処。 
0:19:44 この辺りを外さないで対比して見れるようになればいいかなと思ってま

す。 
0:19:52 はい、柳下でございます承知いたしました。 
0:19:59 はい。規制庁、上出です。 
0:20:03 私の方から別紙 1 の 1.2Ｓｓ絡みというのは大体それぐらいなんですけ

ど、他規制庁側から、別紙 1 の中で何かあればお願いします。 
0:20:21 特になければそのまま、別紙。 
0:20:25 4－14－2。 
0:20:27 ですが、 
0:20:29 4 の一井についてはほぼ本文の 
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0:20:34 本文と同じことが、添付 2 展開されてるっていうことなので、先ほども
そうでしたけど、同じように手当をしてもらうということだと思います
けどそこは事業者は理解され、大丈夫ですかね。 

0:20:48 やはり日本原燃谷口ですがこの大矢添付になる内容はもう大分基本設計
方針を撤回していきますので、 

0:20:54 今の※今までのコメントをきちんとあれをした内容で、資料としては構
成したいと思います。 

0:21:04 はい。規制庁深見です。わかりました。よろしくお願いします。 
0:21:09 それで 4－1 も特になければ、今度は別紙 4－2 の方に確認したいと思い

ますけど、 
0:21:18 まず、 
0:21:22 299 ページの一番下に、 
0:21:28 なお書きが書いてあって、 
0:21:33 ここで説明したいのが、さっき回収系の花Ｃ、 
0:21:41 ですよね。これを、 
0:21:44 今 301 ページの、 
0:21:47 ④と⑤について、 
0:21:50 1.2Ｓｓでなくても良いっていうことを説明したいパートナーでしたっ

け。 
0:21:59 はい。日本原燃谷口ですこの資料作っていた時はそんなふうに考えてい

ました。 
0:22:05 先ほど岡崎さんからもコメントいただいて④と⑤、どんな機能を持たせ

るかっていうことは、きちんと検討が必要でその検討して反映した内容
を、 

0:22:14 ここの記載にもあわせて反映しようかなというふうに思っていたところ
でした。 

0:22:20 はい、規制庁カミデです。よろしく。 
0:22:23 お願いしますで。さっきの続きみたいな話ですけど、 
0:22:27 特別 0405 を、 
0:22:31 1.2Ｓｓ2、 
0:22:34 市内古藤がそこまでメリットがあるのかというか、建物としてはアクセ

スルートとしては建物全体で確認しなきゃいけないんだろうし、可搬型
のものも、 

0:22:48 他のものと他の間と同じように適用されるんでしょうか。特段、 
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0:22:53 支障はないんじゃないかと思いますけど、何か事業者としてやっぱり差
分をつけたいみたいなところはありますか。 

0:23:02 はい。日本原燃の谷口です。午前中お話をさせてもらった時は私ちょっ
とそんなふうに思っていてどうしても 0 があったんで、7 日以降みたい
なところもちょっと念頭にあったんですけどお話しさせてもらったとマ
イク切って、こっちで社内で話してた時には、 

0:23:19 別にそんな区別つけなくても設備としても大丈夫やし、みたいなこと
を、 

0:23:23 お話してましたので、ちょっとそういった検討を踏まえて、 
0:23:28 同じように要求しますよっていうようなことで整理できるかなというふ

うに思っています。 
0:23:36 はい。規制庁鏡です。わかりました。 
0:23:40 で、次進んでると、302 ページで、先ほども話をしたところですけど、 
0:23:49 これ、（1）から（4）までまずあって、先ほど話をした下の他、建物構

築物は、あと機器配管系はあって、 
0:24:01 いうのが、 
0:24:04 これを（4）の内数として書いているとか、この箇条書きを、 
0:24:10 全体を受けたものとして書いているのか、ちょっとあの構成がよくわか

んないんですけど、これ、どういう文書構成になってます。 
0:24:20 はい。日本原燃谷口です。ここの部分は（4）に含めた内容で、次の可

搬のところまで含めて、さっきの本文であったところのポツＢポツｃポ
ツ、 

0:24:33 のところも踏まえて、大法人としてこうしたいっていうようなことで、
他の（1）（2）（3）（4）と並列で、この（4）の 

0:24:43 アの中で言いたいこととして、書いていましたちょっとここだけ。 
0:24:49 でかいんですけれども、その冒頭で書いてある黒い字のところですけ

ど、一定の地震力に対して、重大事故に対する機能が失われない設計に
する、なんでそのためにはこういうことですっていう、そういうことが
説明したかった内容です。 

0:25:05 藤規制庁カミデです。まずあれですね、この 
0:25:10 （1）から次のページまでの（8）っていうのが、 
0:25:17 どういう位置付けなのかっていうのがよくわからないんですけど。 
0:25:26 これって、 
0:25:28 何ですかって言ってもなかなかこアレイだと思うんですけど 
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0:25:32 3.4 の最初の文章に、いかに何々を示すみたいなことが書いてないの
で、 

0:25:41 この（8）までの書いてあることが一体何なんだろうって感じがするん
ですけど、ちょっと説明してもらいます。 

0:25:50 はい。日本原燃谷口です。あとこの 3 ポツの項目で書きたかったのは、
実際はその 1.2Ｓｓの設備に対してどういう設計するのかっていう一番
上の方針の大方針を記載したかった内容です。 

0:26:04 実際の記載の内容については、通常の耐震設計の 3－1－1 で、一番最初
に言っている項目あれが確か（1）から（10）から 11 から 7 ぐらいま
で、 

0:26:15 この内容のうち、その 1.2 で考慮することをこういうふうにやっていき
ますっていうことを宣言したくて、なのでちょっとこんな構成で記載を
していました。今ご指摘いただいた通りまず冒頭部分にそういったこと
が一切ないまんま、 

0:26:29 ずらずらと、やりたいことを書いていたのでちょっとそこはわかりやす
いように、整理をさせていただければと思いました。 

0:26:39 はい。規制庁、上出です。 
0:26:43 それで、 
0:26:45 ちょっと一つ一つ、 
0:26:47 一応聞きたいんですけど。 
0:26:49 （1）で、何だろう、（1）で全体を行って（2）でそのうちこれこれ

（3）で、この部分みたいなその構成の整理みたいのがあれば教えても
らいたいんですけど。 

0:27:04 例えば耐震、ＤＢの耐震の別紙 4－1 にあるような項目を並べましたと
かそういうこと言ってもらえるとわかりやすいです。 

0:27:16 けど、何か構成の考え方みたいのってあります。 
0:27:28 4 連タニグチです。ちょっと手元に、3－1－1 をしますねちょっとだけ

お待ちください。 
0:28:41 おまかせしました日本原燃谷口です。 
0:28:46 3－1－1 の資料でいくと 2 ポツ 12 ポツに、耐震設計の基本方針ってあ

ってその 2 ポツ 1 に基本方針があります。 
0:28:56 その中で（2）っていうところに、重大事故等対処施設っていうので、

先ほどごめんなさい僕（1）から（10）か 11 かって言ってたの、2 ポツ
Ｂポツｃポツって、 
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0:29:06 いう並びで、清設備に対してこういう耐震設計しますと。 
0:29:11 いう記載が出てきます。 
0:29:13 私これ当初、ここの部分記載始めたときは、まずその 1.2 のＳｓもＳＡ

設備だから、これと同じことがいえるだろうっていうので、そこの順番
にこのメンバーバーッと書いた上で、 

0:29:27 1.2 の内容で変わるところの記載を、書き換えていったっていうそうい
う経緯でこの 3－4 を作ったものでございました。 

0:29:38 あと、規制庁カミデすみませんちょっと冒頭を聞き逃してしまってえっ
と、どの資料の対応って言われました。 

0:29:48 やはりすみませんでした日本原燃谷口です。通常の耐震設計でお出しし
ている添付書類の、耐震設計の基本方針っていう 3－1－1、 

0:30:00 はい、資料になります。 
0:30:03 この 3－1－1 の資料の中で、 
0:30:07 2 ポツっていうところに、 
0:30:10 一番方針、 
0:30:15 耐震設計の基本方針ですごめんなさい、2 ポツ、新設計の基本方針でこ

の中にある（2）っていうので、重大事故等対象施設が、 
0:30:25 ございます。 
0:30:27 別個の項目を、 
0:30:30 借りていった。 
0:30:32 のが、作業や、実際の内容でございます。 
0:30:44 はい。規制庁カミデです。 
0:30:51 はい。理解できました。 
0:30:54 はい。ありがとうございます。 
0:31:04 はい、了解です。 
0:31:07 すいませんから米谷です。冒頭おっしゃられた 
0:31:12 いろいろその考え方みたいなのが頭の中に、頭の文章の中にないってい

うのは、それはあると思いますので、そこは反映を 
0:31:19 させていただこうかなと思いました。 
0:31:24 はい。規制庁、上出です。わかりました。 
0:31:30 あとですね同じく 302 ページで、 
0:31:40 下から 2 番目の建物構築物はというところの 2 行目で、 
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0:31:46 地震を要因とする重大事故等対処設備っていうのは、この辺もまだ言葉
の定義が、先ほど、改めて定義をするっていうことだったので綺麗にな
ると思う。 

0:31:59 いますけど、ちょっとまだ、 
0:32:01 用語が馴染んでないので、きちんとスキャンしてください。 
0:32:08 日本原燃谷藤です承知いたしました。資料全般を通じて、ちょっと確認

をさせていただきたいと思います。 
0:32:17 はい。規制庁、五味です。 
0:32:26 あとは 300、 
0:32:33 規制庁カミデです。303 ページの一番下の青字のところですね次のペー

ジにかけてですけど、 
0:32:43 この裕度を確保する設計っていうのが、具体に何のことを言っているか

がよくわからなくて、評価上の安全率みたいな話をしているのか、実態
の設計として、下、 

0:32:57 こういう保守性を積んでますという話なのかがよくわからないんですけ
ど、実態としてはどんな感じですか。 

0:33:06 日本原燃谷口です。これは会合のときに議論をさせていただいた、実際
は 4000 までいけるんだけども、 

0:33:14 宇和の判定として 2000 にしますっていうその 2 倍の余裕を見ますとい
う安全率のことを想定して、こんなふうに表現をしておりました。 

0:33:26 規制庁カミデです。ここの説明は、 
0:33:33 ばらつきの影響のところですね。 
0:33:36 ばらつきの話を、 
0:33:42 ばらつきの、 
0:33:44 要は 1.2Ｓｓでばらつきケースをやんなくていい。 
0:33:48 いいのはこういう理由ですと。 
0:33:51 いう説明においてですね、 
0:33:55 要は終局に対して半分、倍の安全率を見てます。要は、 
0:34:01 4000 円に対して 2000 でありますっていうのが、ばらつきを見なくてい

いっていうふうにはとても思えなくて、 
0:34:10 それって、 
0:34:11 4000 円だったら何でもいいんだっていう前提に立ってますよねそんなこ

とないと思ってるんですけど。 
0:34:18 実際どういう認識ですか。 
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0:34:23 はい。日本原燃谷口ですそれは我々の方も、 
0:34:27 アボにしたからいいでしょだけではなくて、一応思っていたからその前

段部分の黒字の部分ですね、地震動に対してその 2 割っていうのが、 
0:34:38 評価の前提として決めたもんで、もうそんな精緻な評価をするような、

根拠を持ったものでもないんですと、まず入力がそんなふうに決まって
いて、 

0:34:48 判定基準の方においても、大きな余裕を持たせるということで評価をし
ているので、そういった細かいことを精緻に見るっていうようなもんで
はないですよね。 

0:35:01 ていうことを、説明したいなと思っていたところでございます。 
0:35:07 規制庁、上出です。ちょっと資料が飛んでしまうのでなかなかあれです

けど、 
0:35:14 7 月 15 日に、 
0:35:19 ヒアリングをした会合での説明事項を更新、どう展開しますかっていう

話の、 
0:35:27 資料で、その資料でいうと 11 ページになるんですけど、 
0:35:33 要は 
0:35:36 終局っていうところまで島終局以内と言いつつ、行かさ分は概ね弾性だ

とか、 
0:35:44 耐震駅とか、耐震機以外はそのひずみに追従できるような、設計にしま

すって言っていたことが、 
0:35:55 それがここで言っている。 
0:36:02 いうのを確保する設計っていうんすか。 
0:36:05 なんなのかなあと思ってたんですけど、全然違う話をされたので、 
0:36:13 なので、何でばらつきを見なくていいのかっていうのもよくわからない

し、会合で説明したことを基本方針に反映してないっていうので二つ、
よくわからなくなってしまったんですけどちょっと整理してもらえます
か。 

0:36:29 はい。日本原燃谷口です。 
0:36:34 これはすみませんでした。私思っていたのは実際ばらつきを考慮する、

しないの話に、まずはその会合、 
0:36:44 の中でした話としては、 
0:36:47 上流から整理をしていくと。 
0:36:50 そもそも、 
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0:36:51 ばらつきっていうなことを今回、 
0:36:54 評価をするような性質のもんではないですと。 
0:36:58 それが実際にその細かい内容をこう精緻に入れ込んで、1.2 っていうこ

とにしているものではないので、 
0:37:08 そういった評価にはなじまないものですよね。 
0:37:12 ていう整理のことなんだと思っていました。 
0:37:17 だから、ひょっとしたらそそこ私、ちょっとそのあの会合を踏まえて、

そう思っていたんですけれども、そこがまずかったのかもしれません。 
0:37:31 実際の設備の裕度のことにつきましては今日の資料でいくとちょっとす

いません、先走って後になってしまうんですが、340 のところで行動計
画、 

0:37:41 ご説明するところが、一応我々としてはこういう設計をしますよという
ことは説明が必要だと思っていて、ちゃんとその内容を、今回、構造計
画として、 

0:37:53 入れてみたようなところでございました。 
0:37:59 規制庁、上出です。まずばらつきっていうのはそもそも会合で説明した

事項からするとそんな性質のものではないですよねと。 
0:38:11 いう話が、 
0:38:19 ちょっとどの会合資料にあったかなあと今、 
0:38:26 さはしているんですけど、 
0:38:30 何か 
0:38:32 ばらつきとかは 
0:38:37 表前、前、今後はその基本方針とか、添付書類を補足説明の構成につい

ては云々というところで×キーのこととかもちゃんと整理しますってい
う。 

0:38:49 ぐらいかなあと思ってたんですけど、違いましたっけ。 
0:38:55 表現者でございますおっしゃっていただいてる介護の資料上、一番最

後、大分すいませんこちらの木山でバタバタしてしまいましたが最終的
にはばらつきの話は今後、補足説明資料も含めて整理をしていきますと
いうことで、終わったと思ってます。その前のバージョンの時には、 

0:39:13 1.2Ｓｓの成り立ちのところを書いた上で、そこが性質も踏まえた上でか
つ、4000 と 2000 円という協議委員会の 

0:39:26 徹底の仕方ってのも、あわせて合わせ技で、いわゆるばらつきみたいな
ものを見るような次元の話ではないというような話をしてました 1.2Ｓ
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ｓの成り立ちのところでいろいろと使った文言が、何ていうんでしょ
う、見方によっては過激な部分もいくつか使ってましたんで最終的には
そのページ、 

0:39:45 削除して、最後、今後ちゃんと整理していきますっていう形にしたと思
ってました。その現場のところでやっていた内容を今、谷口がご説明し
たページのところで、 

0:39:56 及びつないで、それぞれ前半部分後半部分で書きくださせていただいた
ということでございます。以上です。 

0:40:05 はい。規制庁、上出です。そういうことなんだとは思いつつ、 
0:40:11 とは言っても結局、会合で説明したことをちゃんと反映してくださいね

と。 
0:40:16 いう花強いですから、 
0:40:21 そういう点で言うと、 
0:40:27 何て言うんですか、 
0:40:30 前回の 7 月 15 日の資料でいうと、11 ページにあるような、 
0:40:38 先ほど言ったようなですね、変形に追従できる設計とか云々っていうの

が、まずはちゃんと入ってこないといけないと思ってるんですけど、そ
れはまずどうなってます。 

0:40:54 はい。日本原燃谷口です。そういった、ごめんなさい、その上流の整理
をしたこの実際の設備の設計の議論っていうのを、今、冒頭のそこの部
分に入れていないので、 

0:41:08 ちょっとそういったのが読めない内容になってしまったなって思って反
省してるところです。すいません。 

0:41:16 あと、規制庁カミデして、 
0:41:19 それを踏まえて、じゃあ何 
0:41:22 結局何でばらつき見なくていいのっていうのが、 
0:41:26 まずその理由がよくわからなくなってきたんですけど、ちょっと簡潔に

こういうことだから見たっていいんですっていうのを少し説明いただけ
ますか。 

0:41:47 はい。日本原燃谷口です。繰り返しになってしまうかもしれないんです
が、まずは入りがそんなに精緻じゃない。 

0:41:56 0 には余裕を持たせました。そして、設備の設計にはきちんと連携に耐
えられるようなものが入っています。 

0:42:06 そういう設計がされているので、 
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0:42:10 ばらつきの影響とかっていうのは、妙なもんではないですよね。 
0:42:14 いうことかなと思いました。 
0:42:18 規制庁、上出です。衛藤。 
0:42:22 そんな精緻な性質のものではないっていうのがまずわかって、 
0:42:28 とは言っても、 
0:42:31 今説明があったように、終局に対して、余裕があるからいいんだってい

うのはそれだけではちょっとさすがに、 
0:42:40 言い過ぎで、 
0:42:43 要は終局までいくと結構な状態ですが、半分の余裕っていうのも普通に

Ｓｓの許容値ですから、なんでそれでいいんだっていう話になって、 
0:42:54 そうではなくて、なんで、今の話でいうと、その終局まで滑稽っていう

のが前提にあるんですね、頭の中でそれをちゃんと補強するために、 
0:43:07 会合で説明があったような、ちゃんと変形追従だとか、そういうことに

おいても、機能が維持できるように設計すると。 
0:43:17 だからここまで枠が取れてという上でさらに、 
0:43:24 なので 4000 ぐらいまで見ても大丈夫なような設計にするんだけど、実

際の設計としては 2000 人を納めているから、そういう環境においてば
らつきまで見る必要はないでしょう、そういう話だと思うんですけど、
どうですか。 

0:43:41 はい。日本原燃谷口です。 
0:43:43 説明のご趣旨わかりました。 
0:43:47 冒頭で言っていたその半分に抑えるからの半分に行くところのまず前半

前提のところを、 
0:43:54 きちんとご説明しないまんま半分だからいいでしょってなるのが、よろ

しくないんだと思いました。でかつそのを説明してる私の、 
0:44:05 この中に、まだ 4000 っていうのが、ＯＫになったっていうんでＯＫに

なったっていうのが、きちんとそういう設計をするから、 
0:44:13 元になったっていう、そこの前提をきちんと表現しないといけないんだ

っていうのがわかりましたんで、ちょっとそれは表現、そんなふうに、 
0:44:22 整理をして見直しをさせていただければと思いました。 
0:44:26 はい。規制庁深見です。 
0:44:29 そうですねなんか 4000 もないしその終局っていうところがもうフリー

ハンドで、もう何でもＯＫと多分事業者なんか思っちゃってて、 
0:44:39 そこの認識が違うんだなっていうのがわかりましたそんな 
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0:44:45 集客、4000 までも何でもＯＫって言ってるわけじゃなくて当然条件つき
でっていう古藤ですから、 

0:44:52 その辺をきちんとですね認識をいただいて、 
0:44:57 資料というか 
0:44:58 説明のロジックをですね、ちゃんと組んでいただくと。 
0:45:02 いうことだと思いますので今日で大体話が見えたと思いますけどなので

そういう変形通常の設計だとかっていうのはすごい大事なところですか
らちゃんと方針として、 

0:45:16 こういう設計にするんだというところを言わないと、全体のロジックが
崩れちゃいますからそこはちゃんと気をつけていただきたいと思いま
す。よろしいですか。 

0:45:26 はい。日本原燃谷口ですありがとうございます。承知いたしました。 
0:45:32 はい。規制庁、カミデです。続けて、 
0:45:42 304 ページに、 
0:45:46 また設計の不確実さっていうのは、 
0:45:50 これは拡幅やりますよっていう話ですけど、設計の不確実さっていうと

またよくわからなくて、具体的には、 
0:46:01 あれですよね。本当。 
0:46:03 機器の地盤のばらつきだけじゃなくてその機器の応答解析においても、 
0:46:11 当然、簡略化しているところがあって、そういうことを含めて、 
0:46:17 拡幅しますよってそういうことですよね。 
0:46:22 はい。日本原燃谷口です。耐震設計であるモデル化の中でも、いろんな

影響って変わってしまうというのがあるので、そういったのも含めて拡
幅しますっていうそんな意図でございました。 

0:46:35 はい。規制庁カミデです 
0:46:38 設計の不確実さっていうとすごく広い言葉なので、もうちょっと限定し

てですね、こういうところだっていうのがわかるように、 
0:46:48 一つなり二つなり例示を出して、こういうことを踏まえて、拡幅はちゃ

んとやりますということを言ってもらえればと思いますけど。 
0:47:00 具体的には、 
0:47:02 前ですか。 
0:47:03 今尾とか井関以外に何かありますかね。 
0:47:10 日本原燃谷口です。ちょっとだけお時間をください。ですね。 
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0:47:15 諮問省略の中にその拡幅をするということにこういった意見ありますよ
ねっていうのがありますので、ちょっとそこから表現を抜き出してきて
記載をしようかなというふうに今思っていたところです。 

0:47:30 はい、規制庁カミデです。す。あれも、地盤のばらつきとか、 
0:47:35 何かその辺だったような気はしますけど。 
0:47:41 当然、 
0:47:44 設計の中にいくつか拡幅してるからこれでいいんだみたいなところは判

断してるところが絶対あると思いますから、 
0:47:52 あとはあれかな。 
0:47:55 配管もやろうとしてるんでしたっけ、これ。 
0:48:01 向かうと曲線使って、配管の設計もするんですよね。 
0:48:07 日本原燃谷口です。そのように考えています。 
0:48:12 はい。規制庁亀井です。 
0:48:14 なんで 
0:48:16 低ピッチでやるのかどうかもあれですけどそういうところとかでも、い

ろいろ確実はあってということだと思いますから、ちょっとちゃんと具
体に、 

0:48:27 書いていただいてと。 
0:48:29 いうことでよろしくお願いします。 
0:48:33 谷口です。承知いたしました。 
0:48:40 規制庁カミデです。次が、300、 
0:48:45 20 ページ。 
0:48:47 です。この辺は、 
0:48:56 機器配管系のところのｂポツ機能維持で、 
0:49:01 2 行目に耐震設計の安全機能維持はってなってるんですけど、 
0:49:08 何か、 
0:49:10 安全機能維持って言われると、ＤＢみたいにちょっと受け取ったんです

けどこれって、ＳＡでもこういう表現なんでしたっけ。 
0:49:30 はい、日本原燃谷口です。 
0:49:32 ＳＡの設備、重大事故等に対処する機能っていうことになろうかと思い

ますすいませんここは表現を改めさせてください。失礼しました。 
0:49:43 はい。 
0:49:43 規制庁神です。これって、 
0:49:47 あれですか。 
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0:49:48 どっか、 
0:49:50 ＤＢ側の方針から持ってきたからそうなってるんですか。なんかあんま

り、 
0:49:56 何かこんなこと書いてあったかなあという気がするんですけど。 
0:50:01 どんな作業されました。 
0:50:08 はい。日本原燃谷口です。北野は、 
0:50:12 実は耐震の普通の耐震でやってる説明の内容だったんですけど。はい。

抜き出し方が良くなかったんだと思います。すいません。 
0:50:23 規制庁鏡です。わかりました。 
0:50:26 はい。 
0:50:27 並びはあれだけど、パツパツ持ってきたんだなっていうのでわかりまし

た。 
0:50:32 はい。 
0:50:33 あとは、次、326 ページですが、 
0:50:42 ここ、 
0:50:43 あれなんですよね。（2）機能維持っていうのがあって、 
0:50:47 （3）でまた機能維持の基本方針があって、 
0:50:55 （1）も、構造強度ってなっててこれ 
0:51:00 冒頭お話をした機能の関連ですけど、 
0:51:06 この辺を、が、 
0:51:10 ちゃんと整理をしていただかなくちゃいけないと。 
0:51:14 いうところです。 
0:51:17 で、 
0:51:19 そもそもあれなんですが、今の構成にしたのってどういう意図だったん

ですか。 
0:51:28 はい。日本原燃谷口です。当初、 
0:51:32 資料作った時に思っていたのは、 
0:51:34 本当の基本設計方針と言っているところの、常設の設備に対して、こう

いった機能を持たせるっていうのが、まずは前半に来て、 
0:51:45 次に、可搬設備として持たせる、機能としての要求事項を書き下してい

くっていうそんなことを考えていました。 
0:51:56 今日その冒頭の基本設計方針、 
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0:52:00 の各ところの内容を修正させていただきますので、ちょっとそれに合わ
せて並びと、あと、記載するべき内容も含めてちょっと整理をさせてい
ただければというふうに思いました。 

0:52:14 はい。規制庁カミデです。 
0:52:17 326 ページだと、 
0:52:20 機能維持の中、（2）番の中に動的機能維持、これは、 
0:52:24 機器配管系の話Ｄ、Ｄ、ｖｉｖｏた支持機能なんて建物高築物なんだと

思いますけど、 
0:52:33 （3）番マター 
0:52:36 建物構築物及び機器配管系となっていて、 
0:52:42 なかなかよくわからない感じになってますので、 
0:52:47 まず今日お話をしたように、 
0:52:52 とりあえず機能がどれだけあるんだということをちゃんと 
0:52:56 頭出しをした上で、これとこういうところについては構造機能、 
0:53:02 構造強度っていうもので見ます。これとこれは動的機能っていうもので

見ます。 
0:53:09 これは個別に閉じ込めを確認しますとか、個別に委員会の話を見ます

と、そ、まずはそういう、 
0:53:16 整理をした上で、それぞれ書き、許容限界を書き下すというところだと

思いますからその辺、 
0:53:27 も含めて、ちょっとこの、 
0:53:29 あたりの構成もですね、きちんと整理いただければと思いますが、よろ

しいです。 
0:53:37 日本原燃谷口です。今日基本的方針のところでいただいていたちゃんと

その教育委員会のところに、持たすべき機能の話が展開されていなくっ
て、そこから 

0:53:50 それが始まって、今ここに来て、言っていることと、あと並びと、上手
くうまくっていうかもう全然ちゃんと並んでないですし、言うべき機能
のことも、 

0:54:01 どの機能の事を言うんだみたいなことがきちんと整理されてないんだ
と、いうふうに理解をしておりますのでちょっとそこは、上流側からの
整理を含めてきちんと並ぶように、 

0:54:12 資料としては修正をさせていただきたいというふうに思います。 
0:54:19 はい。規制庁カミデです。 
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0:54:21 お願いします。 
0:54:24 あとですね 
0:54:27 333 ページから可搬型の話があって、 
0:54:34 先ほど、 
0:54:36 別紙 4 の、 
0:54:38 別紙 1 の中では、可搬の許容限界書いてませんねっていうので、ｃポツ

に対応するものを引き回すという話だったんですけど。 
0:54:48 4－2 については 
0:54:51 何かちゃんと書いてあってと。 
0:54:53 いう感じで、何か不思議な感じはしますけど、 
0:54:58 これもう、 
0:55:00 先ほどの機能維持の関係で、7 日半についてもちゃんと整理をしてもら

ってと。 
0:55:07 いうことだとは思ってますけど、ちょっと 
0:55:11 読んでて気になったところで言うと、 
0:55:16 335 ページの一番下にこれ、構造強度ってなっていて、 
0:55:23 塑性ひずみが生じる場合であっても要は知事、 
0:55:28 微少なレベルに云々っていう要はこれ、4Ｓに収めますって言ってるん

ですね。 
0:55:36 別に普通の記載なんですけど、1.2Ｓｓの奇形っていう意味でいうと、こ

れは原則としつつそれ以外の場合もありますっていうのが許可でも書い
てあるし、 

0:55:49 本文の別紙 1 にも書いてある方針で、何か可搬の渡航になると、そこの
余裕首藤をとっぱらって、ちゃんと普通にの前にやりますみたいに、 

0:56:01 見えるんですけど、この辺り言っても、ナカハマはこのレベルでやっぱ
りやるんだっていうことなのか、ここから記載を持ってきたからそこま
で手当できてないですっていう状態なのかっていうと、実態どっちです
か。 

0:56:17 はい。日本原燃谷口です。それでいきますと、実際、発電炉で記載をし
ている内容を目的でしかおります。 

0:56:27 今お話いただいた時にその 335 ページなんか 4Ｓっていう表現残ってた
りするような場所があってこれ本当に申し訳ないです。我々が実際に立
って、 

0:56:38 他の中でお話をさせてもらってた。 
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0:56:40 まずはｉＯＳ基本にするんだけれども、違う基準を持ってくるときはち
ゃんとその妥当性説明してやるねっていうところを、きちんと反映をす
ることと、 

0:56:49 まずその可搬設備としてどういったことを、機能として求めるのかって
言うことも整理をした上で、記載をしたいと思います。 

0:56:57 ちょっとだけ言い訳をすると記載をしたのはですね、冒頭ＳＡ設備とし
て話をさせてもらってた 144 ページの全体の構成。 

0:57:08 の中で、 
0:57:12 重大事故等対処設備の設計方針で今後設備申請する時に出しますと言っ

ていた 5－1－1－4－2 から、 
0:57:19 かなりの部分だけは、ここに飛ばして、1.2 でちゃんと機能を持たすこ

とができます大丈夫ですっていう、いうご説明をすると、受け側になる
ので、中平の記載が必要だろうと。 

0:57:31 いうのでこれは今日ご指摘いただいてわかったんですけど、なので、自
分たちの中で言っているその基本設計フジノＣポツから書かないといけ
ないと思って展開したんではなくて、 

0:57:41 普通の 30 条の説明の中から飛んでくるから、池として書かないといけ
ないと思って、書いた内容でございました。ちゃんとそれを整合させて
1.2 からも、自分たちで 

0:57:54 展開してきても、そごがなく、かつその受けてきても問題がないような
記載にきちんと書き換えたをさせていただきたいと思います。 

0:58:04 はい、規制庁川満 
0:58:07 大体想像通りの状況ですか。 
0:58:12 あと、続けて、この流れで 300、 
0:58:16 この可搬の中で、波及影響の話があってですね、（1）番の相対変位と

か、 
0:58:28 （3）番と変わらから返答みたいなところですけど、 
0:58:34 （2）番の接続部の観点による設計っていうのは、 
0:58:39 ものはないと言いつつですね、30 条としては、30 条の要求としても、

その悪影響防止だとか 
0:58:52 要は接続 
0:58:54 あるものはこうしますみたいな、 
0:58:57 こうしましょうみたいな要求がかかっていること等、あとここで言って

いる、接続部の観点旧耐震における接続部の観点っていうのが、 
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0:59:08 それぞれそういう関係なのかなっていうのがよくわからなかったんです
けど、何か整理されてますか。 

0:59:36 これ 4 年タニグチです。すいません。 
0:59:41 一応ここで思っていたのはですねその考え方設備保管状態にあるとき

に、他に何か悪さをしませんかっていうことの説明かと思っていて、発
電所だと、 

0:59:54 可搬なんだけれども、嘘操作の即応性を上げるために、普段からつない
でおいときますみたいな設備があって、そいつについては悪さしません
ということの説明が要るのかなと思っていました。 

1:00:07 一方ここはもう完全に別で、離して置いておくので、そういった意味で
は悪影響としてはないのかなと思って、こんな表現をさせてもらってま
した。 

1:00:16 藤規制庁カミデです。はい、わかりました。 
1:00:23 そうですね 1.2Ｓｓは事象の起因として考えることだからその状態にお

ける波及影響ですと、 
1:00:31 いうことをですね。 
1:00:37 はい。日本原燃谷口です。そんなふうに思っておりました。 
1:00:44 はい。規制庁鏡です。意図は理解できました。 
1:00:53 そうですね。一応、別紙 4－2 まで、十時 02。 
1:00:59 こうして、私として気になったところは、以上です。 
1:01:04 その他規制庁わからないか、別紙 4－2 なり他のところでも、何かあり

ますでしょうか。 
1:01:19 と規制庁カミデです特になければ、まず 
1:01:23 1.2Ｓｓっていうことで充実を 0 の、そのパートについて振り返りをお願

いします。 
1:01:32 はい。日本原燃谷口です。今日お話をさせていただいた、その 1．ニュ

ースの内容をまず別紙 1 で 
1:01:40 2 ポツの姫路の話が本文中にないということでお話いただいています。

これ教育委員会のところにきちんと展開をしていく必要があるのかなと
いうことですのでこれをきちんとご説明をするという内容を反映するの
かなと思います。 

1:01:54 実際に要求されている機能をですね、きちんと内容を丁寧にご説明をす
ると、それを記載として展開をすると。 

1:02:02 いうことかなというふうに思いました。 
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1:02:05 あとは 
1:02:07 資料の中で言っている地震を要因とする重大事故に対処する設備等リス

トの中で④番と⑤番改修等復旧に当たる。 
1:02:18 部分についても、きちんと要求される機能を整理をした上で、本文に展

開すると、いうことが必要かなというふうに思っております。 
1:02:27 あとその中でぽつぽつぽつでＢが常設である市が過半であるということ

を明確にした上で、先ほどお話しいただいたその過半として、 
1:02:37 要求されること、書くべきこと、李百田持たせるべき機能みたいなとこ

ろ。 
1:02:42 きちんと展開をして書くというところでございます。 
1:02:47 あとはですね、その保管場所、可搬の保管場所の話についてもきちんと

Ｃポツの中で、想定される地震に対してきちんと機能を確保されるよう
に、保管場所のことも、 

1:02:58 ちゃんと考えて書くということを記載したいと思います。 
1:03:04 あとは荷重農家の組み合わせのところを許可の添 5 からずらずらと書い

ているんですが、これ通常の耐震のところから、読み込みができる内容
については呼び込みを記載をすると。 

1:03:16 いうことと、あと基本的方針緊急の記載今回係をさせていただいたんで
すが、納金という言葉と要因という言葉を使って、そのＡポツとＢポ
ツ、きちんと 

1:03:27 綺麗に表現書き分けた上で、以降のところは同じような表現でこのよう
に何か読みかえを考えて記載をしたいというふうに思っています。 

1:03:39 実際の耐震設計の中で 
1:03:44 ばらつきの検討するところの表現がですね、もう、まさに神野さんにご

指摘いただいた通りで、その 4000 前提になってるっていう頭が、ちゃ
んとそこを説明した上で、 

1:03:55 4000 でやるから、その判定基準 2000 にするっていうことの、 
1:04:00 きちんとその前提条件の説明が必要だということですので、それをきち

んと理解をした上で、内容を文章にするということかなというふうに思
いました。 

1:04:10 あと今回可搬設備の機能維持の話を記載はさせていただいたんですが、
またちょっとその発電所から、持ってきたまんまの内容の記載になって
いるところがありますので、 

1:04:21 先ほどの上流側の基本設計方針のＣポツをきちんと整理をすると。 
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1:04:26 いうところから合わせて、まずは自分たちの 1.2 の設備としての説明が
できるようになることで、それを踏まえて、普通の設備としての設備の 

1:04:37 耐震をどういうふうに機能要求していくのかと。 
1:04:40 いうことを資料として記載をしていくということかなというふうに思っ

ています。 
1:04:45 ちょうど本日いただいたところもう本当大きなところはその基本設計方

針をまずきちんと綺麗に書くというところかなと思いますので、対応さ
せていただきたいと思います。 

1:04:54 これ午前中やらせていただいた通常の設備のご説明の資料、来週火曜日
にお出しをさせていただくということにしましたので、それに合わせて
こちらもきちんとそれに 

1:05:07 載せて、きちんと全体綺麗にしてお示しできるようにしたいなというふ
うに思います。 

1:05:15 はい。規制庁、上出です。 
1:05:17 今の、 
1:05:19 振り返りに対して規制庁が何かありますか。 
1:05:24 特になければ 
1:05:27 次は一緒にやればよかったんですけど、十時 02 っていうのが、 
1:05:31 あったんでこの資料だと思うんですけど、冒頭、簡単に説明がありまし

たけど、 
1:05:39 事業者も、 
1:05:41 大丈夫ですね、特に説明ないですよね。 
1:05:45 日本原燃谷口です説明させていただいた通りで前回の資料の中から落と

し込むものをこっちに落とし込んできたというそんなイメージでござい
ます。 

1:05:55 はい。 
1:05:56 長カミデです。 
1:05:59 特に先ほど話をした昨日の話だとか、あとは 
1:06:04 4000 見せてこういう設計にするんだっていうところはちゃんと書いても

らわなきゃいけないので、 
1:06:11 まずは基本方針を整理してもらった上でこの後この補足も、 
1:06:17 形にしてもらうということかと。 
1:06:20 でます。 
1:06:21 藤。 
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1:06:22 それ以外、中身のところで何か規制庁は確認ありますか。 
1:06:30 はい。規制庁浜崎です。 
1:06:32 ちょっと中身のことで 2 点ほど、 
1:06:37 指摘というか、コメントしたいんですがまず記載だけの話なんですけれ

ども、 
1:06:42 資料 20、例えば 21 ページ。 
1:06:45 出ますでしょうか。 
1:06:49 耐震駅以外の壁、ああそうか、ごめんなさい、これだとわかんないです

ね 
1:06:54 要は、耐震駅以外の壁ということで、支持機能、設備を設備を支持する

耐震駅以外の壁等後、 
1:07:04 アクセスルート等の泊のための 
1:07:07 ためということで色分けがされているんです今このマスキング情報では

わからないんですけども、要はですね、 
1:07:17 マスキングされてない、色分けの図面では、識別ができない。これ、前

の資料ですと、確か、どちらかが緑になってたんで比較的わかりやすか
ったんですけども、 

1:07:29 多分その背景か何かとかぶるということで色をまた変えられたと思うん
ですけれども、実際この 21 ページの、なんか見ててもですね、先ほど
言った 2 種類の壁の仕分けがわからなくなっちゃってるんで、まず記載
だけの話なんですけども。 

1:07:45 両者区別できるような色は形が必要かなと思いますがいかがでしょう
か。 

1:07:52 はい。日本原燃谷口です大変失礼いたしました。 
1:07:56 言い訳をします 
1:07:59 画面で見ると結構違うなと思うんですが、今私も手元であるカミデ見る

と一緒だなって思いましたんで、すいませんちょっと工夫をさせていた
だきます。失礼しました。 

1:08:11 はい。規制庁浜崎です。検討をお願いします。 
1:08:14 あと 2 点目です。これ冒頭説明がありました 45 ページからですねこれ

まで前回のコメントしました支持機能についての、 
1:08:25 今、基本的には橋の館野建屋側の 
1:08:33 構造強度を満足すれば良いという形での、その補強の資料ということで

45 ページから 47 ページを、これ今回新たにつけてもらったという、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:08:46 付けられたというふうに認識してますけれども、 
1:08:49 これ比較的新しい 
1:08:53 情報なんですけれども、この 4647 ページの情報で、 
1:09:00 何を言おうとしてるのかが、 
1:09:02 私はわかるんですけど、一般的にこれじゃわからないと思ってますん

で、 
1:09:08 それに対する考察というかコメントが 45 ページの下から二つのパラグ

ラフはそうなんですけども、このパラボラの説明も、 
1:09:17 結果が書かれてるだけでですね、何をもって、 
1:09:24 支持機能をこれで 
1:09:28 また、構造強度を満足すれば問題ないという形にできるようなですね、

この説明では、とても足りないというのが印象なんですけども。 
1:09:39 ちょっとそこら辺、事業者としてもう少しこれ説明補強は、 
1:09:43 今、例えば口頭でもできますでしょうか。 
1:09:49 はい、日本例年タニグチです。ご説明した方のこの 46 ページ目でやっ

ている試験のプロットがですね、2000 を過ぎたところ、流したの横軸で
いきますと 2、 

1:10:03 を超えたところですけど、ここですぐその支持力を失っているものでは
ないですと。 

1:10:09 いうようなことで、お話をさせてもらいたかった内容です。 
1:10:13 他社の試験の結果を見ると、結構低いところにもプロットがされている

んですけれども、この低いプロットの状態っていうのでいくと、隣の 47
ページ目ですかね。 

1:10:25 試験をした時のその試験への加力パターンがありまして、その低いとこ
ろに出てるようなやつで、あんまりその地震の時のその設備の状態を、
反映をきちんとしたような、 

1:10:40 試験でのその火力状態っていうんですかねその力を加え、引っ張り力を
加えているような状態ではないので、確かにそういった力のかけ方をし
たら、 

1:10:50 どんどん、どんどん低下していくっていうのがあるんですけど、それで
あっても、すぐにその 2000 を超えたところで主力を失って、もう壁か
らボコボコと引き抜けていくみたいなことはないので、 
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1:11:01 設備としては、きちんと指示、ある程度の力では新城主事ができるの
で、そこに設備が止まっていて、重大事故への対処がそれでできるんで
はないかと考えていますと。 

1:11:13 いうことをご説明したかった内容です。正直今私申し上げた内容、この
45 ページの下には、ほぼ何も書いていない状態ですんで、ちょっとここ
はもうちょっと考えて、 

1:11:26 記載をさせていただければというふうに思いました。 
1:11:29 はい。規制庁浜崎です。おっしゃる通りでですね 
1:11:33 まず例えば 46 ページの一番上の図にしても、Ｓｓレベルですと、今考

えている範囲はこうであって、1.2Ｓｓ 
1:11:42 Ｄ、想定される。 
1:11:44 或いは今、その基準として考えている、ひずみレベルでも、またその支

持性能としては、ガクンと落ちるものではないっていう、 
1:11:55 ことがですね実験的に確認されていると、再掲論の話も先ほど岩谷さん

が言ったようなことで現実に即した実験結果ですと、 
1:12:05 いう説明があればいいというふうに一つ思いますので、その考察の考察

っていうかな、この実験、この 
1:12:16 資料から入れることを、その元としての解釈をですね、変えてもらえる

というのが 1 点です。 
1:12:23 それともう 1 点ですね私これ、前回ゆ 
1:12:29 たから言ってないかちょっと忘れてしまったんですけども、 
1:12:36 耐震 1.2Ｓｓ01 のＲ5 って今年の 2 月 24 日に、現在の方から提出されて

いる資料があります。これ今、 
1:12:49 共有ってか移すことができればですけど、 
1:12:53 つせなければ、口頭で言いますけれども、 
1:13:02 無理ダブりって言っていただければ、 
1:13:06 元ナカハマですけどあれもちょっと移すのは難しいです。はいすいませ

んそうですねそしたら後からちょっと確認してもらいたいんですが、耐
震的にＳｓ01 のＲ5 の、 

1:13:18 これ最後の方にですね、 
1:13:21 知識の支持性能に対する影響ということで、これは昔ＮＵＰＥＣがやっ

た、支持機能の試験結果を持ってきて説明が 
1:13:33 支持機能が 2000 マイクロを超えてもですね、急激に落ちるものではな

いという説明があるんですけども、だからこういう別の試験に、 
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1:13:43 の結果も含めて、 
1:13:46 さらに説明を補強ができるかなというふうに思ってるのと、 
1:13:49 あと、この資料でいいところは、その壁、或いは床との支持に関して、

具体的に磯の例えばグローブボックス、 
1:13:59 との接続の 
1:14:02 指示の方、影響だとかですね、 
1:14:06 そういった形で、要はこの施設の元の施設として、の 2000 マイクロを

超えても、こういう形で冗長性が確保できるとか冗長性を有している
と。 

1:14:18 いう考察がされています。 
1:14:20 ですから、この、こういう情報をですね元に、今回、1.2Ｓｓに対して

も、Ｃ機能は構造強度を満足すればいい。 
1:14:31 問題ないし、それが例えば 2000 マイクロを超えても、 
1:14:37 すぐ 
1:14:39 とは、赤井とかそのを損傷する相対するものではなくて冗長性を有する

と、いうことが、事業者としての見解をまとめ、 
1:14:49 述べられるというふうに、これ、この資料から理解できますのでです

ね。 
1:14:54 そういった意味で、この今回の 
1:14:57 先ほど冒頭の資料の 45 ページのところですね、現状ある実験結果の考

察に加えて、 
1:15:06 この現状のこの施設に適用を 
1:15:12 念頭に置いての考察というか、考え方ですね、考え方を示してもらう。 
1:15:19 よりわかりやすくなるかなと。 
1:15:22 今今回 1.2Ｓｓで、どういうか、設計をしようとしているというところ

がですね、わかりやすくなるというふうに考えまして、前回コメントし
ましたのですね。 

1:15:33 ちょっと今建屋側の方に関しては、4000 マイクロを超えても、急激な支
持力の低下がないだとかですねいうことをある程度、 

1:15:42 補強がされてるんですけども、 
1:15:46 設備の趣旨機能に関しては、ちょっと現状のものでは、情報というか、 
1:15:52 説明不足というふうに思いますので、ちょっとこの補強、拡充というこ

とを、 
1:16:01 記載の拡充という形でですね、必要かというふうに考えます。 
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1:16:06 ちょっとこのあたり、耐震の方ともですね、間連携して、 
1:16:12 検討してもらいたいと思いますが、 
1:16:14 事業者の方、よろしいですか。可能でしょうか。 
1:16:20 はい。日本原燃谷口です。 
1:16:22 ありがとうございます。私、以前、臼田の記憶ですけど、してる試験の

試験体の状況が、実際のうちの建屋と、 
1:16:32 一緒なんですかってちゃんとその試験結果が適用できるんですかってい

うことを書き加える必要があると思いますっていうコメントをいただい
ていた、そこのことなのかなというふうに思いました。 

1:16:45 確かにここに今きについて、どういう支持構造させるのかっていう、い
うことが今記載していませんので、ですのでその試験に埋め込んでいた
引っ張りの、 

1:16:57 自分の物の構造と、 
1:16:59 うちがつける設備の、その支持の構造が同じようなもんなんで、ちゃん

とこの試験の結果としても適用できるんですよっていうなことが、補強
できるのかなと思いましたので、ちょっとこれ 

1:17:11 吉原さん冨樫さんとか小橋さんとちょっとご相談をして、記載できるよ
うにちょっと検討させていただきたいなというふうに思いました。あり
がとうございました。 

1:17:21 はい。引地箱崎です。 
1:17:23 構造強度とともに、この支持機能の評価のベースとなるところですの

で、検討の方、お願いします。 
1:17:33 私からこの事業に関して以上になります。 
1:17:39 規制庁カミデです他、規制庁側から、 
1:17:43 十時 02 で、何かありますか。 
1:17:50 特になければ、一応、振り返っていただいています。 
1:17:58 はい。日本原燃谷口です。 
1:18:00 まず前半部分は図の移動をきちんと見分けられるようにすると、いうこ

とと、あともっと大きいのはその上流側で、 
1:18:10 整理をされてくる、その機能維持の考え方と、あと実際この 1.2 として

どういう評価をするのかということを資料に書き込む必要があると思い
ますので、 
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1:18:20 それは基本設計方針、あとその添付書類の記載の検討を展開した上で、
必要な内容をきちんと補足するべき内容を、ちょっと補足するというこ
とにさせていただきたいと思います。 

1:18:33 あと一番最後につけていた実際に支持性能のの確認でこういったことを
試験していますという考察の内容として、実際今ここに書いてあること
がそもそもどういうことが言いたいのかという考察がないことに加え
て、 

1:18:48 実際の我々の設備への適用性がどうなんだと、いうことも説明している
内容がございませんので、それをきちんと説明を加えるようにするとい
うそういった対応になるかなというふうに考えております。 

1:19:06 はい。規制庁深見です。 
1:19:08 よろしいですかね。 
1:19:11 それでは、次、 
1:19:14 地震 0002 の、 
1:19:17 1.2Ｓｓ分っていうことなので、 
1:19:21 Ｒ17 の資料でいうと、 
1:19:24 別紙 4－19。 
1:19:28 2021 辺りと思いますが、 
1:19:31 中身としてはそんなに変わってないのかなと思いますけど、まとめて事

業者から何か補足で説明することありますか。 
1:19:46 梅田タニグチです。今回、こちらの資料については特に補足で説明する

内容はございません。 
1:19:54 はい。規制庁上出です。 
1:19:57 では、まず 4 の 19 から確認というか、 
1:20:03 4－19 については、1300 ページの 
1:20:09 耐震計算の基本方針のところで先ほどお話をした機能維持の考え方みた

いなところは、結局ここにも波及してくるので、 
1:20:20 きちんと、こちらでも、上流の整理を、 
1:20:25 踏まえてちゃんと反映してくださいっていうことなんですけどそこは事

業者としても理解されてますかね。 
1:20:33 はい。日本原燃谷口です。こちらの 4 ポツ、 
1:20:37 の文書の記載として反映が必要かなと思いますので、そこはきちんと展

開をさせていただきたいと思います。 
1:20:46 はい。 
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1:20:48 古味です。 
1:20:50 あとですね、方針はそんなところで 
1:20:55 計算書の方ですけど、別紙 4－20 から、 
1:21:01 これも 
1:21:04 1.2Ｓｓの時の計算書等、 
1:21:07 Ｓｓに対する経産省の比較表の形に、 
1:21:12 していた 
1:21:13 大体対応関係も見れるようになって、 
1:21:17 いいのかなと。 
1:21:19 だけど、 
1:21:21 一応 1 件確認すると。 
1:21:24 1323 ページで、解析モデルの選定フローっていうのがあって、 
1:21:33 ＢＳＳではおんなじだから省略として五つ。 
1:21:37 このフローを使いますよっていうことが、ちゃんとその 1.2Ｓｓの方針

側に書いてあるかっていうところなんですけど、そのあたり、 
1:21:48 大丈夫ですかね。いかがですか。 
1:21:52 日本原燃のオガセでございます。ここに該当するのがちょっとごめん、

1.2 の方針でどう書いてるかぱっとちょっと出てこなくてごめんなさい
なんですが評価にあたって視点系を適切に考慮するというような部分が
該当するところですティービーのところでは少なくともそれが書いてい
るところ、 

1:22:09 今野さん、この別紙 4－2 のちょっとすいません今確認いたしますの
で、少々お待ちください。 

1:22:51 あと、規制庁カミデです。ちょっと時間がかかりそうなので、もう 1
点、スターです。 

1:22:58 どう、 
1:23:01 今度は別紙、 
1:23:04 4 の、 
1:23:06 21 か。 
1:23:08 日程、 
1:23:16 1460 ページ、 
1:23:21 辺りで、ここは、 
1:23:29 ＤＢ側だと 
1:23:32 許容限界の話が書いて、 
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1:23:36 あって、 
1:23:38 1.2Ｓｓは 1.2Ｓｓでちゃんとそれを展開伸長力展開を、 
1:23:44 記載しなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど。 
1:23:48 その辺りなんで、今、1.2Ｓｓが空白なのかよくわかんなかったんですけ

ど、説明できますか。 
1:23:57 はい。日本原燃のオガセでございます。こちらにつきましては評価方針

として、さっきご確認いただきました別紙 4－19 の方でそこの考え方が
詳細に示されている、いわゆる 

1:24:09 ごめんなさいページが戻るんですが 1301 ページなんかのところで、フ
ローで許容限界の考え方をまとめているというところでございます。Ｄ
の方では逆にこの基本方針でここまで許容限界を細かくちょっと出して
いるっていうわけではありませんので、重大事故のこの 1.2 節の評価で
はこちらに基づいて、評価をするというと、 

1:24:29 これ、あくまでこの計算書の方で新たに何ていうんですかね表許容限界
の考え方というのをまとめ直すということはしなかったというようなと
ころでございます。さらに今回修正のところとして各評価のところに青
字で書いてるんですけれども、 

1:24:43 最終的に重大事故対象にかかるところの機能の話に紐づけてですね、コ
ンクリートが落ちないとかそういったところがないことを確認して重大
事故対象に問題ないというところをきちんと書くようにいたしましたの
で、 

1:24:55 そういうところを踏まえて全体的にきちんとそういうのが守られるよう
な評価をやってそれを確認したというような計算書のつくりにしたとい
うようなそういうような意図でちょっと作ったところでございます。以
上です。 

1:25:06 規制庁、上出です。 
1:25:11 4－19 のフローで、 
1:25:15 読めますということなんですけど。 
1:25:17 フロートこの 1459 ページ。 
1:25:22 60 ページのものが全く一緒っていうわけでもないので、これはこれで先

ほど言ったように、 
1:25:31 どんな機能があって、それをどうやって満足するかっていうのがおっき

いポイントですから、1.2Ｓｓも同じように、ちゃんと表で整理をして、 
1:25:41 計算書の中でわかるように、 
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1:25:43 いう形で対応いただけますか。 
1:25:47 はい。日本原燃のオガセでございますかしこまりましたこれと同じよう

な表当然の要件、機能の要件化がありましてそっからぶら下がる機能と
そこで、それに紐づく許容限界っていうものがちゃんと整理することは
当然できますので、 

1:26:01 それをこういう表形式でちょっと横並びのＤＢのほうと取れるように、
同じような表をつけてみたいと思います。よろしくお願いします。 

1:26:09 藤規制庁カミデです。ちょっと、 
1:26:13 不安なのが、要件から展開をするっていうことだったんですけど、 
1:26:20 それはもう十時 0002 側でもう整理をすることになったので、基本的に

は 120002 で、 
1:26:31 整理をした建物構築物の許容限界、要求機能とそれに対する許容限界に

対してただ淡々と、 
1:26:42 示して、評価結果を、 
1:26:45 示すということ等だと思いますけど何か作業を考えられてますか、検討

作業みたいな。 
1:26:53 日本原燃のオガセでございます。ちょっとごめんなさいイメージといた

しまして別紙 4－19 の方での整理していたところが、要件に基づいてそ
こから教育委員会をはじいてはじき出していくっていうようなツアーは
じき出すと、求めていくというようなそういうようなところで一旦で今
そういう、 

1:27:09 この場でちょっと使ってしまったんですけれども今、上出さんおっしゃ
っていた通り牧野理事のところもきちんと定義されているところですの
でそこと紐づくような形で、表の方を作るようにさせていただきますち
ょっとさっきの言い方がちょっとよろしくなかったです。 

1:27:23 はい。規制庁、小峰です。今のところもちょっと引っかかって、4－19
で、要件から整理をしてるっていうのは、 

1:27:36 計算方法計算手法として、どういうモデルやるべきかとか、 
1:27:44 どういう手法をとるべきかっていうところは、耐震計算側の話であっ

て、そこは十時 0002 では、要件化の展開っていうのはそうではなく、
そこまではやっていないから、 

1:27:57 その部分においては 4－19 で展開してますっていうことだと思ってい
て、決して 4－19 で許容限界をまた展開してるっていう認識ではないん
ですけど、私の認識も間違ってますか。 
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1:28:11 日本原燃のオガセでございますすいませんおっしゃる通りですこの 4－
19 の方は今上出さんおっしゃったようにどっちかっつうと手法とかそっ
ちの方の話について整理しているものでしたのでちょっと協議会という
のはすいません言い過ぎでございました。教育委員会というのは基本的
に先ほどの機能維持の方の方針とか、そっちの書いてるものにぶら下が
って整理されているもの。 

1:28:31 ですので、そちらに従って作るのはすみません耐震計算書の方で整理す
るのが正解になるかと思います。 

1:28:38 はい。規制庁上出です。よろしくお願いします。 
1:28:43 あと先ほどの 1323 ページのフローの件でわかりました。 
1:29:02 ありません。橋場。 
1:29:03 星元オガセ氏、もう少々お待ちください。 
1:29:06 藤規制庁カミデです多分すぐに見つかんないっていうことは 
1:29:12 もし書いてあってもすごいわかりにくい状態っていうことだと思いま

す。で、何が言いたいかっていうとページだけじゃなくて 
1:29:21 省略してもらうことは全然構わないし、むしろ同じことを何回も繰り返

すんじゃなくて、 
1:29:27 シンプルにしてもらいたいということなんですけど、ちゃんとそのリン

クが張られてるかどうかっていうのはいま 1 度、 
1:29:36 全般的に精査をいただきたいと。 
1:29:39 いうことなので、ここに限らずですね、 
1:29:43 事業者みずからチェックをして、手当をしてもらうということを、対応

いただきたいんですけど大丈夫ですか。 
1:29:51 日本原燃のオガセですかしこまりました各評価の今ですと多分地震応答

解析の方針に該当するところがどこにあるかっていうところだと思うん
ですがそういったところの紐づけちゃんとすいません確認した上で、 

1:30:02 今後、資料上はないし、御説明の方は対応させていただきます申し訳あ
りません。 

1:30:08 はい。規制庁上出です。で、一応念のためお伝えしておきますけど、 
1:30:15 例えば、1323 ページでいうとフロー図の番号とかは、 
1:30:23 ＳＳ側の計算書では書いてますけど 
1:30:28 このずー番号を全部読まなきゃいけないかっていうと決してそういうわ

けでもないと思っていて、その辺は何だろう、大枠としてここの法人を
持ってきますって書いておけば、 
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1:30:42 自明に読めるものもあれば特定しなきゃいけないものもあるっていうこ
とで、その辺りは 

1:30:51 あまりな、なんていうか 
1:30:55 難しく考えすぎずに、ちゃんと説明ができるようにっていうことでまた

読んでわかるようにっていうことなので、その辺りはきちんと対応いた
だければと思います。よろしいですか。 

1:31:07 日本原燃のオガセちょっとすみません杓子定規に作り過ぎたところがあ
ったので、すみませんデービーの方、計算書を呼ぶときにですけれども
きちんと画面として読めるのであればあまり細かくは書かずに何ですか
ね大事なところはちゃんと概念を拾ってきてますよっていうところだと
思いますのでそこを観点で、 

1:31:25 できた適正化の方図らせていただきたいと思います。 
1:31:29 はい。規制庁深見です。よろしくお願い。 
1:31:33 私の方からは地震レベル 2、 
1:31:39 別紙 4－19 以降については以上ですけど、規制庁側から何かあります

か。 
1:31:50 特にないですかね。そうすると、 
1:31:56 あれですかね、一緒に耐震、1.2Ｓｓ－Ｎ1 やっちゃった方がいいです

か。 
1:32:05 減免としてはいいですか。 
1:32:08 日本原燃の富樫です。 
1:32:11 一緒にやっていただいた方が、 
1:32:12 次やっていただくような形でお願いします。 
1:32:16 はい。 
1:32:16 深見です。では合わせて、第一次的にＳｓ－Ｎ1 の 
1:32:22 話ですけど、事業所からは何か説明あります。 
1:32:28 日本原燃のオガセでございます一応修正の大方針だけ表紙に書いている

ところでございますけれども、基本的に評価の考え方のところなるべく
丁寧にちょっと書き直すようにさせていただきました。 

1:32:41 あとさっきすみません経産省のところでちょっと言いそびれたんですけ
れどもザ耐震駅以外の壁のところの許容限界につきまして前回のご指摘
いただいたところでは完全に鉄筋の伸びの破断のところっていうような
影響限界設定していたんですけれども、 
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1:32:55 他の耐震駅とかと同じようなディメンジョンでというような形で変形す
るのにかかるところの指標を使うことにいたしました。結果としまして
2000 マイクロ、耐震駅なりの許容限界に相当する 2000 マイクロ 

1:33:08 時に相当する、鉄筋の伸び量というのを出してあげまして、それを壁ご
とに出してあげたものを許容限界として出し直したというのが今回の資
料として大きく変えたところになってございます趣旨のご説明について
は、以上でございます。 

1:33:23 はい。 
1:33:24 規制庁カミデそれではこの資料について確認があれば、 
1:33:28 ます。 
1:33:33 はい。規制庁浜崎です。まず、今、古閑さんの方から話があった件です

けれども、 
1:33:41 お願いします。 
1:33:46 資料ですと 25 ページだと思いますが、今緒方さんも口頭で言われたん

ですけど、これだと許容限界ですね要はその 
1:33:57 せん断ひずみ、2000 マイクロ相当の軸ひずみですよね、鉄筋の。 
1:34:04 等今評価をしてますというところだと思うんですけれども、 
1:34:09 具体的にもう少しどういうやり方をしてというような記載が、これだけ

ですとわからないんで、 
1:34:19 記載の充実Ⅱは、してもらいたいと思いますけれども、可能でしょう

か。 
1:34:26 日本原燃のオガセでございますすいません先ほどの資料ですいませんち

ょっと御説明こちらからすればよかったかもしれないんですが、さっき
は地震 0002 の 1478 ページ。 

1:34:39 つまりは、結論言うと協議会についてはこちらの耐震計算書の方でその
説明を述べさせていただいているところでございます。1478 ページの一
番下の 8 行ぐらい追加したところがございます。青字で、こちらに記載
をさせていただいているところでございました。 

1:34:55 例えば何かこれよりも何かしら 
1:34:58 こういう観点でとかいう記載が必要だというのがあれば補足への反映は

必要だと思ってございますが何かしらご意見いただけますと幸いです。
はい。規制庁箱崎です。て、採用する的な話だとかその考え方が 1478
ページには書いてありますので、 

1:35:15 それをこの耐震 1.2Ｓｓ01 にも、25 ページ前後にですね。 
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1:35:22 と書いた方がいいんではないですかというコメントなんですけども。 
1:35:27 日本原燃のオガセでございます大変失礼いたしました記載する必要があ

るかと思いますのでちょっと説明のなんですかねこの補足説明資料の中
での一環で説明がちゃんと通るような形で今のハバサキさんおっしゃい
ましたように、教育委員会の話こちらの補足説明資料の方にも、 

1:35:42 計算書で書いたような内容というところをきちんと反映させていただき
たいと思いますよろしくお願いします。 

1:35:47 はい。規制庁浜崎です。記載の充実の方お願いします。 
1:35:52 それからちょっと資料ございます。すいません。規制庁上出です。今の

説明のあった許容限界の話で地震 0002 の、 
1:36:02 1478 ページですけど、 
1:36:06 要はさっき十字 0002 で許容限、機能維持とか、許容限界の話をしたこ

とと、 
1:36:16 何かそこで言っている話と、この 1478 ページの関係がちょっとよくわ

かんなくなっちゃったんですけど、ええと、 
1:36:29 これはどういうことになるんですかね十時 0002 わあ、ええ。 
1:36:38 昨日うちの方針から、 
1:36:42 話をし展開しているところであり、1478 はどっちかっていうとさっき言

った 4000 円を見据えた、 
1:36:52 中で、こういう設計をするっていう中での評価結果になってるから、許

容限界になってますから、何か同率でもないんだけど、 
1:37:04 パッといって何かこのままだと気持ち悪いなという感じがしますそのあ

たりどう考えますか。 
1:37:13 日本原燃のオガセでございます今のお話はちょっとごめんなさい失礼と

してなんですけど、Ｃ4 の 19 ですかね、のところのフロー図のところが
まず頭に。 

1:37:26 あるんだと思うんです。別紙地震 0002 の 1301 ページにあるようなフロ
ー図のところで、ザ、耐震駅以外の壁の 

1:37:36 話を書かれているところでございますけれども、これで耐震駅以外の壁
に対するところっていうのは耐震以外の壁に発生する応力に対して、確
認をするというふうなところ、青枠の下のところで書いているところで
すが、 
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1:37:50 この評価のところをやってるというのは計算書に書いているところでご
ざいますただ、あくまでその前段階のところ、上の方の永石加来の話で
ございますけれども矢羽根の三つ目ですね。 

1:38:01 耐震駅以外の壁床スラブにつきましては基本的には建物の変形に拘束さ
れますので 2000 枚くらいであれば、その大規模なコンクリートの剥落
とか設備の設定なんか、 

1:38:13 脱落に至るような損傷とならないということでこれでもってまず要件を
満足するというところについては、クリアできているというふうに考え
てございます。その下半分下の方の実際の応力評価と損傷状態状態の確
認というのは、あくまでその上の、さっき判断した要件を満たすという
ところについて定量的な観点での裏付けをするというような感じ 

1:38:33 だと思っておりますので、そういう意味では上流の方で、機能とかそう
いったところを満たすかどうかという確認はあくまで上の名が資格で終
わっていて、耐震計算書ではその確認をしているというところ。 

1:38:46 を書いているその時に使う指標としましてさっきの 2000 マイクロ神野
鉄筋の軸ひずみを使うというような位置付けになりますので、今の神谷
さんも思ってらっしゃったと思うんですけれども、一番ちょっとこの鉄
筋を 

1:38:58 伸びでやるよというのは一番下がるような情報だというふうに考えてい
るというのはこちらの作成の意図でございます。 

1:39:07 規制庁カミデです。実態として 
1:39:11 ちょっと並びが違うっていうのはわかりつつ、その上流の基本設計方針

との関係っていうのを、 
1:39:19 ちゃんと 
1:39:21 示してもらう必要があるなと思ってますので、 
1:39:25 同じ扱いであれば、簡単で、充実、0002 でいうと 62 ページの許容限

界、 
1:39:34 があって、 
1:39:36 60 になり、63 ページですかね、63 ページなのかな、建物構築物で、要

は終局耐力時の変形に云々と。 
1:39:46 十分な要員を有しということでこの展開でやってるんですっていうんで

あれば、特段説明も要らないと思うんです。で、今はそうではないんだ
という話で、これも話をしましたけど、 

1:40:02 宗教公民性ってどういう設計をするんだというところもう 
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1:40:07 十時 002 の中にちゃんと書いてもらうっていうことですからそこからの
展開で、この補助益とかはやってるんですよっていうことがわかるよう
にですね。 

1:40:18 基本方針、 
1:40:21 まずはしねえ。 
1:40:24 別紙 4 の 19Ｄわかるようにするとともに、フローもつけるんであればそ

のフローも、 
1:40:33 フローでもわかる方がいいのかな、まずあの文章できちんと説明をした

上で、シミズのフローを示すのであればそれがフローでもわかるよと。 
1:40:44 いうふうに対応いただかないと、 
1:40:47 全体としての流れが見えなくなっちゃうというところなんですけど、こ

ちらの懸念は伝わりますか。 
1:40:55 日本原燃のオガセでございますご懸念は伝わっております。ちょっとす

みません、足りないということであれば、なんですけども 1300、どこ
の、300 ページですね十分 0002 の 

1:41:09 要はフローの前のページだったんですけれども、そちらの下のところで
ですね、今私が申し上げたところのお話はちょっと書かせていただいて
いるところでございました。まさに今回下線で直させていただいたとこ
ろだったんですけれども、 

1:41:23 っていうところの段落ですね、2000 マイクロにとどまっている場合は各
部位は要件を満たすというようなところになっておりますんでこの際と
いう段落の真ん中からなんですけれども、 

1:41:35 この際今今回耐震計算書にも書いている耐震駅以外の壁と床スラブにつ
いては、この考え方の成立性をより確実なものとする観点から定量的な
確認をやるというようなことを書いていますので、一応この絵を 

1:41:49 何だろう、から落ちてきた後の、すごく違うな、この別紙 4－19 という
耐震計算の中ではこういう方針で、サブの解析をやりますよというとこ
ろを訴えているのかなというふうに考えてございます。 

1:42:00 今その前におっしゃっていた上流の方針側のところから、この前段で決
めている 2000 マイクロだったら基本的にいけてますっていうようなと
ころの説明の繋ぎはちょっと今よくないなという感じがしますのでそこ
はちょっと方針側のところと、 

1:42:15 相談して、ちゃんと繋がるように書かせていただきたいと思っておりま
すそういった対応を考えております。 

1:42:21 はい。規制庁深見です。わかりました。1300 ページのところですね。 
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1:42:28 今、耐震、耐震でオリジナルの解釈でやったような感じですけど、ちゃ
んと充実の前に書いてもらうことになったので、そこでそこで使ってる
言葉をちゃんと使ってですね。 

1:42:41 それで、耐震ではこういう評価をしますというふうにちょっと流れを作
ってもらう。 

1:42:47 ますので、どうぞよろしくお願いします。 
1:42:50 刀禰オガセです。かしこまりました言葉の上流で使っているものとのそ

ろえ含めて、再検討させていただきます。 
1:42:59 規制庁深見です。私の方から以上です。 
1:43:04 規制庁のハバサキです。今のことに関連して、 
1:43:10 1.2Ｓｓ－Ｎ1 の資料 2829 ページですね、ここも許容限界の説明が一番

最下行にあって、数値も出てるんですけども、 
1:43:23 出てるのと出てない表があるんですけども、 
1:43:27 こここれ見ると、許容限界 4000 マイクロありきで、さらに 2000 マイク

ロを下回る結果になりましたみたいな位置付けになってるんですね。要
は、 

1:43:37 あまりこういうのが独り歩きすると、許容限界も 4000 円っていうのは
もう、 

1:43:43 何ていうんすかねもう、 
1:43:44 この 1.2Ｓｓでは当たり前の世界になってしまうのは非常に問題かなと

いうふうに思ってますので、先ほど参事の方から耐震計算書の、 
1:43:56 許容限界の 1.2 とＳｓ、耐震計算書等ですね、比較表も書くようにとい

う指摘があったと思うんですけども、この許容限界の 
1:44:08 扱い、表記のについてはですね、 
1:44:12 慎重にちょっと丁寧に表記の方をしてもらいたいというふうに思いま

す。よろしいでしょうか。 
1:44:19 日本原燃のオガセでございますかしこまりましたまああの方針側での記

載も含めてのお話になると思うんですがそちら踏まえて、きちんと直さ
せていただきますハバサキさんのご認識されている通りだと思うんです
けども 2000 は、評価基準値というふうに今やっているところで、原則
として評価基準年としてやっているところでもありますのでそこがあま
り 
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1:44:39 すみません 4000 が許容限界としてっていうところがあまり耐震上の何
ですか、ノーマルな話にならないようなそういうふうに見えないような
対応というふうにさせていただきたいと思います。以上です。 

1:44:50 はい。規制庁浜崎です。検討お願いします。あと最後なんですけれど
も、資料戻って 11 ページ 12 ページ。 

1:44:59 これ前回指摘しました床スラブへの受信機、度圧の影響ですね。 
1:45:08 それに対する見解が書いてあるんですけれども、これ、 
1:45:14 文章を読むだけですと、実際、次、動圧の影響っていうのは、 
1:45:22 床の設計地震力というか荷重に対してですね、面内せん断に与える 
1:45:28 地震。 
1:45:30 自動圧或いは常時動圧の影響っていうのは小さいっていうことは、これ

なんか定量的にも抑えられているんでしょうか。 
1:45:42 日本原燃のオガセでございます。影響がないという観点でいきますと、

今書いている内容として結局今回床面、床が大きくひび割れるような、
応力のモードとして面内せん断力というようなところに着目して評価し
ているんですが、 

1:45:57 床がつまりせん断変形としてネジられるようなところの変形を起こすと
いう場合というのは、粗度圧としましては、やはり平面方向に変動圧と
いいますか、そういうようなところがかかってくる場合にはこういった
床の面内せん断に対して 

1:46:12 動圧による影響が出てくるというふうな形だというかものだと思ってご
ざいます。ですので燃料加工建屋の構造上いわゆるバランスがいいとか
変な局所的に部材が違うとかそういうようなものがありませんので、 

1:46:25 距離のある動圧がかかることはありませんので、そういう意味では、或
いは大きさがどうあれ、面内せん断力にかかる影響というのは燃料加工
建屋については影響はないだろうというようなところではちょっとロジ
ックの方を展開しているところでございました。 

1:46:40 以上です。規制庁浜崎ですけども、これ、床の設計するときに、 
1:46:46 せん断分配体積 
1:46:48 床面の 
1:46:52 荷重といいますか応力に対して設計すると思うんですけども、 
1:46:56 そのせん断分配解析のときに、地震力、 
1:46:59 以外に、 
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1:47:00 導通も考慮するというふうに思ってますけれども、まず、そういうやり
方は間違いないです。ないですか。 

1:47:29 五味土橋でございます。 
1:47:31 すいません 
1:47:33 ちょっと今私の今、 
1:47:36 言う認識です等当然ムラカミ効果とか見据えてる時に関してはその地震

力の中 2、ある意味側面からの入力っていったところでの地震力自体の
反省力みたいのが入ってるという認識でおるんですけども、 

1:47:52 ここ床の設計の問題意識の実数で地震力ながらかけていくっていう認識
があるんですけどそれにさらに、 

1:48:00 側面の動圧っていったところを床スラブ用の検討で少しかけてるってい
う今認識が少しなかったんですけども、 

1:48:08 規制庁ハバサキです。それは設計のやり方によるかもしれませんけど
も、ちょっとそれは確認してですね要は、 

1:48:17 床の設計をする上で、地震力とドアツー、 
1:48:22 分けているならば、例えば地震力とドーナツの大きさ、大小関係から、 
1:48:27 断層の影響は小さいっていうのはわかるんですけれども、 
1:48:31 今ここに書いてある文章ですと、平面的な偏りがないからドウツウの影

響はないとかいう説明は、ちょっと違う。 
1:48:40 話というふうに思いますので、ちょっと今、床の設計をどういうやり方

をしてて、実際、 
1:48:48 バスの影響ってどうアップってのは、常時経つと、診察の影響っていう

のは、床の設計上無視できると、いうことを、 
1:48:56 がいえるんならばそういう説明をしてもらいたいと思います。 
1:49:00 よろしいでしょうか。 
1:49:03 はい。 
1:49:04 はい。ちょっと市町村それぞれの設計のところを少し確認したいという

ふうに思っております。 
1:49:12 基本的に面外からの動圧の時のものっていうのは壁の検討とかでは少し

面外の検討といったところではあると思うんですが、そういった時って
こうスラグの地点っていうのはＰＴＣみたいな形の構造で、遅くてみた
いな形の方で考慮するのかなっていう認識で、今、 

1:49:29 いるんですけども、軸力みたいなもの流布 
1:49:33 するというような、熊木さんのイメージ。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:49:37 どうですかね。 
1:49:38 していた浜崎です。そのやり方にもよるんですけれども出る時もやるん

ですけども、 
1:49:43 さっきも言ったそのせん断分配解析をして、その結果に基づいて、床を

設計するときに、 
1:49:50 分配解析に考慮する荷重として、 
1:49:53 地震力、それと度圧、その大小関係で、無視する、或いは内しないって

いうことは判断できるというふうに思いますので、 
1:50:03 やり方も含めて、検討といいますか、確認をしてもらってあったという

趣旨です。 
1:50:10 はい。見通しでございます。今一度その部分ちょっと確認したいと思い

ます。 
1:50:17 規制庁浜崎です私の方からこの資料に関しては以上になります。 
1:50:25 規制庁若原他ありますか。 
1:50:34 特になければ、それでは 
1:50:38 受振 002、あと 1.2Ｓｓ0 ですか、に対して、事業者から振り返りをお願

いします。 
1:50:49 はい、Ｈ 
1:50:52 あ、はい、地震 000 につきましては別紙 4－19 のところでございますけ

れども、ここは上流側との言葉合わせでございますとか金融理事からの
紐付けという観点でのちょっと記載の追加が必要だというふうに認識し
てございますのでそちら対応いたします。 

1:51:08 経産省の方につきましてはまずの呼び込みとかそういったところの適正
化に関するところについてきちんと適正化のほうをさせていただきま
す。 

1:51:18 最後一定のＳｓのところにつきましては先ほどいただきました同斜荷重
のところの話のほか先ほどの経産省側のものとは同じですけれども、機
能維持とかの考え方からの上流からの流れを踏まえて、 

1:51:30 例えば、教育委員会の考え方をきちんとこの補足説明資料の方にも書く
とか、そういったような対応の方をさせていただきたいと思っておりま
す。主なところとしては以上の対応を考えてございます。以上です。 

1:51:42 はい。規制庁、上出です。 
1:51:46 上流との対応っていう意味だと最初のころよりは大分図られてはきたん

ですけど、 
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1:51:54 間詰めの段階ですからより一層注意化とは連携をいただいて、 
1:52:02 きちんとその綱繋がりなり流れがわかるようにということでよろしくお

願いします。 
1:52:10 他、規制庁側から何かありますか。 
1:52:15 特になければ、 
1:52:18 残りも少しなんですが一応、 
1:52:20 2 時間ほど経ってますので、ちょっと一旦休憩を入れようと思います。 
1:52:29 35 分再開で行ってよろしいですか。 
1:52:34 はい。日本原燃中浜です。35 分再開強化いたしました。よろしくお願い

します。 
1:52:41 はい、規制庁カミデそれではあのさ、 
1:52:46 ここ。 
0:00:00 はい、今回しました。 
0:00:03 江藤規制庁カミデそれでは引き続きヒアリングを進めます。 
0:00:08 次の資料は 1 番 0002 ですかね。 
0:00:16 本店何か、事業者から補足で説明があればお願いします。 
0:00:21 はい。日本原燃中浜でございます。 
0:00:24 ですね。 
0:00:26 基盤 00－02 津波 00202 のご説明に差し当たりですね、参加者の追加を

ちょっとご報告させていただきたいと思います。 
0:00:37 追加の 3 ヶ所でございますけれども、 
0:00:40 これ、 
0:00:41 金。 
0:00:42 村上。 
0:00:45 ミヤモト。 
0:00:46 カシワザキ。 
0:00:48 クドウ。 
0:00:49 ムラタ。 
0:00:51 それだけ以上が追加参加メンバーとなります。 
0:00:55 それでは一番の 00－02 から説明させていただきます。 
0:01:01 日本原燃の工藤です。 
0:01:03 本資料につきましては、7 月 8 日に提出した、地盤 0002 のＲ7 に対しま

して、7 月 19 日に実施した。 
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0:01:13 地震 0002、耐震のヒアリングでいただいたコメントのうち、地盤に関す
るものに対して反映して修正したものになってございます。 

0:01:22 主にコメントをいただいて修正したものにつきましては、Ｃ2 と別紙 4
－2 というふうになってございます。別紙の修正内容については、笠間
の方からご説明いたします。 

0:01:35 日本原燃の笠間です。別紙 2、通しページの 15 ページになります。前回
のヒアリングで、 

0:01:43 第 2 回申請と第 1 回進出第 3 回申請を、 
0:01:46 第 1 回申請と同一と書いてまして、衛藤から燃料加工建屋内に設置する

設備が、その地盤に設置されているため、2 回でも、2 番の基本、 
0:01:57 基本設計方針を示して添付書類を記載するというご説明をして、江藤の

ルールを確認するということで、 
0:02:05 ちょっとルール確認したところ、 
0:02:07 この別紙 2 の申請対象設備欄は開始やはりその申請対象設備がわかるよ

うに記載すべきということだったので、ちょっと今回、15 ページで第 2
回申請のところの申請対象設備欄について、 

0:02:21 燃料加工建屋、括弧 
0:02:24 で案内設置設備ということで建屋内設置設備が申請対象で、地盤の設計

方針を説明するという形で、ちょっと修正させていただきました。 
0:02:33 前回との設計方針添付書類の申請の、 
0:02:38 考えというのは変わってませんが、申請対象設備の明確化の修正をさせ

ていただいてます。以上です。あと別支援クドウから説明します。 
0:02:46 続きまして何限目クドウです。別紙 4－2 のうち、まず、いただいたコ

メントの回答となりますけれども、67 ページ、 
0:02:57 こちらのＭＭＲの物性値における減衰率、 
0:03:02 期待というところでございますけれども、ちょっとジャックに記載の減

衰定数と同じようなものとして扱ってございまして、 
0:03:10 前上地ＭＭＲについては、尺におけるコンクリートのＳＥ定数 5％を適

用していると、いうようなことでございます。 
0:03:18 次にＰ68 ページ。 
0:03:23 ございますけれども、 
0:03:25 設計用地下水の記載でございますけども、地下水の設計は、基礎スラブ

上端レベル以下としてございますけれども、基本的な設定としては、 
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0:03:35 地下水排水設備による排水を考慮しまして、基礎スラブ上端レベルに設
定するということで、まあいいかという記載を削除して、直してござい
ます。 

0:03:44 最後になりますけども、73 ページ。 
0:03:48 73 ページの耐震設計の基本方針に、地盤モデルの設定に関する記載がな

いというご指摘がありましたので、こちらについてはですねきちんと記
載をしてですね、 

0:04:00 添付の支持性能に係る基本方針の構成もですね整理して、修正を加えて
いるというようなところでございます。収税内容は以上でございます。 

0:04:13 はい。規制庁、カミデです。それでは確認に入ればと思いますけど。 
0:04:20 私としては、 
0:04:23 ちょっと別紙のところで確認したいなというところがあるんですが、 
0:04:28 規制庁側で、別紙 1 について何かありますか。 
0:04:36 特になければ、今ほど説明のあった別紙 2 のところで、 
0:04:42 15 ページのところの第 2 回の 
0:04:49 申請対象設備を、 
0:04:54 追加したっていう説明でしたっけ。 
0:04:59 ちょっとお願いしますはいそうです。 
0:05:02 はい。規制庁。 
0:05:06 その時に、 
0:05:10 第 3 回、第 4 回は 2 回と同一ってなってるんですけど、これって、 
0:05:18 どういう意味なんですか。 
0:05:20 人間カサモです。第 1 回申請が、燃料加工建屋を申請最小設備として地

盤を説明していて、第 2 回申請から、 
0:05:31 燃料加工建屋内の、 
0:05:33 堤内設置設備を、承認地盤を説明していくので、 
0:05:38 第 3 回第 4 回を 2 回と同一というふうに記載しました。 
0:05:45 藤規制庁カミデです。申請対象設備、 
0:05:51 自体はそれぞれ違うんだけど、 
0:05:55 建屋内に入ってる、燃料加工建屋の中に入ってますということは一緒だ

から、 
0:06:01 同一ってして、 
0:06:04 はいすいませんちょっと地盤なんでちょっとそういった記載で、 
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0:06:07 当申請対象設備をすべて書き出すわけではなく、させていただきまし
た。 

0:06:14 あと、規制庁紙ですと、 
0:06:17 まず、 
0:06:19 勤怠ってどうなんでしたっけ。 
0:06:23 金大河氏申請対象になってる機器の設計方針が、 
0:06:46 次のカサモですみません、18 ページのところに、 
0:06:51 今回申請で、 
0:06:53 勤怠と看護が出てくる。 
0:06:56 対象の金関大杉がありまして、そこで、 
0:07:00 燃料加工建屋内の、 
0:07:02 建屋内設置設備等、 
0:07:04 緊対というふうに、申請対象設備がわかるようにして記載してます。 
0:07:17 規制庁、上出です。 
0:07:21 18 ページの第 4 回でいうと、 
0:07:27 燃料加工建屋時、 
0:07:32 はい。 
0:07:33 とりあえず状況はわかりました。 
0:07:36 で、 
0:07:39 この整理は、この間ヒアリングした共通 05 っていう共通の資料がある

じゃないですか。 
0:07:48 そこで、 
0:07:52 各申請書における適合性対象説明条文の表みたいのがあって、 
0:07:59 第何回というか、大南グループの移行申請では、地盤が、関係しますか

しませんかみたいな話を、 
0:08:09 記載してもらってますけど、 
0:08:13 そこだ、そことの対応とかって今見てますか。 
0:08:20 日本原燃加茂です。 
0:08:23 私にとらモリノ座ってる者が対応してるんですけど、ちょっと、 
0:08:29 並行して作業していて、そこのマルつけところの整理が合ってるかちょ

っと私今確認できてませんので、ちょっとか。 
0:08:37 今電話で確認しますちょっとお待ちください。別のやつから進めてもら

っていいですか。 
0:08:44 はい。規制庁、菅です。わかりました。 
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0:08:50 とは言っても私の方から地盤で確認することはもうあまりなくて、他は
規制庁が、すいません、規制庁コサクですちょっと地盤というわけでも
ないんですけど、 

0:09:01 これまでのヒアリングの中で少し、 
0:09:04 前話してたところとの関係がよくわからない設備がいくつかあって、ち

ょうど今勤怠っていう話があった上に第一位、 
0:09:13 軽油塗装とかが書いてあって 
0:09:17 直接話したいのは第 1 保管校。 
0:09:20 というか貯水槽なんですけど、 
0:09:25 前話したときにＳＡとしての機能を、 
0:09:31 分類としては、関連するＤＢの機能がー 
0:09:38 Ｃクラスなのでとかっていう話をしてて、 
0:09:42 いやこれ外部ループでＳクラスなんじゃないのっていう話をした。 
0:09:47 後の対応って聞いてないんですけど、どうなってます。 
0:09:57 表現のカサモです。衛藤。 
0:10:00 医長菅顧問。 
0:10:03 耐震クラスの対応ってことです。すいません。ちょっと今、 
0:10:08 長橋野。 
0:10:10 認識がなくて、 
0:10:13 今、イシハラもいなくなったんでちょっと確認させてください。 
0:10:17 すいません、補足です松坂イシハラさんが席を外されたというのは、 
0:10:23 すみません、 
0:10:27 あれなんですね瀬川さんもあれですよね。 
0:10:31 最初リーの方だ強い、 
0:10:34 コロナで在宅だしというところで、 
0:10:39 連絡がつきにくいんだと思うんですけど、 
0:10:42 そこの扱いによって大分 
0:10:45 話が、 
0:10:47 売れるところもあると思うので、できれば、今日のうちに状況を、何ら

かお聞かせいただければなと思いますのでよろしくお願いします。 
0:10:56 宮野笠間です。今から確認して、ちょっと津波の通りも回答させていた

だきます。 
0:11:04 はい。よろしくお願いします。 
0:11:09 規制庁上出です。あと特にないと言った後に思い出したんですけど、 
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0:11:15 時間っていう意味で、先ほどまで話をしていた 1.2Ｓｓの方で、 
0:11:24 評価としては、極限支持力ゾーンに対して確か確認はしていたと思うん

ですけど、 
0:11:31 基本方針かで地盤工しますみたいのってあんまり書いてなかったような

気がするんですけど、何か。 
0:11:38 認識されてる方いますか。 
0:12:00 上下カサモです。ちょっとちょっとお待ちください。 
0:12:16 規制庁カミデちょっと休憩が大分減ってきてしまったような感じがしま

すので、 
0:12:24 他、一番、 
0:12:26 地盤としての、 
0:12:28 クリーン事項。 
0:12:29 みたいなものが、しゃべり方いたら撤回します。 
0:12:33 ちょっとといったあれですけど規制庁ハバサキですけれども、 
0:12:38 先ほど口頭で説明があった 67 ページ。 
0:12:45 減衰率の話が、用語の使い方なんですけども、 
0:12:49 これは事案に減衰率という表記があったから、ここでも減衰率にしたん

でしょうか。 
0:12:59 辨野クドウです。こっちは組み合わせがですね、減衰定数という記載に

なってございますけれども、 
0:13:07 許可の段階からですね、減衰率というような記載にしてございますの

で、ちょっと同じ意味を成すものとして、元整理というふうに書かせて
いただいております。市長浜崎です。やっぱ、 

0:13:19 との連続性ということで、現実にしたということで理解しましたが、 
0:13:27 はい、規制庁コサクです。それであれば、契約に基づき設定だと言葉が

足りなくて、 
0:13:33 契約の減衰定数に基づき設定とか、注釈でもうちょっと書くとか、何か

考えた方がいいんじゃないですか。 
0:13:40 2 点目です。今小阪さんおっしゃった通りに、少しちょっと境界の記載

から変わってしまうんですけどそこはちょっと、次が基づく減衰定数に
基づき設定という記載に改めさせていただきます。 

0:13:55 はい。規制庁浜崎です正確な記載の方ですねしてもらえればという。説
明をしてもらえばというふうに思います。 

0:14:03 ちょっと私からは以上です。 
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0:14:13 はい。規制庁カミデです。他ありますか。 
0:14:19 となければ幾つか事業者玉を持ってますけど、何か返せるものあります

か。 
0:14:34 店長、カミデです。日本原燃聞こえてますか。 
0:14:38 はい。日本原燃です。もう少々お待ちください申し訳ございません。 
0:14:44 はい。さ規制庁の岸野です。まだ時間があるということで 1 点だけ教え

てください。前回のヒアリングで備考欄にですねもう、 
0:14:54 今回の申請建屋について、どういう場合に有効量解析をやるとかいう説

明はちょっとへんちくりんな説明があったように思ってて、一応それが
なくなったようなんですけど、どのような形で修正をされたのかってい
うのちょっと修正箇所も含めて教えていただいてよろしいでしょうか。 

0:15:25 このようになってすいませんもう一度記者さん質問していただいてよろ
しいかちょっと周りがちょっとうるさくてですねちょっと聞こえなかっ
たもんですから。はい。規制庁西野です。 

0:15:36 前回のヒアリングで、各表の備考欄にですね、僕今回の燃料加工建屋の
その液状化の検討方針について、ちょっとおかしな記載があったと記憶
しています。 

0:15:50 それはおそらくなくなったんだと思うんですけども、どの箇所だったか
も含めてどのように修正されたのかご説明いただいてもよろしいでしょ
うか。すいません理解しました日本のミヤモトです。明日ですね、別紙
の 2 で修正したものをちょっと出させていただくんですけど。 

0:16:08 4 の方から、4－5 で出してたちと基本方針の 4 の方で出さしていただく
んですけど、基本的に何か敷地内で、 

0:16:20 もう、私、 
0:16:25 液状化を、非液状化は、実施しないんだけど、 
0:16:32 開き液状化は後日、 
0:16:38 どう、どこへ直したかな。瀬戸三代です。はい。すいませんちょっと質

問するタイミングが不適切だったのかもしれません。明日の説明範囲の
中でしたっけ。 

0:16:48 私が勘違いしたちょっと修正したものをですね出してますんで、このヒ
アリングで扱うということですね。はい、わかりました。はい、じゃ
あ、その際に確認させていただきました。すいません。はい。ありがと
うございます。 

0:17:10 はい。規制庁、カミデです。 
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0:17:14 事業者の方、助教いかがですか。 
0:17:26 規制庁カミデです。日本でには聞こえてますか。 
0:17:29 はい。日本年齢です。阿部さんの声が主、若干小さくて聞こえづらいん

ですけれども申し訳ございません。もう一度お願いいたします。はい。
規制庁上出です。 

0:17:42 回答の準備状況いかがでしょう。 
0:17:46 取り上げの加茂です。一番の支持力度に、 
0:17:51 水稲、 
0:17:52 元常務、基本設計方針、 
0:17:56 32 ページから、 
0:17:58 32 ページ。 
0:18:00 衛藤。 
0:18:01 うん。 
0:18:02 本文では記載なく、 
0:18:05 別紙 4－1。 
0:18:07 別紙 4－2 での、 
0:18:10 白クドウっていう 
0:18:12 記載がない状態で今計算書に、 
0:18:18 耐震設計の基本方針、 
0:18:20 34 ページですね。 
0:18:23 規制庁カミデすみません、今、何の資料の話をしてますか。で、質問も

幾つかあったんですけど、どの話ですか。 
0:18:33 副原子力クドウ 
0:18:36 について、 
0:18:37 江藤中設計方針をどこで読むのかっていう質問があったと思ってました

日本原燃カサモです。規制庁カミデです。確認したのは、1.2Ｓｓ数にお
いてどうなんだっていうことなんですけど、認識合ってます。 

0:18:52 すいません人間カサモです。認識が合ってませんでした。 
0:19:01 うんトガシでございます。1.2 側なんですけども今、記載としてありま

すのが別紙 4－2 といったところで、先ほど 5－1－1 の 
0:19:11 4－4 といったところの、地震起因する重大事故に対する施設の耐震設計

といったところで、今日ご議論のあった部分の 103 ページでございます
けども、 

0:19:22 こちらの方の（7）番、 
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0:19:24 のところに、今、地盤として、接着に対する重要な姿勢の有する地盤に
設置すると、いうような記載の方を、 

0:19:36 さしていただいてございます。 
0:19:39 あと、規制庁カミデです。資料名と、ページ番号もう一度を教えてもら

っていいですか。 
0:19:49 資料といたしましては 
0:19:52 十時 0002 の別紙 4－2。 
0:19:58 こちらの方の 5－1－1－4－4 の資料の、 
0:20:05 303 ページですね。 
0:20:11 の（7）、こちらの方に今、1.2 倍の地震力が作用した場合においても接

地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置するというような記載
もさせていただいてございます。 

0:20:23 はい。 
0:20:26 規制庁カミデずまずわかりました。はい。 
0:20:31 ありがとうございます。 
0:20:35 その他、 
0:20:37 耐震クラス、耐震クラスというか、 
0:20:41 貯水所の重要度分類、施設区分かな。 
0:20:46 の話とか、あと何でしたっけ。 
0:20:52 日本原電カサモです。 
0:20:54 衛藤疏水城野。 
0:20:56 耐震クラスの話は今ちょっと石原からの連絡を待ってますと私が答え、

あともう一つの、 
0:21:02 別紙 2 で、 
0:21:03 地盤を、 
0:21:05 議会申請参加申請 4、4 回申請。 
0:21:08 建屋の設置設備で対象にしてるっていう検討をＩＩシリーズにつけて

る。 
0:21:13 革新性開示の 
0:21:15 一番の、 
0:21:16 丸付けが今、2 回申請。 
0:21:20 移行地盤全部バーにしてまして、この別紙とろ 
0:21:26 を通知図につけてる適合の考え方がちょっとそこがありました。 
0:21:31 今、 
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0:21:32 共通につけてる地盤の適合の考え方を 2 回以降も対象というふうに直す
ことで調整しようと考えてるんですけど。 

0:21:43 それで私はおかしくないと思ってるんですけど。 
0:21:46 亀田さんの 
0:21:48 お考えをお聞かせいただければと思います。 
0:21:50 藤規制庁カミデです 
0:21:54 他の条文と同じように丸を付けるっていうのもちょっと違うのかなと思

ってまして、 
0:22:02 ほか、これ、こういう悩みってあれですか、地盤だけですか。 
0:22:09 津波も若干ありそうだけど何か津波わあ、今別紙 5 の表では、いなくな

ってて、 
0:22:19 なんか地盤は、全く関係ないんだけど、かといってその時に、地盤の 
0:22:25 計算書が出てくるわけでもなくと。 
0:22:29 いうような状態なんですけど、そういうステータスのものって他ないん

ですかね。 
0:22:39 日本原燃の谷口です対応分ですいません。まずさっきご説明した共通 05

ついている、各申請回次で、どういったものを入れるんですかっていう
ところ。 

0:22:50 確かにその地盤のところ今全部バーに入ってます。これ横並びにすると
いうよりは、見返さ部会のところには、この表でいうところで三角って
結構 3 月で変更なしなんですけど、 

0:23:03 総務局っていう記号がつくと思います。そこで出てくる設備たちが指示
される分は、燃料加工建屋の下の地盤なんで、第 1 回で説明してるもの
と同じですっていうので、変更なしがつくと思います。 

0:23:16 最後の第 4 回のところだけは共用設備で、今度別の建物に置くよってい
うのが出てくるので、ここが変更ありっていうことで、丸が作ってい
る、そういう表に、 

0:23:29 うつ 05 の方が変わるのかなと思いました。他にこれで、 
0:23:34 の影響影響というかこういう同じようなことしないと。 
0:23:38 いけないのがあるかというと、もうぱっと見えたら隣の地震なんですけ

ど自身はもう申請設備があるんで、全部もう申請していきますねってい
うので下階し、 

0:23:48 丸があるので、 
0:23:51 それ以外のところで、 
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0:23:53 そういう違いがあるやつって、 
0:23:56 規制庁コサクですけど、外部衝撃とかじゃないですか。 
0:24:01 愛称解消ちょっとお待ちくださいね。 
0:24:07 外傷外傷は、1 個で新規になるやつについては、まとめて御説明がとい

うので、2 回も 3 回も 4 回も 1 更新機能。 
0:24:18 そのものは 0 で、向こうの方はもうすでに第 1 回で説明してるんでとい

うので、今、表でいくとバーが今入っています。 
0:24:28 この場も今のお話してる中で僕が今思うと、三角が正しいのかなと思い

ましたけど、そんなところかなと思いました。 
0:24:36 はい、規制庁コサク出そうだと思うのでそちらも展開を、 
0:24:40 同じようにしないといけないのかなと。 
0:24:43 いうところですかね。そうですねはいわかりました。他の条文も同じよ

うな考え方で説明をやってるやつは終わってるからバーではなくて終わ
ってるから変更なしなんで、 

0:24:53 山岳ですって、そういう整理が、 
0:24:57 いるのかなと思いました。 
0:24:59 はい、規制庁コサクですそうだと思いますちょっと悩ましいのが、火災

溢水有井について、 
0:25:08 個別の溢水なんかはしそうかなと思うんですけど火災は 
0:25:14 方針で語っていて、 
0:25:16 あとは評価は最後でっていうところで自分自身は点点っていうのはあり

そうな気はしつつ、 
0:25:25 でも逆に、溢水工場で、 
0:25:28 と言いつつ、いつあれかなっていうのは被水対策なり何なり、自分でや

ってれば回るでしょうし、 
0:25:35 そういう個別の対応は特にないものは三角かもしれないなと。 
0:25:39 いうところだったり火災の方も、ハイカー材料を使ってますみたいなこ

とで入ってますっていうものは 0 なのかもしれないけど、 
0:25:51 そういうのがなければ参加かもしれないというところでちょっと考えを

もうちょっと整理をして説明いただけるといいかなっていう感じです
ね。 

0:26:01 はいわかりました日本インター隣接の火災の方はですね、全部に丸が入
ってます。これ多分ですけど、たまたま全開時で、いろんな設備違う設
備が出てくるから、多分、 
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0:26:13 三角悩まないで、遅れてるんだと思いますんでちょっとそういったおん
なじ考え方で、記号統一できるようにちょっとここを考え方整理して、
改めて表を綺麗にさせていただければと思いました。 

0:26:30 はい。規制庁細木ですよろしくお願いします。 
0:26:34 規制庁カミデですちょっと私の共通 05 の表の見方が違うのかもしれな

いですけど、三角って変更なしなんですけど、これって、 
0:26:44 既認可から変更がないから特段説明が不要ですということじゃなく、 
0:26:50 ことじゃないのかなと思ったんですけど、そうではないんですかね 
0:26:55 第 1 回で説明済み。 
0:26:57 でそれに包含されるようなものを三角。 
0:27:04 はい。日本原燃谷口です。こちら、 
0:27:08 叔父整理してたときは、 
0:27:11 そういったことではなくて、 
0:27:13 その委員会からに対して変更があるかないかを整理するものでなのでこ

の表第一グループっていうのが、縦軸にいないんですよ。なんでそこか
らの変更が、 

0:27:24 あるかなしか、そもそも説明する回答があるかないかっていう、そうい
う整理をしてたように、よくしてます。 

0:27:33 はい。規制庁上出です。わかりましたそれであれば三角ニッチ番につい
ては三角が増えるんだなと。 

0:27:42 いうことがわかりました。 
0:27:45 で、ちょっと派生して聞いて申し訳ないんですけど。 
0:27:48 第 6 条の、 
0:27:51 あの時耐震ですけど、 
0:27:53 第 4 グループの日光変更がバーになっていて、 
0:27:58 これはあれですよね他のところを見ると、粉末缶だとか、貯蔵容器とか

ってあるんで、 
0:28:08 固定してないものだから、耐震で見るものじゃなくてっていう、そうい

うことでバーになって、 
0:28:14 どうですかね。 
0:28:21 日本原燃谷口です。 
0:28:24 これ、 
0:28:26 どういう。 
0:28:27 イトウなのかな。 
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0:28:30 私ぱっと見て思ったのは、これ 
0:28:33 2 項で申請をするんですけど、市登録が最初李さんの 
0:28:39 設備になりますんで、 
0:28:41 私てっきりそういう意味なのかなってちょっと思っちゃったんです。 
0:28:45 なんでちょっとこれは、 
0:28:47 確認をさせてください。 
0:28:50 はい、どうぞ。規制庁小峯です。粉末缶は何かそんなような整理だった

気もしますけど、貯蔵容器もそうでしたっけ。あとあの、 
0:29:01 まあちょっとしゃべっていただいて整理してもらえればと思う。 
0:29:05 春日。 
0:29:06 それとあと、 
0:29:09 そうであれば要は耐震と関係ないんであれば多分五条も、そこは三角じ

ゃなくてバーになることなの場になるのかなと思いましたので、 
0:29:20 整理をいただいて、 
0:29:22 また、 
0:29:24 きちんと反映していただければと思います。 
0:29:29 やはり日本原燃谷藤さんありがとうございますちょっと確認をさせてく

ださいって改めて整理をして、ご説明できるようにしたいと思います。 
0:29:38 はい。 
0:29:41 そうですね。よろしくお願いします。 
0:29:45 あとさっきの、 
0:29:46 耐震施設区分の件、貯水槽の件っていう、 
0:29:51 何か連絡つけましたか。 
0:29:54 これますけど、日本原燃の藤野ですけども、耐震、耐貯水槽とこの耐震

設計ですけども、この間の地下水排水設備のヒアリングの中で出たコメ
ントですね、指摘事項を踏まえまして、 

0:30:07 Ｓクラスとしてですね耐震設計見直して今対応していく方向で調整に入
っています。 

0:30:17 規制庁コサクです。わかりましたそこらへんはいつぐらいに、 
0:30:21 説明をいただく感じになります。 
0:30:23 ちょっと最初にもメンバーかけたりするので別途ちょっと調整さしても

らいますけどそのあたりは少し話した中では説明としてはできるんです
が資料に反映したりというところをちょっと調整して、 

0:30:37 また事務局経由でも連絡させていただきたいと思います。すいません。 
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0:30:42 はい。規制庁コサクです。全般的には、 
0:30:46 今週ヒアリングしたものの対応で、1 日 2 日に資料提示をしますという

ふうに言われてたんですけど、その中に入ってくると思っていいですか
ね。 

0:30:59 その中に入れるように調整したいと思います。 
0:31:02 はい、規制庁コサクですよろしくお願いします。 
0:31:09 規制庁、上出です。 
0:31:12 そういう方向で、 
0:31:15 作業してもらってという。 
0:31:17 一方で明日もうその話が少しするのかなと思ったんですけど、 
0:31:24 再処理におい案と明日話ができればと思いますが最初においては、 
0:31:32 安全冷却水系の代替でしょみたいな話になれば手数相当とか常設耐震重

要重大事故等対処設備というせ整理なのかもしれないですけども、普通
は、 

0:31:45 じゃあどうなんだっていうと、最初に整理を受けて合わせますってそん
な感じになるんですかね、今答えられますか。 

0:31:56 日本原燃谷口です。社内で整理をしていた時に、 
0:32:01 考えていたのは、それぞれの施設で、その設備に対する要求が異なって

いて、 
0:32:08 税所さんはそんなことで事故のときに使わないといけないんでというこ

とですぐになろうかと思います。一方で今のＭＯＸでは想定している事
項の中で貯水槽を使うシナリオっていうのが出てこないと、 

0:32:22 いうふうなことですので、整理としては、 
0:32:24 うちは設備としてＣだっていうことを言うんじゃないかなと思っていま

した。 
0:32:33 藤規制庁コサクです。すいません。確かにそうだなと思いつつなんです

けど。 
0:32:39 保管庫としてはどうなります。 
0:32:43 はい谷口です保管庫のですね、対応としては、Ｓ、Ｃクラスだからその

ＤＢとして要求されてるのが、ＣクラスなんでＣですとか、ただし、 
0:32:54 それは当然、重大事故のときに、今発揮できないといけないんで、 
0:32:59 1.2Ｓｓって、そんなことになるんじゃないかなって思いました。すいま

せん規制庁コサクです。 
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0:33:05 ＤがＣなのでっていうそもそもＤＢって何ですかっていうところなんで
すけど。 

0:33:12 保管庫に奥野って何っていうところなんですが、 
0:33:18 何ですかね、ＳＡ対象。 
0:33:22 優等ええか。 
0:33:27 閉じ込め機能の喪失っていうことなので閉じ込め機能ってＣでしたっけ

みたいになっちゃうんですけど。 
0:33:41 はい。日本原燃の谷口です 
0:33:47 ＤＢとして想定している事項。 
0:33:52 うん。 
0:33:54 あれが何かしてくれるかっていうと、何も機能ないんだと思うんです

よ。いや、すいません。はい。 
0:34:01 コサクですけどタニグチちょっと考えが違って、 
0:34:04 ＳＡ対策がＤＢのときにどう機能するか。 
0:34:10 いうことでクラス分類をするのではなくて、 
0:34:13 ＤＢの機能が総合したときに、 
0:34:16 それを代替するように清設備があるというときの、そのもとの機能喪失

を想定するものの重要度分類に合わせますよということなんですよ。 
0:34:27 大枠でいうと、ＭＯＸのＳＡ対策っていうのは、閉じ込める機能の喪失

に対する対策なので閉じ込める機能が、重要度分類でどうなってますか
っていうのが大枠なんですね。 

0:34:43 ただ、閉じ込める機能っていうのは、いろんなものがあって、それにつ
いてそれぞれどう考えますかっていう整理が必要ということだと思うん
ですけど。 

0:34:53 その中でＳＡの保管庫に入れるものって何ですかということの話をして
いただく。 

0:35:02 ていうことなんですよね。 
0:35:04 ちょっと細かなところ全部言うのもあれなので、まず今の話からすると

保管庫に何入れるん。 
0:35:11 ボックスとしては何が入るっていうことなんでしたっけ。 
0:35:16 日本原燃谷口です。 
0:35:19 聞いていたのは、 
0:35:22 非常用の 
0:35:24 電源になる設備、 
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0:35:26 だと聞いてたんですけど、多分、閉じ込めっていうのでいくと、 
0:35:31 これなんか、 
0:35:32 別に、 
0:35:33 必要なんじゃないかって今聞いてて思ってました。 
0:35:38 ちょっと何が生きるか、おっしゃられてるように、 
0:35:42 の機能を、 
0:35:43 そういうやつなんかっていう、ちょっと頭で整理をしています。すいま

せん、発電の中間で、そもそものＤＢの事故なんか対応するのかなっ
て。 

0:35:53 いうちょっとそっちの整理で入っちゃってましたんで、ちょっとそこは
すみません、確認をしておきます。明日のちょうど地震 000 にあります
んで、ちょっとその中でお話させてもらえたらいいかなって思いまし
た。 

0:36:06 はい、規制庁コサクですよろしくお願いします特に 
0:36:10 実用炉の場合は機能喪失との対応関係結構明確なんですけど、 
0:36:16 ＭＯＸの場合は、そもそもの閉じ込める機能っていうのも曖昧ですし、

対策もいろいろと直接の機能のバックアップというよりは、手を変え品
を変え、 

0:36:29 対応しているので直接っていうのがなかなか難しいものもあってです
ね、その時にどういうふうに適用していくんだっていうことになるかと
思ってます。 

0:36:39 直接の 
0:36:42 本当の直接的だとＤＢ設備ないんですけどみたいなものがあるので、そ

こも含めて明日議論ができればと思います。よろしくお願いします。 
0:36:51 はい、梅谷です。ありがとうございます。ちょっと社内で整理をさせて

ください。ありがとうございました。 
0:36:59 規制庁、上出です。 
0:37:03 一応これで一通りですかね。岡地盤関係で規制庁学会ありますか。 
0:37:11 となければ、いささか地盤からは微出したところもありましたけど振り

返りをお願いします。 
0:37:20 辨野工藤です。地盤 0002 ですけれども、修正としましては、別紙 2 号

を申請対象設備をちょっとこちらの整理結果、 
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0:37:30 反映して修正したいと思っております。また別紙 4 の減衰率につきまし
ては、ＪＡＣの減衰定数に基づいてっていうところで、音響整理、記載
するというふうなところでございます。以上です。 

0:37:46 藤規制庁カミデです 
0:37:49 別紙 2 っていうのを、別紙 2 を綺麗にというよりはそこと、ちゃんと共

通 05 との関係をちゃんとして、共通 0 本ちゃんと作ってくださいね
と。 

0:38:00 いうことです。藤ほか先ほどお話をしていた貯水槽のところですとか、
は明日また話をしてもらうと。 

0:38:13 というところですかね。はい。よろしくお願いします。 
0:38:19 はいすいません全体的な整理申し上げた遅れてすみませんでした。今お

っしゃっていただいたように共通の 05 の資料の整理と、あと浅野町水
槽とあとはＭＯＸで考えるその貯水槽の考え方をきちんと整理をして、
明日議論できるように準備したいと思います。 

0:38:38 はい。規制庁、神です。 
0:38:40 それでは、最後ですかね、津波の 0002 ですけど、これもあまりないと

思いますけど何か説明はありますか。 
0:38:53 はい。日本原燃村上でございます。津波の 00－02 につきましては前回

6 月 24 日にある 4 のお話をご確認いただいて、概ねまとまったものと考
えておりますんで、 

0:39:04 今回ですね資料をちょっと最終的に取りまとめに向けて、記載を再精査
していく中でですね技術基準規則における要求との繋がりが、 

0:39:13 もうより明確になるように非常に細かい部分の記載の適正化或いは充実
を行ったものでございます大きなところは変わってございません。以上
です。 

0:39:27 はい。規制庁カミデそれでは規制庁は何か確認がありますか。 
0:39:39 と規制庁カミデすみません、私が今、 
0:39:43 資料をちゃんと開けてないんですけど、少々お待ちください。 
0:39:55 規制庁上出です。確認したかったのがその 30 条側との切り分けがちゃ

んと本文で見えてますかっていうところなんで、 
0:40:06 けど、 
0:40:09 今、6 ページを見る限り、 
0:40:13 何かあんまりどっかに飛ばしてる感じがしないんですが、 
0:40:22 これはどうなってますか、というか、 
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0:40:28 設置場所、 
0:40:30 あれですよね、30 条でっていう整理に、 
0:40:34 したんですよね、今日の話で。 
0:40:38 日本原燃の村田でございます。 
0:40:42 長田清野筧の話は今日午前のヒアリングのところでもちょっと議論があ

ったところかと思うんですけども、実態といたしましては津波の分岐を
設計方針のところで、 

0:40:54 可搬型につきまして保管場所については、要はこういう高い位置に置く
ということを宣言していると。で、シミズの据付けの話に関しまして
は、許可の時には、添付書類 5 の欄です。 

0:41:07 とかですね今、中垣っていうところで許可の添 5 で記載をしてたところ
なんですけども、こちらについては 30 条の方の記載の方に飛ばすとい
うことで、 

0:41:19 9 ページの別紙 1 の②ですね、 
0:41:23 ＳＡダイエット 7 月 3 番荘司結びつく話について、30 条に飛ばすこと

で、ちょっと津波の条文側には記載をしないということで、書かせてい
ただいてるというのが援助になります。以上です。 

0:41:38 規制庁、上出です。 
0:41:41 状況はわかりましたけど、 
0:41:45 28 条としては、ＳＡ設備全体に対して、 
0:41:50 要求がかかってるっていうことなので、 
0:41:57 本文上でもですね、 
0:42:00 この他設置ですかね、過半を設置する場所については、30 条で説明しま

すというリンクを貼っておいていただければ一応全体見れるかなと思い
ますけど、よろしいですか。 

0:42:15 日本原燃の室田でございます承知いたしました。当間他の条文のところ
にこういう内容飛ばしますという記載とか条文のところでも、書きぶり
で記載してるものもあると思いますので、ちょっとそういった書きぶり
も参考にしながらですねちょっと、 

0:42:29 可搬型の主事の末次の話についてはピンポンで、そっちで読めますとい
うことが明確となるように、記載をちょっと検討させていただきたいと
思います。以上です。 

0:42:41 はい。規制庁カミデです。で、 
0:42:44 あとですね、 
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0:42:47 冒頭、安全機能を有する施設と重大事故と対象施設はっていうことで、
これ全体変えてもらって、 

0:42:57 ただ、これから防護する施設は耐震重要施設、 
0:43:03 及び、 
0:43:05 重大事故等対処施設にしますと、 
0:43:09 いうのがこれ許可から整理で防護対象。 
0:43:16 示している。 
0:43:18 いうことなので、 
0:43:20 これでいうと全体から言うと、安全機能を有する施設のうち耐震重要施

設以外の、 
0:43:27 施設に対してどうなんだっていうのが、見えなくなってるような気がし

ますけどそれって何か手当してるんでしたっけ。 
0:43:39 日本原燃の村田でございます実態としては特に今、設工認の基本設計方

針或いは添付書類上で、手当できている状態にはなってないと。 
0:43:51 ここ耐震重要施設Ⅱに許可の段階から限ってるところにつきましては、

今回この解説っていう、右側に 
0:44:00 6 ページの絵と青字のところで等の解説っていうところで、事業規模、

許可基準規則等の 
0:44:07 補足説明ということで、ボックスの許可規則、解釈ですと 0 の規則解釈

を参照しておりまして、その辺りも踏まえて、津波評価上、 
0:44:18 重要性とＳクラスに属する施設用のものを、十分高い位置に設置すると

いうことで、許可段階から最終施設としておりましたので、ちょっと現
状としてはそれをそのまま記載として踏襲してるっていうものになりま
す。 

0:44:40 と規制庁カミデです。 
0:44:42 設計基準対象施設の安全機能を損なわないよう、 
0:44:47 Ｓクラスに属する施設をっていうのが、 
0:44:53 これがあれですか発電所の 3、 
0:44:56 ものを参考にしてっていうことですか。 
0:45:01 はい。日本原燃の室田でございます。発番防の規則解釈には別記 3 がご

ざいまして、再処理とかの別記 3 とかともホームに多様な 
0:45:13 あれなんですけども、この設計基準対象施設の安全機能が損なわれない

ものでなければならないっていうのを満たすためにこういうことを検討
しなさいっていう中で、 
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0:45:22 当間Ｓクラスに属する施設を設置された敷地に基準津波による遡上は到
達流入させないことと、炉規則ですね、その基準津波による遡上がって
いう書き方とか、 

0:45:34 をしているので、一番今ちょっとこの箱書きのところに持ってきてるわ
けではないんですけども、趣旨としては同様なことで記載してるってい
うことで、ちょっと今記載させていただいてます。 

0:45:44 はい。規制庁カミデです。 
0:45:48 その辺は 
0:45:51 単純に解釈に書いてあるからこれでいいんだと言ってもなかなか納得し

づらくて、実態上として、ＭＯＸ施設の場合耐震重要施設を、 
0:46:02 守れば、安全機能を有する施設全体が本当に大丈夫なよう、基礎、 
0:46:08 に対して本当に大丈夫なのっていうところをちょっと説明いただきたい

んですけど、どうですか。 
0:46:18 日本原燃笠間です。 
0:46:20 藤。 
0:46:21 技術基準も、 
0:46:23 7 町の記載で、 
0:46:26 安全性が損なわれる恐れがないものでなければならない。 
0:46:32 その解釈として、安全性が損なわれないためには、 
0:46:37 耐震重要施設、 
0:46:39 津波から防護するっていう、 
0:46:41 記載されてます。ここ、安全機能を 
0:46:46 このように書いてしまうと、 
0:46:48 そのすべての施設を、 
0:46:50 もらわないと、安全機能が損なわれてしまうので、 
0:46:55 隣、 
0:46:57 使うところ、逆流高なんかも、 
0:47:01 改正喪失感とかが津波によって壊れるっていうことが、 
0:47:05 安全性は損なわれないんですけど安全機能が損なわれるっていうことに

なってしまいます。で、今、外部衝撃とか、もう、 
0:47:13 安全性と自分の技術基準が書かれてるんですけど、現状の基本設計方針

としては、安全機能を損なわれないっていうふうに日本原燃としては記
載して、 
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0:47:23 防護対象施設として選んだもの以外は、修理等交換等で対応するという
基本設計方針を記載させていただいてます。ただちょっと津波について
はこの海水放出管の 

0:47:36 壊れた場合の、 
0:47:38 その修理交換というのが、 
0:47:40 難しいので、ちょっとここは安全性を損なわれないっていう技術基準通

りの言葉で、 
0:47:47 あと技術基準の解釈で盛るべき施設となっている耐震重要施設っていう

形で、基本設計方針を変えたっていう。 
0:47:56 のが、今の記載です。衛藤崎山さんがおっしゃった、それで守れない施

設があるんじゃないのっていうのに関しましては、 
0:48:05 やっぱ改正皇室間が、津波で絶対壊れないとは言えないんですけど、そ

の逆流を考慮して、衛藤、 
0:48:13 施設に影響ないようにするっていうのは秋葉から書いてまして今も基本

設計方針に書いていると。 
0:48:18 現状の説明になってしまいましたが、以上です。 
0:48:23 藤規制庁カミデです。 
0:48:26 今説明ありましたけど、外部事象とおんなじ考え対応してもらえればい

いんじゃないかと思ってましたけど、 
0:48:38 津波は外部事象と一緒にできないんだっていう整理が、 
0:48:43 何とも理解しがたい。 
0:48:46 そうです。修理交換ができないんだったら、外部事象だって、 
0:48:53 絶対大丈夫っていう確認はしてないはずで、 
0:48:56 防護対象以外のものは機能は喪失するんだけど大丈夫です。 
0:49:02 その中に嘉陽大塚もあってっていうことで何か非常に矛盾を感じるんで

すけど、そうです。 
0:49:12 連絡した方ですと、確かに真壁さんおっしゃる通り、 
0:49:15 外部から部次長でも、喪失したことを確認してその機能が問題ないこと

を確認するっていうものもありますんで、津波でも、 
0:49:24 同じ記載は、 
0:49:26 あろうと考えましてちょっと検討します。 
0:49:31 はい。規制庁上出です。同じことだと思いますし、 
0:49:36 その状況においては 
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0:49:41 さすがに工程はもう動かせないでしょうけど、そういう話も外部事象で
はフォローして、 

0:49:48 思いますので、 
0:49:50 同じような考え方で基本方針にどこまで書いて添付 2 どこまで書いてっ

ていうのも、 
0:49:55 外部事象を参考に整理ができると思いますので、そういった形で整理い

ただければと思いますが、 
0:50:04 よろしいですかというか、持ち帰りますかっていう話ですけどどうです

か。はい。二宮でございます。ご指摘を踏まえまして、ちょっと他の今
耐震重要施設以外の、 

0:50:17 安全機能を有する施設の範囲のところについて、 
0:50:21 部分の映像会社とかそういったところの書きぶりとかも参考にしながら

ちょっと内容によってどれを本文で書くべきか、全部で書くべきかを整
理して、ちょっと展開をさしていただきたいと思います。以上です。 

0:50:34 はい。規制庁深見です。わかりました。よろしくお願いします。 
0:50:40 津波について私の方からは以上です。 
0:50:47 規制庁側から何かありますか。 
0:50:55 と。 
0:50:57 規制庁深見です。特になければ、津波も振り返りをお願いしてよろしい

ですか。 
0:51:03 はい。野中でございます。津波につきましては、拠点というところで一

つは可搬型の集中の据付けの話を、あと 30 条のところで読むっていう
ところを、 

0:51:16 ちょっとこの分析方針上 10 日で明確にすると、あと 2 点につきまして
は、安全機能を有する施設の安全性を損なわないことの考え方につい
て、ちょっと他の情報の記載ぶり等も参考にしながら、 

0:51:28 本文または添付に記載すべき事項を書くということで、江藤展開をさし
ていただきたいと思います。これも直した状態につきまして、特番のＳ
Ａ等本日ヒアリングがあった資料とかと同じタイミングで、 

0:51:41 ちょっとリバイス版を提出させていただければと思います。以上です。 
0:51:48 はい。規制庁上出です。よろしくお願いします。 
0:51:52 あ、すいません規制庁コサクです。今の話っていうのは、再処理の方と

も話をして整理されるっていう理解でいいですか。 
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0:52:03 上野村田でございます。それでちょっとＭＯＸ関係者しかちょっと今出
てないのでちょっともうちょっとその辺りにつきましては、 

0:52:13 最初に、津波については基本的に再処理ＭＯＸと横並びで展開をしてる
ものになりますので、ちょっと再処理への影響というところも、 

0:52:23 見ながら、ちょっとどういった書きぶりがいいかっていうのを判断し
て、修正したいと思います。 

0:52:29 はい。よろしくお願いします特に話題が再処理場の施設を共用するもの
だったりするので、合わせていく必要がありつつ、ただ求める機能が微
妙に違うような気がしますので、 

0:52:43 連携を取りながらせ整理をして説明いただければと思いますよろしくお
願いします。 

0:52:50 米田で承知いたしました。 
0:52:56 はい。規制庁、カミデです。 
0:52:59 他、えっと、 
0:53:01 今日これで予定したもの最後ってことでいいですかね。 
0:53:07 はい、日本連盟ナカハマです。はい。今日のアイテムはすべて終了だと

思ってます。 
0:53:13 はい。規制庁上出です。 
0:53:15 全体通して何か、日本原燃他、 
0:53:19 規制庁側からもありますか。 
0:53:26 はい。日本原燃が特にございません。 
0:53:30 藤規制庁カミデです。スケジュールについてはそれぞれ確認しましたけ

ど、特に基本方針に関わるような、00 だったりは来週の 
0:53:44 火曜日ですかね、2 日をめどにということで一通りだったと思いますけ

どそういうことでよろしいですかね。 
0:53:54 はい。表現のタニグチですそのように考えております。 
0:53:58 はい。規制庁亀井です。わかりました。よろしくお願いします。あと、

また明日午前中にまた耐震 00 があってあと 
0:54:08 材料構造の話、先ほどちょっと話をした共通 05 との関係で少し話を聞

きたいなと思ってまして在校も、 
0:54:18 一応午前中の議題にと思ってましたけど大丈夫ですよね。 
0:54:23 日本原燃笠間です。はい、その情報をイシハラ聞いてまして今準備して

ます。 
0:54:29 はい。基本的に聞きたいのは共通 05 との関係で、それによ。 
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0:54:37 基づく申請対象設備、材料構造としての対処設備どうするんだという考
え方を聞きたいっていうところですのでそういったことをお話できれば
と思います。 

0:54:49 他、特にないですかね。 
0:54:54 はい、では、なければ終わりたいと思います。 
0:54:58 どうもありがとうございました。お疲れ様です。 
0:55:02 ありがとうございました。 

 


